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 三股町告示第１号 
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斉藤ちづ子君         財部 一男君 

上西 祐子君         福留 久光君 

長尾 鈴子君         大久保義直君 

重久 邦仁君         東村 和往君 

池田 克子君         別府 久光君 

原田 重治君         中石 高男君 

小牧 利美君         宮田 強雄君 

黒木 孝光君         的場  茂君 

桑畑 浩三君         山領 征男君 

────────────────────────────── 

 ○３月７日に応招した議員 
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 ○３月14日に応招した議員 
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 ○３月19日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 
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平成19年 第１回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第１日） 

                             平成19年３月５日（月曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         平成19年３月５日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期決定の件について 

 日程第３ 平成１９年度施政方針表明 

 日程第４ 議案第１号から議案第３７号までの３７議案、陳情第１号及び意見書（案）第１号

一括上程 

 日程第５ 意見書（案）第１号 質疑・討論・採決 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期決定の件について 

 日程第３ 平成１９年度施政方針表明 

 日程第４ 議案第１号から議案第３７号までの３７議案、陳情第１号及び意見書（案）第１号

一括上程 

 日程第５ 意見書（案）第１号 質疑・討論・採決 

────────────────────────────── 

出席議員（18名） 

１番 斉藤ちづ子君        ２番 財部 一男君 

３番 上西 祐子君        ４番 福留 久光君 

５番 長尾 鈴子君        ６番 大久保義直君 

７番 重久 邦仁君        ８番 東村 和往君 

９番 池田 克子君        10番 別府 久光君 

11番 原田 重治君        12番 中石 高男君 

13番 小牧 利美君        14番 宮田 強雄君 

15番 黒木 孝光君        16番 的場  茂君 

17番 桑畑 浩三君        18番 山領 征男君 

────────────────────────────── 



- 3 - 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 岩松 健一君        書記 出水 健一君 

                 書記 榎木たみ子君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  桑畑 和男君   助役  原田 一彦君 

教育長  田中 久光君   総務企画課長  原田 順一君 

税務財政課長  渡邊 知昌君   町民保健課長  重信 和人君 

福祉課長  下石 年成君   産業振興課長  木佐貫辰生君 

都市整備課長  中原 昭一君   環境水道課長  福重  守君 

教育課長  野元 祥一君   会計課長  上村 陽一君 

 

午前10時05分開会 

○議長（原田 重治君）  それでは、ただいまから平成１９年第１回三股町議会定例会を開会いた

します。 

 直ちに本日の議会を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（原田 重治君）  日程第１、会議記録署名議員の指名を行います。 

 本会期中の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において、２番、財部

君、１６番、的場君の２人を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期決定の件について 

○議長（原田 重治君）  日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 議会運営委員長より報告をお願いします。議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 斉藤ちづ子君 登壇〕 

○議会運営委員長（斉藤ちづ子君）  それでは、議会運営委員会の協議の結果について御報告申し
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上げます。 

 去る３月２日に委員会を開催し、本定例会にかかわる諸事項の協議を行いました。 

 その結果、本定例会の会期は、本日より１９日までの１５日間とすることに決定しました。日

程の明細につきましては、会期日程案を配付しておりますので、説明は省略いたします。 

 なお、意見書（案）第１号につきましては、委員会付託を省略し、本日全体審議で措置するこ

とに決定しました。また、７日の本会議に、議員発議による議案２件を上程し、委員会付託を省

略し、当日、全体審議で措置することに決しました。 

 次に、 一般質問の通告期限でありますが、あす６日の正午をもって締め切ることにいたしま

したので、時間の厳守方、よろしくお願いたします。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（原田 重治君）  お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり本日

より３月１９日までの１５日間とし、意見書（案）第１号は委員会付託を省略し、本日、全体審

議で措置し、７日に議員発議による議案２件を上程し、委員会付託を省略し、当日全体審議とし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日より３月１９日

までの１５日間とすること、意見書（案）第１号は、委員会付託を省略し、本日全体審議で措置

し、７日に議員発議による議案２件を上程し、委員会付託を省略し、当日、全体審議とすること

に決しました。 

 次に、一般質問の通告期限でありますが、明日の正午をもって締め切ることにしておりますの

で、一般質問をされる方は、時間厳守の上、事務局に提出くださるようお願いします。 

 また、総括質疑の通告についても、明日の午後までとなっております。詳細な数値等の提示を

求める質疑については、事前に通告くださるようお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．平成１９年度施政方針表明 

○議長（原田 重治君）  日程第３、平成１９年度の施政方針の表明を求めます。 

 町長。 

〔町長 桑畑 和男君 登壇〕 

○町長（桑畑 和男君）  おはようございます。本日、ここに、平成１９年第１回三股町議会定例

会の開会に当たりまして、平成１９年度の町政運営について、私の所信の一端を申し上げます。 

 私は、就任以来、町政の円滑な運営に意を注ぎ、各種の事業を計画どおり推し進めているとこ

ろであります。が、この間における町議会議員の皆様をはじめ、町民各位の御理解、御協力に対
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しまして、衷心より深く感謝申し上げる次第であります。 

 また、昨年は、町長として３期目のご信任をいただき、引き続き、私の政治信条であります

「対話と協調」を基本に、町政の運営を担う決意を新たにした次第であります。 

 「町政は町民あってのもの、町民みんなのものであり、町民中心のものでなければならない」

という私の政治信条とあわせ、「心の政治」、「心の通う町政」の基本理念に基づき、今後、さ

らに全身全霊を傾けて、町政の推進に取り組んでまいる所存であります。議会議員の皆様をはじ

め、町民各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 昨年１２月２０日に厚生労働省が公表いたしました、日本の将来人口推計によりますと、日本

の総人口２００５年の１億２,７７７万人から、５０年後には８,９９３万人と、半世紀で約

３,８００万人減少すると予測されております。 

 また、その反面、６５歳以上の、いわゆる老年人口は大幅に増加し、１０人に４人が高齢者に

なるという、私たちが今までに経験したことのない「人口減少、超高齢社会」の到来が示されて

おります。 

 さらに、５０年後の合計特殊出生率は１.２６と見込まれ、平成１４年の前回推計値１.３９か

ら０.１３ポイント下方修正されました。こうした、少子高齢化の進行は、現役世代が高齢者を

支える社会保障制度の持続可能性を揺るがすことになるばかりでなく、労働力人口の減少による

経済力の弱体化につながる問題でもあります。今回の推計を重く受けとめ、子供を産み、育てや

すい環境づくりが当面する喫緊の課題とされております。 

 また、我が国は、企業収益の改善などにより、平成１４年２月以来の景気拡大期が続いており、

昨年１１月には、これまで戦後最長の「いざなぎ景気」を超えたところであります。 

 しかし、地方においては、そうした好景気の実感を十分に感じ得ない状況が続いており、この

ような地域間格差、所得格差、業種間の格差が拡大する傾向にあることが指摘されているところ

であります。 

 現在、我が国は社会のあらゆる面で大きな変革期にあり、このような国の制度改革を進めるに

当たっては、地域間の不均衡の拡大や社会的格差の固定化が進むことがないような制度設計がな

されることが重要であり、すべての人が安心して生活できる社会づくりが求められております。 

 地方行政におきましても、中央集権的行政システムから自己決定、自己責任の原則のもとに、

住民に最も身近な地方自治体で、その創意と工夫によって、住民の視点に立った行政を執行する、

いわゆる地方分権型の国土の形成が課題となっております。 

 地方税財源の充実など、地方の自主自立につながる改革となるような仕組みづくりが必要であ

ると考えております。 

 「自主・自立の道」を目指している本町としては、時代の流れや本町の行財政面の現状等を踏
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まえ、今後も引き続き、もろもろ、改革の推進に努めてまいります。 

 行政の本旨は、税を柱とする財源をもとに、最適なサービスを町民の皆様に提供することであ

ります。現在の厳しい財政事情の中で優先すべき事業、サービスの提供につきましては、従来に

も増して、厳しい判断が必要とされております。 

 なお、このような厳しい状況を乗り越えるためには、町民と行政が痛みを分かち合いながら、

一致協力して対処してまいらなければなりません。この点について、議会議員の皆様をはじめ、

町民各位のご理解とご協力を賜りたくお願いを申し上げます。 

 また、当然、行政自身も、従来にも増して、さらにむだを省き、業務の効率化を進め、貴重な

財源を、より有効に活用ができるよう努力してまいります。 

 平成１９年度の財政収入は、依然として自主財源等にも期待が持てず、大変厳しい財政運営と

なっております。歳出につきましては、現在施工中の公共下水道整備や中学校施設の大規模改修

事業などのほか、地域福祉施策や生活関連社会資本の整備など、重要施策課題に係る財政需要が

一層増加する状況にあります。このような厳しい現状の中ではありますが、第四次三股町総合計

画の基本構想に基づきながら、基本目標としております「活力にあふれ、心あたたまる住みよい

まち三股」を、実現するために５つの重点施策の実現に向けて、町民との協力、協働による理念

のもと、懸命に取り組む所存であります。 

 まず、「自然と調和した快適な環境のまちづくり」について、その主なものを申し上げます。 

 公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して住居を供給することを目的としておりますが、

近年の入居者ニーズは多種多様なものがあり、近代的な公営住宅の供給が求められております。 

 そこで、平成１７年度から実施しております中原第３団地建てかえ事業は、平成１９年度は最

終年度を迎え、５棟の団地が完成する予定であります。 

 今後も、町営住宅の老朽化の状況、人口減少地区への住宅建設など、関係者のご協力を得なが

ら、快適な生活の場を提供してまいりたいと存じます。 

 上水道等の整備については、町民の生命と健康を守り、心身ともに豊な生活を支える上で最も

不可欠なものであります。長田地区の簡易水道整備については、平成１９年度においても、導水、

配水管の布設工事を進めてまいります。 

 また、上水道の「安全で良質な水」、「安定的な供給」に、引き続き努めてまいります。 

 公共下水道整備については、生活環境の水質保全を図るため事業を進めており、既に、一部供

用開始いたしておりますが、さらに未加入者への加入促進と普及率の向上に努めてまいります。 

 また、農業集落におきましても、水質保全のため、農業集落排水施設へのさらなる接続を推進

するとともに、畜産業においては、土壌微生物の応用によるふん尿の悪臭緩和及び堆肥等の有効

的な活用整備促進を図ってまいります。 
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 環境保全については、地球的規模で広がりを持ち、持続可能な社会づくりの推進が求められて

おり、住民の要求も多種多様であります。そのため、自然と人との共生を確保し、環境への負荷

を少なくし、循環型ごみ行政を基調とする町づくりのため、廃棄物の発生を抑制し、リサイクル

等環境保全に関する施策を進めてまいります。 

 次に、「かおり高い文化と豊かな人間性を培う文教のまちづくり」について、その主なものを

申し上げます。 

 本町の教育は、教育基本法の理念と、三股町民憲章の精神を基調としながら、薫り高い文化の

創出を育み、「文教の町みまた」を目指して、推進してまいります。 

 まず、社会教育の充実について、開館以来盛況であります文化会館と図書館については、町民

が芸術、文化、情報に触れる機会を広げるため、自主文化事業の充実、読書活動の推進、窓口

サービスのさらなる向上に努め、町民に親しまれ、かつ、両施設の効率的な利活用を図ってまい

ります。 

 次に、学校教育の充実と教育環境の整備については、新世紀を迎え、国際化、高度情報化、高

齢化の中に生きる子供たち一人ひとりが、みずから学び、みずから考え、主体的に判断し、行動

する「生きる力」を身につけさせることは、大きな教育課題となっております。そのためにも、

学校、家庭、地域社会のあり方や相互のかかわり方についてさらに検討を重ね、それぞれの教育

力を高めながら、子供たちが、これからの社会を生きていくために必要な事業、育成を行ってま

いります。 

 学校の施設整備については、老朽化した施設の整備等を実施してまいります。 

 特に、平成１８年度より実施しました三股中学校の整備につきましては、平成１９年度は中校

舎の整備等の工事を進め、平成２０年度竣工を目指して、取り組んでまいります。 

 次に、「あたたかみのある福祉と健康のまちづくり」について、その主なものを申し上げます。 

 介護保険制度の充実、保健予防活動や、生きがい対策も含めた保健福祉サービスを積極的に推

進することにより、保健福祉施策の効果的な展開を目指していく所存であります。 

 生涯にわたる心身の健康づくりは、長寿社会を迎え、ますます重要な課題になっております。

「自分の健康は自分で守り、自分でつくる」という自己管理意識はもとより、地域に根ざした保

健行政を進めるため、予防接種の実施、各種の健康診査をはじめ、事後の健康教育、健康相談、

健康教室等の充実を図ってまいります。 

 また、総合福祉センターを積極的に活用し、高齢者、障害者のみならず、一般町民や児童など、

町内のあらゆる世代の人々が交流を深める福祉の拠点として、健康で安心して暮らせる、温かみ

のある福祉の町づくりの推進に取り組んでまいり、なお、平成１９年度から、少子化対策の一環

として、町独自で乳幼児医療費の就学前完全無料化を行い、福祉の増進に努めてまいります。 
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 町立病院につきましては、引き続き指定管理者制度にのっとり、平成１９年４月１日から、

「医療法人社団牧会」（小牧整形外科病院）を指定管理者として管理運営をお願いすることにし

ており、今後も指定管理者と十分な連携を保ってまいります。 

 次に、「活力にあふれる産業のまちづくり」について、その主なものを申し上げます。 

 農畜産業は、本町の基幹産業であり、その振興は本町経済にとって最も重要なものであります。

農業を取り巻く環境は、規制緩和、国際化の進展等による農畜産物の輸入量増加など厳しい環境

下にあります。 

 また、消費者の健康志向が高まる中、安全で高品質な農畜産物の生産、環境にやさしい環境保

全型農業の展開が大きな課題となっております。特に、畜産は、本町の農業粗生産額の面からみ

ますと、農業の主軸を成すものでありますので、今後、さらに生産性の高い安定した畜産経営の

改善に意を注いでまいります。 

 特産品の開発と農道、用排水路等土地基盤の整備、後継者や女性農業者の育成・支援並びに畑

地かんがい事業、集落営農の推進など、各種施策を推進し、安全で高品質な農畜産物の生産に努

め、競争力の強い産地形成を目指してまいります。 

 一方、商工業の振興についてでありますが、わが国の経済は回復基調にあるものの、本町にお

いては依然として厳しい状況下にあるため、景気浮揚策が望まれております。同時にまた、既存

の地場産業の振興をはじめとした雇用の場の確保に努め、誘致企業の立地等にも積極的に取り組

んでまいります。 

 なお、本町の特産品等の物産館を含めた産業会館については、商工振興と活性化の観点から、

鋭意支援をしてまいります。さらに、購買力の町外への流出を抑制し、町内指向への消費拡大に

も努めてまいります。 

 次に、「総合的な町政の推進」でありますが、豊かで活力にあふれる三股町を創造するために、

行政と町民が一体となって町づくりを展開していくことが求められております。そのために、町

民と行政が創意工夫により、町づくりへの意欲と相互連携を図り、住みよい活力にあふれる町づ

くりを進めてまいります。 

 なお、情報化の推進については、ＩＴ（情報技術）の飛躍的な発達に伴い、インターネットに

よるホームページの充実や、最終年度となるケーブルテレビの施設整備等、情報の提供に努めて

まいります。 

 男女共同参画社会への取り組みにつきましては、女性団体等連絡協議会を中心に各種活動を進

めてまいります。 

  自治体運営を取り巻く情勢は年々厳しさを増し、難しい時代を迎えております。そうした中、

町民と行政の新たなパートナーシップの確立をめざし、さらに、町民の視点に立った抜本的な行
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政改革を進めていく所存であります。 

 なお、この４月から、現在の「赤字路線代替バス」を一部残して見直し、高齢者、障害者、中

学生などの交通弱者の利便を図るために、町独自の「コミュニティバス」の運行を行ってまいり

ます。 

  また、入札制度のあり方については、相次ぐ官製談合事件から、全国の地方自治体において、

その改善、見直しが強く求められております。そこで、本町におきましても、そのあり方につい

て、国の制度改正や国、県等の動向を見極めながら慎重に対処してまいります。私は、行財政改

革において、行政の果たすべき役割を一つ一つ根本から問い、見直してきました。今はどういう

時代か、町民が真に求めるものは何か、そのような状況の中で、常に国、県の行財政の状況、動

向を十分見据えながら、今後とも時代に即した本町のあるべき姿の行財政改革見直しに、積極的

に意を傾注してまいります。 

 なお、平成２０年度は、三股、町制施行６０周年を迎えることから、記念すべき節目の年に向

け、事業内容の検討など本格的な準備を開始してまいりたいと存じます。 

 以上、私の所信の一端を申し述べましたが、私は常に町民主体の施策を展開すべく、清潔で公

正な執行管理を行い、強い信念と情熱を持って、粉骨砕身、全力を傾注してまいる所存でありま

す。 

 議会議員の皆様をはじめ、町民各位の御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、

施政方針といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議案第１号から議案第３７号までの３７議案、陳情第１号及び意見書（案）第

１号一括上程 

○議長（原田 重治君）  日程第４、議案第１号から議案第３７号までの３７議案及び陳情第１号

並びに意見書（案）第１号を一括上程して、議題といたします。 

 ここで、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 桑畑 和男君 登壇〕 

○町長（桑畑 和男君）  平成１９年第１回三股町議会定例会に上程いたしました各議案について、

その提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、議案第１号「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例」について御説明申し上げます。 

 本案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の一部を改正しようとするもの

であります。 

 次に、議案第２号「三股町副町長の定数を定める条例」について御説明を申し上げます。 
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 本案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、副町長の定数を定めるため、所要の

条例を定めようとするものであります。 

 次に、議案第３号「三股町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」について御

説明申し上げます。 

 本案は、指定管理者に利用料金の収受をさせるために、所要の一部を改正しようとするもので

あります。 

 次に、議案第４号「三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」について御説明

申し上げます。 

 本案は、本年４月より運行予定のコミュニティバスの利用料金を新たに定め、町立病院の利用

料金を別条例で定めるため、その事項を削除し、その他文言の訂正を行うもので、所要の一部を

改正しようとするものであります。 

 次に、議案第５号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について御説明

申し上げます。 

 本案は、人事院勧告に伴い扶養手当の改正をするもので、所要の一部を改正しようとするもの

であります。 

 次に、議案第６号「三股町営住宅設置条例の一部を改正する条例」について御説明を申し上げ

ます。 

 本案は、耐用年数を経過している町営住宅のうち、傷みが激しく、入居に適さず、維持管理費

の高騰が予想され、かつ現在入居がない住宅について用途廃止をし、また、中原第３団地建替事

業に伴い用途の廃止及び追加をするもので、所要の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、議案第７号「三股町公共下水道条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げま

す。 

 本案は、占用物件に対する占用料の徴収を、道路占用徴収条例から使用料及び手数料徴収条例

に移行するもので、所要の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、議案第８号「三股町墓地公園条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 

 墓地公園は、平成１２年４月供用開始以来、７年が経過しようとしておりますが、使用許可後

３年を過ぎて、墓碑建設をしない使用者に対し、墓碑建設の猶予の期限を定めようとするもので、

所要の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、議案第９号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例」について御説明を申し上げます。 

 本町の教育研究所は、平成元年の開設以来、各小・中学校から選ばれた１０名の教諭が２年任

期で研究員になり、教育に関する専門的、技術的事項の研究に取り組んできたところであります
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が、その研究時間帯は学校の授業が終わってからであり、かつ校務外の活動であることから、行

き来する段階で事故等が発生した場合、公務災害の適否が問題となっていたところであります。 

 よって、公務災害が確実に適用されるよう、非常勤の特別職職員に位置づけしようとするもの

で、所要の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、議案第１０号「三股町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」について

御説明を申し上げます。 

 本案は、乳幼期における疾病等の治療を容易にし、乳幼児の福祉の向上と健全な発育の促進を

図り、少子化対策及び子育て支援を目的とするものであります。すなわち、乳幼児医療費の就学

前完全無料化のため、所要の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、議案第１１号「三股町社会福祉基金条例を廃止する条例」について御説明を申し上げま

す。 

 本案は、社会福祉事業の振興のための需要額として地方交付税に算入された分を原資として、

平成元年度に基金条例を制定し、平成３年度から福祉事業の経費に活用してまいりましたが、平

成１８年度をもって基金の残高がなくなることから、当該基金条例を廃止しようとするものであ

ります。 

 次に、議案第１２号「三股町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条

例」について御説明を申し上げます。 

 本案は、介護保険制度の改正に伴いまして、在宅介護支援センターが包括支援センターに再編

されたことにより、当該条例を廃止しようとするものであります。 

 次に、議案第１３号「三股町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例を廃止する条

例」について御説明を申し上げます。 

 本案は、訪問看護ステーションが、総合福祉センターに、元気の杜に移転したことにより、当

該条例を廃止しようとするものであります。 

 次に、議案第１４号「宮崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

の変更について」御説明を申し上げます。 

 現在、県内の２６の市町村で組織する「宮崎県市町村総合事務組合」において、消防団員に係

る公務災害補償や退職報償金の支給事務など合計１１の事務を地方自治法第２８４条第２項の規

定に基づき、共同処理しております。今般、市町村の廃置分合により、平成１９年３月３１日に

北川町が延岡市と合併するため、平成１９年３月３０日をもって北川町が当該組合を脱退するこ

とについて、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決をお願いするものであります。 

 また、消防組織法の一部を改正する法律の施行及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴い、規約の変更を行う必要が生じたことから、あわせて議会の議決をお願いするものでありま
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す。 

 次に、議案第１５号「宮崎県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

変更について」御説明を申し上げます。 

 現在、県内のすべての市町村において、宮崎県自治会館の設置、管理及び運営について、地方

自治法第２８４条第２項の規定に基づき、「宮崎県自治会館管理組合」で共同処理を行っている

ところであります。今般、北川町が脱退することから、地方自治法第２９０条の規定により、議

会の議決をお願いするものであります。 

 なお、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い規約の変更を行う必要が生じたことから、

あわせて議会の議決をお願いするものであります。 

 次に、議案第１６号「平成１８年度三股町一般会計補正予算（第５号）」について御説明を申

し上げます。 

 本案は、平成１８年度の会計年度末を控えて、その決算に備え、各種事務事業の実績、補助事

業の決定あるいは内示等により増減補正するもののほか、繰越明許費の設定、債務負担行為の補

正、地方債の変更等を行おうとするものであります。 

 歳入歳出予算の総額８５億２,５５３万４,０００円から歳入歳出それぞれ２,９３４万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８４億９,６１９万４,０００円とするものであり

ます。 

 次に、第２表「繰越明許費」の設定でありますが、養護老人ホーム整備事業は、今回内示追加

により事業分を繰り越しし、中原第３団地建てかえ事業に住宅周辺整備、外柵工事等が年度内に

事業完了しないことから、繰越明許費を設定するものであります。 

 次に、第３表「債務負担行為補正」でありますが、小園、中野、細目、大鷺巣のケーブルテレ

ビ施設の未普及地域の整備を追加し、債務負担行為の限度額を変更するものであります。 

 次に、第４表「地方債の補正」でありますが、三股中学校整備事業にかかわる補助金の増額に

より、義務教育施設整備事業債の限度額を減額補正するものであります。 

 次に、議案第１７号「平成１８年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」につい

て御説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２７億２,０７４万８,０００円に、歳入歳出それぞれ６７１万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７億２,７４６万３,０００円

とするものであります。これは、高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金の

確定に伴い、補正を行うものであります。 

 次に、議案第１８号「平成１８年度三股町老人保健特別会計補正予算（第２号）」について御

説明申し上げます。 
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 本案は、歳入歳出予算の総額２１億２,６６８万８,０００円に、歳入歳出それぞれ４,１４８万

３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億６,８１７万１,０００円

とするものであります。これは、支払い基金交付金、国県支出金の決定及び医療給付費の不足に

伴い、補正するものであります。 

 次に、議案第１９号「平成１８年度三股町介護保険特別会計補正予算（第５号）」について御

説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額１５億９,８３９万１,０００円から、歳入歳出それぞれ

５,０１５万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億４,８２３万

５,０００円とするものであります。 

 次に、第２表「繰越明許費」については、医療制度改正に伴い、国が平成１８年度介護保険事

業費補助金として追加内示によるものであります。 

 次に、議案第２０号「平成１８年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）」並びに議案第２１号「平成１８年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）」については関連がありますので、一括して御説明を申し上げます。 

 両議案は、事業の実績により、それぞれ所要の補正を行おうとするものであります。 

 まず、議案第２０号「平成１８年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）」は、歳入歳出予算の総額４,７３９万６,０００円から、歳入歳出それぞれ２７７万

６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,４６２万円とするものであり

ます。 

 次に、議案第２１号「平成１８年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）」は、歳入歳出予算の総額４,００７万２,０００円から、歳入歳出それぞれ１０７万

３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３,８９９万９,０００円とする

ものであります。 

 次に、議案第２２号「平成１８年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」につ

いて御説明を申し上げます。 

 本案は、補助事業の決定あるいは事業の実績により、所要の補正を行おうとするものでありま

す。 

 すなわち、歳入歳出予算の総額４億６,１６１万３,０００円から、歳入歳出それぞれ７３２万

２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,４２９万１,０００円と

するものであります。 

 歳入については、実績により、負担金及び使用料を減額するものであります。 

 歳出については、設計委託料、工事請負費の執行残を減額するものであります。 
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 次に、議案第２３号「平成１８年度三股町水道事業会計補正予算（第２号）」について御説明

を申し上げます。 

 本案は、簡易水道建設改良費の継続費の年割額の補正をするものであります。 

 次に、議案第２４号「平成１９年度三股町一般会計予算」について御説明を申し上げます。 

 平成１９年度の予算編成については、予算編成方針にのっとり、国、県の予算編成の状況、地

方財政計画並びに社会経済情勢の動向をみて、予算編成を行ったものであります。国における平

成１９年度予算は、「経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針２００６」に示さ

れた、今後５年間の新たな改革に向けた出発点となる重要な予算と位置づけ、引き続き、歳出全

般にわたる徹底した見直しを行い、歳出抑制と所管を越えた予算配分の重点化、効率化の実施を

するとともに基礎的財政収支の改善を図り、国債発行額を極力抑制した予算となっております。 

 一方、地方財政対策としては、地方財政計画の規模を抑制することで財源不足額の圧縮を図る

一方、地方交付税の現行法定率を堅持し、地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保するこ

とを基本として、地方交付税におきましては、総額を１５兆２,０００億円、対前年度比４.４％

の減に抑制し、地方財政計画の規模は８３兆１,３００億円、昨年度に比べ０.０２％の減額にと

どめております。 

 本町においては、このような国の動向や情勢、本町の行財政改革の進捗状況を踏まえ、さらに

一層の歳入の確保、歳出の抑制に努め、予算編成を行ってまいりましたが、地方交付税は大幅に

削減され、本町の自主財源である町税は、経済状況により大幅な増収は見込めず、歳出において

も福祉関連事業の行政需要の大幅な増嵩により、大変厳しい予算編成を強いられたところであり

ます。 

 平成１９年度当初予算におきましては、これらの行政需要額に加え、中原第３団地建てかえ事

業、三股中学校整備事業の大型事業を継続して計上しておりますが、地方単独事業など起債事業

の抑制や基金繰入金の増加に歯どめをかけるなど、財政健全化に向けて取り組んでまいります。 

 まず、「第１表歳入歳出予算」の概要について御説明を申し上げます。 

 平成１９年度の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８３億３,０００万円で、対前年度

比１億４,０００万円、１.７％の減となっております。歳入のうち、自主財源が構成比

３６.７％、依存財源が６３.３％となり、前年度より自主財源の割合が２.９％増となっており

ます。 

 次に、歳出予算における性質別状況については、義務的経費が構成比４６.０％、経常的経費

が３３.９％、投資的経費が２０.１％となっており、前年度より義務的経費と投資的経費の割合

は小さくなり、経常的経費の割合が大きくなっております。 

 次に、「第２表地方債」について御説明を申し上げます。 
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 本年度の地方債は、一般公共事業債、公営住宅建設事業債、学校教育施設等整備事業債、地域

活性化事業債、防災対策事業債、臨時財政対策債の８億５,２４０万円を予定をいたしておりま

す。 

 次に、歳出予算の新規事業の主なものについて御説明を申し上げます。 

 総務費は、永年の課題でありましたコミュニティバス運行に係る経費や、本町の未整備地区の

新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業にかかわる経費等が主なものとなっております。 

 民生費は、乳幼児医療費助成事業が主なものとなっております。 

 衛生費は、特定不妊治療費助成事業やクリーンセンター建設事業費負担金等が主なものとなっ

ております。 

 農林水産業費は、地域水田営農担い手条件整備事業、農産加工施設等整備事業補助金、町単農

道整備事業、県単かんがい排水整備事業、県単調査計画事業、農地・水・農村環境保全向上負担

金等が、主なものとなっております。 

 商工費は、企業立地取付道路調査委託料が主なものとなっております。 

 土木費は、自然公園ふれあい環境整備事業、中原第３団地建てかえ事業、今市団地住戸改善事

業、雨水対策事業（古掘地区）等が主なものとなっております。 

 教育費は、中学校整備事業のほか、三股西小床張りかえ工事、総合文化施設周辺整備事業、テ

ニスコート人工芝改修事業、給食センター改修事業等が主なものとなっております。 

 次に、議案第２５号「平成１９年度三股町国民健康保険特別会計予算」について御説明を申し

上げます。 

 本案は、歳入歳出の予算の総額を、歳入歳出それぞれ３０億４,２９６万５,０００円とするも

ので、対前年度比１８.４％の増であります。 

 歳入の主なものは、保険税が対前年度比６.３％の増、国庫支出金が対前年度比１.４％の増、

療養給付費交付金が対前年度比２１.１％の増となっております。 

 歳出につきましては、保険給付費が対前年度比６.５％の増、老人保健拠出金が１９.２％の増

となっております。 

 なお、保険財政共同安定化事業の創設に伴い、２億８,５００万円、歳出で２億６,５６５万

２,０００円の増となっております。 

 次に、議案第２６号「平成１９年度三股町老人保健特別会計予算」について御説明申し上げま

す。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２０億７,３９４万円とするもので、対前

年度比１.０％の増であります。 

 歳入につきましては、支払基金交付分、公費負担分を所定の負担率により計上し、歳出につき
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ましては、医療受給対象者の減少及び医療費の伸びを見込んで、医療諸費を計上したものであり

ます。 

 次に、議案第２７号「平成１９年度三股町介護保険特別会計予算」について御説明を申し上げ

ます。 

  本案は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１５億７,１２５万１,０００円と定めるも

ので、対前年度比１.２％の増であります。 

  歳入の主なものは、保険料が対前年度比１.６％の減、国庫支出金、支払基金交付金及び県支

出金が対前年度比０.２％の減、繰入金が対前年度比９.４％増となっております。 

  歳出の主なものは、総務費が対前年度比２８％増、保険給付費が対前年度比０.８％の減、地

域支援事業が対前年度比３４％増となっております。 

  次に、議案第２８号「平成１９年度三股町介護保険サービス事業特別会計予算」について御説

明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１,４９８万１,０００円と定めるものであ

ります。 

 次に、議案第２９号「平成１９年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計予算」について

御説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４,６５４万８,０００円とするものであり

ます。 

 歳入の主なものは、施設使用料、一般会計繰入金で、歳出の主なものは、職員給与費、委託料、

公債費等であります。 

 次に、議案第３０号「平成１９年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計予算」につ

いて御説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３,８６４万２,０００円とするものであり

ます。 

 歳入の主なものは、施設使用料、一般会計繰入金で、歳出の主なものは、委託料、公債費等で

あります。 

 次に、議案第３１号「平成１９年度三股町公共下水道事業特別会計予算」について御説明申し

上げます。 

 本町は、公共下水道を整備し、生活環境の改善を図るとともに、公共用水域の水質改善を図る、

本事業の推進をしているところであります。下水道事業の全体計画は５６４ヘクタールで、その

うち１９５ヘクタールの区域で事業認可を受け、年次的に整備を進めているところであります。

本年度は、供用開始した区域の接続推進を図りながら、計画的な面整備を進めてまいります。 



- 17 - 

 したがいまして、平成１９年度公共下水道事業特別会計予算における歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ４億３,６６９万５,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、国庫支出金１億４,０００万円、町債の１億８,２３０万円等であります。 

 次に、歳出の主なものは、工事請負費の２億８,２８０万円、委託料の４,３２０万円等であり

ます。 

 次に、議案第３２号「平成１９年度三股町墓地公園事業特別会計予算」について御説明を申し

上げます。 

 本事業は、町民の墓地需要にこたえるため、町民の意向を反映した墓地公園として整備し、現

在維持管理を主に、未使用地の処分を行っているところであります。 

 したがいまして、平成１９年度三股町墓地公園事業特別会計予算における歳入歳出予算の総額

を、歳入歳出３,００２万７,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、使用料、一般会計繰入金等であります。 

 歳出の主なものは、委託料、公債費等であります。 

 次に、議案第３３号「平成１９年度三股町国民健康保険病院事業会計予算」について御説明を

申し上げます。 

 御承知のとおり、平成１９年度は、新たに医療法人社団牧会、小牧病院を指定管理者として病

院の管理、運営を委託することになりますが、まず、収益的収入及び支出については、利用料金

制を採用していることから、収入は医業外収益の８０５万９,０００円、支出は、人件費、施設

維持管理料、減価償却費など２,８２５万１,０００円を計上をいたしております。 

 また、資本的収入及び支出でありますが、収入は１,７１９万円を、支出は企業債の償還額で

あります１,７１８万９,０００円を計上しております。 

 次に、議案第３４号「平成１９年度三股町水道事業会計予算」について御説明を申し上げます。 

 水道事業は、安全で良質な水を安定的に町民に供給することに、努めているところであります。 

 また、昨年度より公庫補助事業で着工した、長田地区簡易水道の整備を引き続き行い、水道の

未普及地区の解消に努めてまいります。したがいまして、業務の予定量は、給水戸数９,５８０戸、

年間総給水量２９０万６,０００立方メートル、一日平均７,９６２立方メートルを予定している

ところであります。 

 すなわち、収益的収入及び支出についての予算における事業収益は４億２５６万円を予定をい

たしております。また、水道事業費用は３億６,６３１万６,０００円を予定しており、このうち

主な費用は、職員給与費、企業債利息、減価償却費、施設の維持管理費等であります。 

 次に、資本的収入及び支出予算における収入は３億７９６万３,０００円を予定しており、こ

のうち主なものは企業債、補助金等であります。 
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 一方、支出の総額は４億８,１２４万１,０００円を予定をいたしております。 

 主なものといたしまして、施設費においては老朽管の布設がえ、簡易水道建設費においては浄、

配水施設の建設であります。 

 次に、議案第３５号「工事請負契約の変更について」御説明を申し上げます。 

  御承知のとおり、現在、三股中学校管理棟の大規模改造・耐震補強・増築工事に取り組んでお

りますが、建築主体工事において、床、壁、天井の仕上げ材を撤去したところ、一部の床スラブ

が構造部材として耐力不足していることが判明したこと、また柱、はり、壁に剥落した箇所やひ

び割れの箇所が確認され、その補修工事が必要になったこと、さらには、増築部分の基礎ぐいの

打ち込みで、地中に障害物があり、増し杭の必要が生じたことなどから、工事請負契約を変更し

ようとするものであります。 

 次に、議案第３６号「町道路線の廃止について」並びに議案第３７号「町道路線の認定につい

て」は関連がありますので、一括して御説明を申し上げます。 

  両議案は、「県営畑地帯総合整備事業宮之原地区」及び農林水産省所管「農地・水・農村環境

向上対策事業」に伴う町道廃止及び認定であるほか、農道整備事業が完了したための道路管理者

移管、開発行為等による町道認定を行おうとするものであります。 

 以上、３７議案について、その提案理由の説明を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御

承認くださるようお願いを申し上げます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（原田 重治君）  ここで、補足説明があれば許します。教育課長。 

○教育課長（野元 祥一君）  議案の第３５号「工事請負契約の変更について」、補足説明をさせ

ていただきます。 

 お手元に資料が配付されてますか。 

 現在、中学校の工事に取り組んでいるところですけれども、町長の提案理由でありましたよう

に、大規模改造、増築、耐震補強の３本立てということで、変更の必要が生じました。これにつ

いては、さきに全員協議会の方で概要について説明をさせていただきました。また、総務文教委

員会と議長の方で、現地の方の確認というか、視察もしていただいたところです。 

 まず、変更内容ですけれども、金額としては２,８１５万２,０００円の増額という格好になり

ます。理由としては、床、壁、天井の仕上げ材を撤去したところ、床スラブが、２カ所の部分で

すけれども、構造部材として耐力が不足していたこと、これに伴って、解体撤去して、新たに構

築する必要が生じました。 

 また、柱、はり、壁のじゃんか、爆裂、ひび割れの補修工事が必要になりました。それから、

基礎工事で増し杭の必要性も出てきたということから、設計変更して、契約を変更しようとする
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ものでございます。 

 次のページに、変更内容について箇所ごとに金額も示しております。大きなものでは、２番目

の段の大規模改造工事、ここの２番目で、南側既存ひさし撤去に伴う鉄骨屋根の納まり変更、こ

れが２０６万９,１６７円ということになっております。 

 それから、下の方になります、追加変更工事というところで、２箇所の２階のスラブの解体と

再構築、それから、南側ひさしの解体、それから、建物全体の補修工事ということで、１,８８８万

２,９２０円ということでなっております。これに共通費等を加えた中で、２,８１５万

２,０００円の契約変更ということになります。 

 それで、これは、１月末時点の変更についてまとめたものでございます。工期が６月３０日ま

でということで、まだ４カ月ほどあります。若干の変更はまだ出てくるかなあということで思っ

ておりますが、基本的には、現在の契約の中で納めていきたい。ただ、どうしてもそれで対応で

きないという場合には、６月議会でお願いすることもあるのかなということで思っております。 

 最終的な形で、６月議会で、この変更について提案させていただこうということでは思ったん

ですが、現在の議会が、これが最後ということで、この議会で承認をもらった契約案件ですので、

３月で提案させていただいたところです。よろしくお願いいたします。 

○議長（原田 重治君）  他に補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、意見書（案）第１号について提出者の説明を求めます。重久君。 

○議員（７番 重久 邦仁君）  よろしいでしょうか。 

 意見書（案）第１号「障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書」についての提案の趣

旨を説明いたします。 

 昨年４月から施行された障害者自立支援法により、障害者福祉の現場はいまだに混乱が収まら

ない状況にあり、全国の障害者の切実な訴えと障害者の生活を重く見た多くの地方自治体が、独

自の負担軽減策をせざるを得ない実態が発生してきている。法施行から１年もたたずに、多方面

にわたる見直しを余儀なくされるということは、そもそも、総じて所得が低い障害者に対して、

応益負担を導入したこと自体に制度設計の無理があるといわざるを得ない。 

 よって、国に対して、障害者自立支援法について意見書に掲げた４項目の実現を強く求めるも

のであります。 

 よろしく御審議の上、御承認下さるようお願いいたします。 

 終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．意見書（案）第１号 質疑・討論・採決 
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○議長（原田 重治君）  日程第５、意見書（案）第１号の質疑・討論・採決を行います。 

 意見書（案）第１号「障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書」を議題として、質疑

を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。意見書（案）第１号は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、意見書（案）第１号は、原案のとおり可

決されました。 

 ただいま可決された意見書については、速やかに関係機関に送付し、その善処方を求めます。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会といたします。 

午前11時16分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時39分再開 

○議長（原田 重治君）  休憩を閉じ、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原田 重治君）  以上で、本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日の会議を

散会します。 

午前11時39分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（原田 重治君）  これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．発議第１号及び発議第２号一括議題 

○議長（原田 重治君）  日程第１、発議第１号及び発議第２号を一括議題とします。 

 提出者の説明を求めます。大久保君。 

〔６番 大久保義直君 登壇〕 

○議員（６番 大久保義直君）  それでは、発議第１号について御説明を申し上げます。 

 まず、「三股町議会委員会条例の一部を改正する条例」について提案理由の説明をいたします。 

 来る４月の一般選挙から議員定数が１２名となることと、地方自治法の改正により、委員会条

例第２条を改正して、それぞれ６名で構成する総務厚生常任委員会と建設文教常任委員会を設置

し、新たに１２名で構成する一般会計予算・決算常任委員会を設置し、今まで特別委員会として

設置しておりました広報編集特別委員会を４名で構成する広報編集常任委員会とし、議会運営委

員会の定数を６名から４名とするものであります。 

 また、常任委員会委員、議会運営委員会委員及び特別委員会委員の指名、辞任についてと常任

委員の所属変更は本会議の議決が必要でありましたが、地方自治法の改正により、閉会中でも議

長権限によって可能となりましたので所要の改正を行うものであります。 

 よろしく御審議の上、御承認くださるようお願いいたします。 

 次に、発議第２号「三股町議会会議規則の一部を改正する議会規則」についての提案理由の説
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明をいたします。 

 本案は、地方自治法の一部改正と、議員定数が１２名となることから、議員の議案提出要件が

２名以上から１名以上へと変更が生じたことと、委員会からも議案が提出できるようになりまし

たので、会議規則の一部改正を行うものであります。 

 よろしく御審議の上、御承認くださるようお願いいたします。 

 以上で終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．質疑・討論・採決 

○議長（原田 重治君）  日程第２、質疑・討論・採決を行います。 

 まず、発議第１号「三股町議会委員会条例の一部を改正する条例」を議題として、質疑を行い

ます。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。発議第１号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、発議第１号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、発議第２号「三股町議会会議規則の一部を改正する議会規則」を議題として、質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。発議第２号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、発議第２号は原案のとおり可決されまし

た。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．総括質疑 

○議長（原田 重治君）  日程第３、総括質疑を行います。 

 総括質疑は、今会期に提案されたすべての案件に対しての質疑となります。くれぐれも一般質

問のようにならないように御注意願います。 

 質疑の際は、議案番号を明示の上、質疑をお願いします。 

 また、自己の所属する委員会が所管する議案への質疑は委員会の場でお願いします。 

 なお、質疑は会議規則により、１議題につき１人３回以内となっております。御協力方よろし

くお願いいたします。 

 質疑ありませんか。上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  議案２４号１９年度一般会計予算の問題ですが、まず５１ページ

のコミュニティバスの体制をお尋ねいたします。運転手賃金が７８６万４,０００円とあります

が、この全体的な分、体制ですね。それと８８、８９ページの県単のかんがい畑地総合の件なん

ですが、このかんがい畑地事業は何年ぐらいかかるのか、またその間の総額、農業政策について

お伺いいたします。 

 それと、水田農業担い手条件整備補助金、これが減っていますけど、これらの補助金というの

は何軒ぐらいの農家に支給されるものか、どういう事業なのかお尋ねいたします。 

 それと、１０８ページの住宅政策で中原住宅が今年度で終了するわけですが、この中原住宅の

もう設計段階は済んでいるとは思うんですが、なるべく工事の中で木造癩癩私も中を見させても

らいましたが、木を使ったり内部にはなっておりますが、今からの住宅政策に関して少しお伺い

いたします。 

 それと、災害復旧事業で今年度余り予算がとられてないんですが、この二、三年前の山崩れと

かそういうふうな事業は終わったのかどうか。これから予防のためにこの災害復旧のあれは予算

的にどういうふうに考えていらっしゃるのか。 

 それともう一つ、道路維持補修工事が１００ページですが、マイナスになっています。マイナ

ス２,６００万円ぐらいになっているんですが、この道路維持補修工事というのはあちらこちら

から道路維持の修繕がいろいろと私たちも寄せられるんですが、余りにも減額された理由、その
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あたりをお尋ねいたします。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  それでは、まず総務企画課関係の方をお答えしたいと思います。 

 まず、当初予算の中の地域交通対策費、いわゆるコミュニティバスの賃金の部分あるいは職員

体制が癩癩職員と申しますか、運行するに当たっての人的な体制ですか、こういったところはど

うなっているかというようなことでございます。 

 このバスにつきましては、運転手をされる方、これを８名の方を登録といたしております。そ

のうち常に乗られるというんですか、そういう方が５名でございます。運転手の方です。それか

らそのほかに、この前も申し上げましたように、バスの事務所、要するにバスの夜間の停車され

るところ及び昼間のバスの運賃です。これの定期的なものを販売する。こういったところのため

に、あるいは問い合わせ、こういったためにその庁舎北側の建友会館の一部を借用して、そこで

事務をとりますが、その事務をとる方が基本的に３名というふうに思っております。事務につき

ましては、朝は６時半からでございます。朝が６時半から９時まで、まだはっきりとは、若干時

間１５分とかその辺は狂ってくるかもしれませんが、朝６時半から９時までの方を１名、それか

ら夕方４時半から夜の８時半までの方を１名、それから昼間でございますけれども、昼間につい

ては今の職員、今現在従事している職員あるいは臨時職員と申しますか委託職員、こういった中

で兼務して受け持つということになります。したがって、職員あるいはそういう方が昼間は１名

向こうの方で仕事をするということになろうかと思います。事務体制はそうでございます。 

 先ほど運転手の関係でございますけれども、８名登録者のうち５名の方が常時運転をするとい

うことでございます。この５名の方につきましては、平均でございますけれども、１週間で

２２時間の乗務となります。これを１日当たりに平均しますと、これもあくまでも平均でござい

ますけれども、１日当たり１人３時間の乗務をしていただくということで考えております。 

 その賃金でございますけれども、賃金は例えば土曜日とか休日、もしくは５時以降の仕事もご

ざいますので、単価を日曜出勤にした場合に１.３５ですか癩癩の率が上がるわけでございます

が、それらを加味しまして、平均しまして１時間当たり１,０００円というふうに考えておりま

す。 

 それからパート的な方、朝６時半から、あるいは夜の８時までという、この時間帯に勤務され

る方については、職員は昼間でございますが、これは除きますけれども、土曜等の、あるいは夜

間の１.３５を加えまして、おおよそ平均でございますけれども、８００円から８５０円、時給

です。というふうに考えております。 

 もちろん運転手の方等につきましては雇用保険あるいは公務災害、その辺の保険は掛けており
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ます。 

 以上のような職員体制と賃金。以上でございます。 

○議長（原田 重治君）  次に、産業振興課長。 

○産業振興課長（木佐貫辰生君）  ページ８８の工事請負費３,８９０万円、県単かんがい排水事

業についての御質問でございましたけれども、県単かんがい排水事業につきましては、１９年度

は前目地区と細目地区、この２件を計上しているところでございます。内容につきましては、一

般会計予算の説明資料、こちらの方の１５ページの方に１９年度の予定は上がっているところで

ございます。 

 前目地区につきましては１８年度、ことしから着工いたしまして、１００メートルほど実施す

る予定でございます。来年度につきましては２２５メーターということで、この事業は県の補助、

そして起債を絡めた事業でございますが、前目の入り口のところから、それから町境、都城境ま

でを予定して、そこのところの排水、漏水等にふたをかけた事業ということで考えておりますが、

一応３年がかんがい排水が予定でございますけれども、実質予算のつきぐあいによりまして５年

程度かかるんじゃなかろうかというふうに考えています。 

 それから細目地区でございますけれども、これは細目池の土砂等を貯留池内、その池内でしゅ

んせつする工事でございまして、約２万７,０００立米から２万８,０００立米ほど堆積しており

ますので、それをしゅんせつするということで、３カ年ほどの事業ということで考えております。 

 それ以外に、この工事請負費の中には町単の道路維持、農道維持、それから大原地区の町単の

農道整備、この予算を計上しているところでございます。 

 それから、災害関係についての御質問がございました。一応１７年度の台風、そして癩癩あ、

１６、１７年度です。大きな台風がございましたけれども、そちらにつきましては補助事業等で

対応して竣工したところでございますが、まだ一部取り残されたところもございましたので、

１８年度町単事業の中で実施しております。また大きな災害については県単の治山事業等で実施

されておるところでございます。 

 まだまだ危険性のあるところもございますので、県の方にも要望しながら、県の方では治山事

業等、あるいは土砂崩壊防止事業等で復旧に取り組みたいなというふうに思っています。 

 また、林道等町単でできる部分については、維持費の中でその緊急度を見ながら実施したいと

いうふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（中原 昭一君）  中原住宅の関係から、今後の施策はどういうふうな施策、木造

を使っているがということでございますが、国土交通省が言われている耐用年限が、耐火住宅に
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つきましては７０年、それから準耐火構造住宅というのが４５年、それと木造住宅、また準耐火

構造住宅を除くものということで３０年が定められております。そういったことで、町の今後の

管理ということをしますと、必然的に中耐ですね、耐火住宅の７０年を目指したような形での構

造になるとは思っておるんですけど、ただし林業の育成やらそういうのも加味すれば、その状況

によってそういう施策というのは今後されていくんじゃないかなと思っています。この辺につい

ては今後の住宅建設検討委員会等やらそういう中でまた論じられていくと思っております。 

 それから、先ほどの災害復旧計画の中での予防的なということでの対応ということでございま

すが、山崩れ等の中で道路施設等が被災するような危険箇所については維持癩癩先ほど言われま

した道路維持工事ですね、そういう中を使っていきながら、これまでも応急的な予防策というも

のはやってきたところです。そのまた大規模な家屋が被災するようなところにあっては、急傾斜

防止事業ですね、それから砂防工事、そういったことで県の方へお願いしながら対応していると

ころでございます。 

 それから、維持工事費が特に少なくなっているんじゃないかということのことですが、事業課

としましてはやりたいところがいっぱいあります。そういったことで一生懸命あれしているんで

すけれども、これは財政の方が答えることと思いますけど、財源が少ないということで、当初か

らはたくさんを見込めなかったということで私も聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（原田 重治君）  産業振興課長。 

○産業振興課長（木佐貫辰生君）  １件漏れておりましたので回答させていただきます。 

 地域水田農業確立条件整備事業関係について御質問があったわけなんですが、ことし予定して

いるのは６件でございます。これを３戸の認定農家で結成しました組合が事業を実施するという

のが１つでございまして、こういうところが２件ございます。コンバイン、田植機、乾燥機等の

導入でございます。そしてあと、もみすり加工組合ですが、そちらの方がもみすり機、乾燥機等

の導入、これがございます。これが３件ございます。それから農事組合の法人、今新が立ち上が

りましたけれども、そちらの方が乗用管理機、播種機等の機械導入ということで、県の補助事業、

そして町の支援という形での機械導入事業でございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  次に、税務財政課長。 

○税務財政課長（渡邊 知昌君）  先ほど道路維持費の関係で、非常に前年度と比べて予算が少な

くなっているということですが、これは全体的に厳しい財政状況の中で、やはり扶助費等、そう

いった経常的な経費が非常に伸びてきているということもありまして、道路維持費だけじゃなく、

やっぱり投資事業については大型事業も控えている中で、非常に抑制せざるを得ない状況が出て



 

- 28 - 

きているということで、道路維持費あるいは町単の農道整備、あるいは道路関係の整備ですね、

施設関係の整備、こういったものにある程度ことしの予算としては抑制した形でせざるを得なか

ったというところでございます。 

 道路維持費については、すべて要求ができたものについては現地視察等もしながら、その優先

度を加味しながら、特に継続的に行っている分についてはすべて予算化をしておりまして、今後

しなければならないもの、緊急性があるものについてはまた補正等でも対応ということも考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  水田農業のこの補助金なんですが、６軒の方とおっしゃいました

が、農業をやりたい人、小規模農家に対する補助とか、やりたい人たちに対して奨励するような、

そういうふうな施策はとっていらっしゃらないんでしょうかお尋ねいたします。 

○議長（原田 重治君）  産業振興課長。 

○産業振興課長（木佐貫辰生君）  これからの農業施策ですね、もう御存じのとおり平成１９年度

から認定農業者を中心にしたところの施策ということで、今まですべての農家を対象にしたとい

うところが変わってきます。そういう意味合いで、これからの県の補助事業を含めたところがそ

のような施策の方向での補助金の流し方というふうになってきているところでございます。 

 しかし、新たに農業をしたいという新規就農者等に対する、補助とか、あるいは資金での対応、

そのあたりは十分目配りはされておるのではなかろうかと。ただし、小さな農家で機械導入を含

めたところをやりたいというところはなかなか厳しい環境です。 

 そういう意味合いからいいますと、今度、農事組合法人今新が立ち上がりましたけれども、こ

れからの農業については集落営農認定農家、そのあたりを中心にしたところがこれからの農業を

背負っていくという意味合いから、そういう農事組合法人に対しては支援していくという施策に

ありますので、そういうところでの対応をしたいなというふうに考えています。以上です。 

○議長（原田 重治君）  いいですか。 

○議員（３番 上西 祐子君）  終わります。 

○議長（原田 重治君）  ほかに質疑ありませんか。別府君。 

○議員（１０番 別府 久光君）  今の３番議員と同じような質問になろうかと思うんですが、議

案第２４号です。１００ページ。この１問だけなんですが、工事請負費です。これが、私は

１６年度から決算額を拾ってみたんですが、工事請負費が１６年度は１億３,９２１万３,０００円

なんですよ。原材料費が５５４万１,０００円、それから１７年度が１億１,７０９万９,０００円、

原材料費が４６９万２,０００円、１８年度は途中経過でもありますし、現時点での予算額とし
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ては８,０４５万、原材料費は同じく４５０万、今回１９年度の予算は先ほどありましたように

５,４００万に原材料費が４５０万というふうに計上されております。担当課としましては、ど

のくらいの額を要求されたのかお伺いします。 

○議長（原田 重治君）  後ほど回答しますか。（発言する者あり）じゃ、ちょっと時間をくださ

い。別府君。 

○議員（１０番 別府 久光君）  先ほども話がありましたように、これは町民の要望事項が大半

だろうと思うんです。だから以前、当初予算では大概１億を超える１億１,０００万とかそうい

った数字が計上されておったかと思うんですが、今後、やはり自立していくというためには、や

はり私もあっちこっちから話を聞きます。高城だとか山之口だとか。合併しなくてよかったとい

う自立の道を歩んでいってよかったというようなことを町民から言われるようなものに持ってい

っていただきたいということと、それとやはり長年要望事項癩癩最近、要望事項の達成率は幾ら

かとかいう質問がないわけなんですけれども、その中でやはり要望事項の長期にわたる要望事項、

これをぜひ今後検討していただきたいというふうに思っております。執行部の方がその辺のとこ

ろも加味していただいて、ひとつ善処方お願いしたいということで思っております。 

○議長（原田 重治君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（中原 昭一君）  先ほどの質問ですが、一応１９年度の予算の要求としましては

８,０００万、ただしこの要求書、見積もりでは８,０００万となっているんですけど、私どもの

考えでは毎年１億円ずつはお願いしようということでしておりましたけど、一応予算の厳しいと

いうことで、まず２割減で要求してほしいというのもありましたので、そういうのも加味してい

ただきたいと思っております。私たちはほんとやりたいと考えておりますので。 

○議長（原田 重治君）  ほかにありませんか。別府君。 

○議員（１０番 別府 久光君）  積極的に担当課長、ひとつ執行部の方につついていただいて、

町民から喜ばれるようなことをやっていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  ほかに。黒木君。 

○議員（１５番 黒木 孝光君）  同じく２４号の１７ページ、地方交付税ですが、調定された予

算が昨年より、当初予算より１億９,０００万ほど減っているわけですが、１週間ほど前、新聞

で公表されておりました今後の交付税の見直し基準ですか、面積割、人口割というのが出ており

まして、県内の自治体の増減が出て、都城あたりは減る方だとありましたが、三股は載っていま

せんでしたけど、三股の場合、その基準で見直された場合はふえる方ですか、同じぐらいですか、

減る方ですか。その点だけちょっと伺っておきたいんです。 

○議長（原田 重治君）  税務財政課長。 
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○税務財政課長（渡邊 知昌君）  新型交付税は、人口と面積で簡素化したという部分のことだろ

うと思いますが、これは向こう３年間で約、交付税が今１５兆ほどございますが、それの３割で

すね、５兆円を見直しすると。１９年度についてはその３分の１を今回導入するという形になっ

ております。それで、１９年度については投資的経費の基準財政需要額の分を見直ししたという

ことで、それを１８年度ベースで本町においての積算をし直してみますと、若干ふえるというと

ころですか、大体５００万程度需要額がふえたという状況になっております。 

 ただ、交付税については減っておるわけですが、今回。これは税源移譲によるもの、あるいは

基準財政需要額の基礎数値あるいは補正係数等の見直しが行われまして、その分で大きく減額と

いう形になっております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  ほかに質疑ありませんか。重久君。 

○議員（７番 重久 邦仁君）  同じく２４号ですが、ページ数は１１ページですが、歳入におい

ての固定資産税を本年度７億７,４００万、前年度７億１,０００万で、比較が６,４００万です。

に見ておられるんですが、そのような、ちょっと税収が、固定資産税であるとはいえ、当初予算

でしょうから６,４００万、実績においても滞納で１,０００万もあるんですが、そのような見込

みで少し甘いんじゃないですか。これはどのような起因でこの数字を上げられたのかお尋ねいた

します。 

○議長（原田 重治君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（渡邊 知昌君）  固定資産税については、３年に１回の評価がえの見直しによっ

て、家屋の部分が経年減点の関係で減額になります。１８年度がそうでしたが、１９年度につい

てはやはり家屋の新しく建ってくる分の増加だとかそういったものを見込んで上げておりまして、

その評価がえの前の年の伸び率等を見ながら積算したものであります。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて総括質疑を終結します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．常任委員会付託 

○議長（原田 重治君）  日程第４、常任委員会付託を行います。 

 お諮りします。各議案及び陳情は、付託表案のとおりそれぞれの常任委員会に付託することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、各議案及び陳情はそれぞれの常任委員会

に付託することに決しました。各常任委員会におかれましては審査方よろしくお願いします。 

 なお、各常任委員会におかれましては、委員会の審査日程を協議の上、今日中に事務局に提出

くださるようお願いします。 

 その後、全協を行いますので、（発言する者あり） 

 それじゃ、ただいまより全協に切りかえます。 

午前10時37分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時39分再開 

○議長（原田 重治君）  休憩を閉じ本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原田 重治君）  以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日の会議を散

会します。 

午前10時39分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（原田 重治君）  本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．追加議案の取扱いについて 

○議長（原田 重治君）  それでは日程第１、追加議案の取扱いについてを議題とします。 

 議会運営委員長より報告をお願いします。議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 斉藤ちづ子君 登壇〕 

○議会運営委員長（斉藤ちづ子君）  それでは、議会運営委員会の協議の結果について、御報告申

し上げます。本日の午前９時３０分から委員会を開催し、追加議案３件に関わる協議を行いまし

た。 

 その結果、追加議案の取り扱いについては、既に提案されている議案すべてを議了後、最終日

に議題とすることとし、議案第３８号及び第３９号の採決の方法については、単記無記名の投票

による表決に決定しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（原田 重治君）  お諮りします。追加議案の取り扱いについては、議会運営委員長の報告

のとおり、既に提案されている議案すべてを議了後、最終日に議題とすることにし、議案第

３８号及び第３９号の採決の方法については単記無記名による投票によることにしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、追加議案の取り扱いについては、既に提

案されている議案すべてを議了後、最終日に議題とすることにし、議案第３８号及び第３９号の

採決の方法については、単記無記名による投票によることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第２．一般質問 

○議長（原田 重治君）  日程第２、一般質問を行います。 

 発言については、申し合わせ事項を遵守くださるよう御協力お願いいたします。 

 発言順位１番、東村君。 

〔８番 東村 和往君 登壇〕 

○議員（８番 東村 和往君）  それでは、通告いたしておりました点について質問をしてまいり

たいと思います。 

 三股町議会も、いよいよこの３月定例議会が任期中の最後の議会となります。既に立候補を予

定されている方々は、私も含めそれぞれ後援会活動ということであいさつ回りや支援者獲得に奔

走している状況であります。特に、今回は厳しい選挙ということもあり、またマニフェストが重

要視されだしたということでチラシやリーフレット等の配付に全力を注いで取り組んでいるよう

でもあります。 

 これらのことは、自分の主義主張や施策、公約を訴えるということで当然のことであるといえ

ます。しかしながら、１人の立候補予定者が幾ら頑張っても町内の世帯、あるいは有権者に行き

渡るのはどの程度のものでしょうか。現在、本町の世帯数は９,３００世帯余り、有権者数は

１万９,３００人余りであります。恐らく、この中の一部にしか届かないのではないでしょうか。 

 また、視点を変えて考えてみますと、１人の有権者に対して複数の立候補予定者から依頼をさ

れているのも事実であります。ただし、当然のことながら、投票用紙に名前を書くことができる

のは１人だけであります。告示になれば、全候補者のポスターが掲示板に張り出されますので、

名前と顔写真は一覧として見ることはできます。 

 しかし、その考え方、政策、公約及び経歴等を確認できるのは自分の手元にある何枚かのリー

フレットのみであります。これでは、有権者にとって選択の幅は狭く、判断の材料が乏しく不公

平であると言わざるを得ません。この問題を解決するために、全立候補予定者の情報を記載した

選挙公報を発行する必要があると考えます。この点について、町当局としてはどのようにお考え

かお答えを願います。 

 次に、町議会のあり方についてお伺いいたします。このことについては、本来議会自身の問題

であり議会自身で決めるべきことであるのは当然であります。しかしながら、町政を推進する上

において執行部と議会は車の両輪であると言われており、あながち関係ないわけでもありません。

この点について、執行部としてどのように考えておられるのかお尋ねするもので、ひとつ率直な

意見をお聞きしたいと思います。 

 御承知のように、三股町議会は今回の選挙から議員定数を１８名から１２名に削減します。合

併せずに自立の道を選択したことに伴い、財政改革の一環として議会みずから血を流そうと英断
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したものであります。 

 結果として、常任委員会の数と所管事務の見直し、予算決算の審議方法等大きく変わってきま

すが、この点については既にさきの本会議で決定しております。また、地方分権改革推進法が施

行されることもあり、議会の役割と責任は極めて広範囲かつ重要なものとなってきます。したが

って、議員一人一人の責任と任務が今まで以上に増してくることは明らかであります。 

 今、地方議会は全国的に審議の形骸化、執行機関に対するチェック機能の弱体化等住民の批判

が高まりつつあります。今回の統一地方選挙は、議員の意識の改革はもとより、マンネリ化した

議会のあり方を改革する絶好の機会であると言えます。このことについては、小さな町ながら議

会の改革を進め、活発な議会運営がなされている北海道の栗山町議会が全国から注目されており、

我々もこのやり方を学ぶべきではないでしょうか。 

 内容は後で触れたいと思いますが、いずれにしても早急には無理としても、中長期的には年

４回の定例議会にこだわることなく、通年議会、日曜議会、夜間議会等を活用して、若い世代を

含めた幅広い層から議員が誕生できるような方向へ改革していかなければならないと考えます。

町長の御所見をお伺いして、壇上からの質問を終わります。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

〔町長 桑畑 和男君 登壇〕 

○町長（桑畑 和男君）  皆さんおはようございます。それでは、１番の質問にお答えを申し上げ

たいと存じます。 

 まず、１番目の町議会議員選挙についてでございますが、一番身近な町議会議員の選挙におい

て、有権者がすべての候補者の情報を得ることは困難である。町で、全候補者の主張等を掲載し

た選挙公報を発行したらどうかということでございます。これにつきましては、所管の選挙管理

委員会の事務局長の方から答弁をお願いを申し上げたいと存じます。 

 それから、２番目の議会改革についてということでございます。今回の選挙から、議員定数

１２名となり、常任委員会の構成等大きく変わる、現在の議会のあり方では若い世代、サラリー

マンは立候補しにくい状況であると、通年議会、日曜議会、夜間議会等を活用して改革すべきで

はないかと、議会自身の問題であるが、町長の考えはということでございます。 

 本町の議会のあり方、特に議員の構成につきましては、若い方が少ないという現実を理解をい

たしております。そこで、若い人を含む広い世代間の多種多様な年齢層が議会に参加することは、

大変望ましい姿であるというふうに考えております。 

 この中で、通年議会、日曜議会、夜間議会等につきましては、クリアすべき問題が多々あるの

ではないかというふうに考えております。なお、このような通年議会、日曜議会、夜間議会等に

つきましては、議会の会議規則の中で議会の意思として、議会の姿勢として定められる事項でご
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ざいまして、検討されるべきというふうに現在考えているところでございます。 

 私の方から、今のところこの程度の回答しか答えられないことをひとつ御理解をいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  それでは、最初の御質問でありました町で全候補者の主張等を

掲載した選挙公報を発行できないかという質問につきましては、選挙管理委員会の方からお答え

をいたします。 

 これにつきましては、町で全候補者の主張等を掲載した選挙公報を発行したらどうかというこ

とでございますけれども、全候補者の主張、いわゆる議員のマニフェストと申しますか、こうい

うものを選挙管理委員会から発行するとなりますと、まずその基準を明確化する必要があるのか

なというふうに考えております。 

 例えば、いつの時点で発行するのか、町の議会議員選挙においては告示日ですね、立候補の告

示日が５日間しかございません。したがいまして、５日後に発行する必要があります。５日間、

投票から５日前にですね、告示日後に発行する必要があるということでございます。 

 その辺を、全世帯配付するのにどういったものをしていくのかということでございます。今、

町の回覧方式を見てますと、遅いところは１０日間ぐらいかかっております。その辺の問題をど

うクリアしていくのかという問題でございます。 

 それから、マニフェストについてはすべての候補者がつくるという、そこを全員強制するのか

どうかという問題もございます。それから、どの程度のものをつくるのか、写真を載せるのかど

うかとか、そのほか多くの問題があるというふうに思っております。 

 そして、公職選挙法では、これを発行するには条例をつくらなければできないというふうにな

っております。したがって、条例をつくるときにそういったところをどうやってクリアしていく

のかという論議が必要であるのかなというふうに思っております。いずれにしましても、この検

討課題かなというふうには思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（原田 重治君）  東村君。 

○議員（８番 東村 和往君）  確かに、立候補の締め切りは告示日の午後５時までということに

なっておりますので、それから発行しようとしても時間的には確かに無理だとこういうことはわ

かりますけれども、今度２０日の日に立候補説明会というのが開かれますわね。 

 その時点で大方、今、ちまたのうわさでは十五、六名という名前が上がってるようですけれど

も、それを過ぎて告示日直前になって立候補してくる方というのは考えられないんじゃないかと
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いう気がいたします。 

 ただ、今東京都議選が近く、あと１０日余りですか後に告示が迫っておりますけども、最近に

なって新しい方々が立候補の名乗りを、出馬の名乗りを上げておられるようですけども、これは

特別例外としまして、町議会議員の選挙では告示日にぎりぎり駆け込んでくる人はいないんじゃ

ないかと。 

 仮にあったとしても、一応その予定として２０日の説明会、これまでに来た方々を掲載してお

りますと、それぞれについては時間的な関係で掲載できませんでしたとかちゅうですね、ただし

書きをつければ２０日の時点で集まった方々にその辺をお願いして、もちろんそれは今言われた

ように、基準がなくてはそれぞればらばらのつくり方ではまた不公平が出ますので、写真を入れ

るかあるいはそして主義主張、公約ですかね、そして経歴、その程度のことになろうと思うんで

すが、大方のそういう基準を定めてやれば２０日の時点で締め切って、早急に手を打てば時間的

に不可能ではなかろうというふうに考えます。 

 ただその、条例がないと発行できないということになっとるわけですか。もうちょっと詳しく

その辺を。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  公職選挙法では、候補者の広報を行うには条例をつくらなきゃ

できないというふうになっております。したがって、条例をつくればできるわけでございますけ

れども、それからその立候補者の説明会に来た人だけでやるちゅうのも１つの考え方かなという

ふうには思います。 

 ただまあ、それ以降に立候補される方が、私たちのは広報されなかったということで不公平感

ちゅうところを町民の全体の高まりの中で、それでもやむを得ないというものが条例化されれば

それはそれでできるかなと思いますが、それには町民の十分な議論が必要かなあというふうには

思っております。 

 その配付、５日前でございますけども、多額の費用をかけて配付すれば配付できないこともな

いかもしれませんが、末端の１つの支部の中のさらにその回覧を配付する組織のところをやはり

少し変えないと、ちょっと無理かなていう気はしております。 

 でまた、あるいは新聞ではできないかとかいろんな意見があるようでございますけれども、新

聞も私はとってないていうところからの不満というものがある、あるいは全新聞に載せなきゃ、

入れなきゃいけないていうものもありまして、新聞ていう方法もちょっと難しいのかなというふ

うなことでありまして、全国的なものを、詳しくは調べておりませんがちょっとこういろいろ当

たってみた中では、やはりじかに配付するしかないという方法がベストだというふうな考えがあ

るようでございます。 
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 それにしたがいまして、どういった配付方法で進めていくのかていうのは十分論議されなけり

ゃならない、またどの時点でやるかとかこの辺を住民の十分な論議の中、高まりの中でされなけ

れば不公平感というものは出てくる。 

 例えば、支部を通じてやりますと、ある地区は支部加入率が非常に低いと。ある地区は非常に

高いと。地区から出てこられる議員さんがいらっしゃいますので、ある地区は非常に行き渡るけ

れどもある地区は非常に行き渡らないという不公平感も実はありまして、その辺はまたどうやっ

てクリアしていくのかていう問題もあります。したがって、十分なる今後の論議が必要かなあと

は思ってるとこでございます。 

 しかし、住民に、議員がおっしゃったようになかなか伝わらないところをやるという発想では

大変意義のあることなのかなあとは思ってるとこでございます。そういう段階でございます。 

○議長（原田 重治君）  東村君。 

○議員（８番 東村 和往君）  私も今、選挙前ということで多少活動をしてるわけですけども、

以前からこういうことは考えておりました。今まで、これは三股町に限らず地方議会、特に町村

議会の選挙においては従来よりいわゆる、何と言いますか言い方悪いか知りませんが村社会とい

うような中で、地縁血縁、あるいは職場等を中心の選挙が大体行われてきておりました。 

 まだ今でもその傾向は十分残っておりますけれども、例えば最近徐々にこう住民の有権者の意

識も変わってきました。この前の県知事選挙の結果を見ても、従来のそのしがらみにとらわれな

い有権者がふえてきてるということを感じております。 

 ということは、それだけ住民の意識が高まってきたという証拠じゃないかと思うんですね、大

変結構なことですけれども、現状ではまだ私もよく支持者の方からも言われますけれども、回っ

たか回ったかち言われるわけですね。時間を見つけては確かに回ってはおりますけれども、お留

守の家庭が多かったりして苦労しておりますけれども、ただ有権者も考えてみれば１人の候補者、

立候補予定者から頼まれるわけでなくて同じところに３人も５人も来ることは来るわけですね。 

 中には、家には５つあるから１つずつ分けようとかいう人も御主人がいらっしゃいますけれど

も、なかなか息子夫婦までは今の親の言うことは聞かないと、息子はもう息子の、もう特に若い

人たちはそういう自分の意識がはっきりしてますので自分で選ぶということで、幾らこの人を入

れろとか言ってもそのとおりにはならないというのが大方ではないかと思うんですね。 

 ということは、やっぱりいろんなそれぞれの候補者の考え方とかいわゆるマニフェストといっ

たものを、どういう考えでどういう政策を進めていこうとするのかというな情報を、やはり有権

者にとってみればあった方が判断の基準としてやりやすいんじゃないかと。 

 先ほども言いましたように、手元にあるリーフレットだけでは何分の１かだろうと思うんです

ね。そういった意味で、そういうことを考えて今質問したわけですけども、ただ条例の整備が必
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要となると今回の選挙には時間的に不可能だろうと。 

 今後の課題として、条例も含めてですね検討して、また住民にその配付が行き渡るような方法、

その辺も含めて検討して、今後の検討課題として考えてもらいたいと思います。 

 今ちょっと話は、関連はしますけれども町でホームページ、インターネットホームページ持っ

てますけれども、例えば、もちろんインターネットできない人には見れないわけですけど、イン

ターネットホームページ上でそういうのをやるということはどうでしょうか、やろうとすればで

きるんでしょうか、ちょっとお伺いします。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  条例を作成すればできると、条例で作成すればいろんな方法が

とれると。どういう、ベストな方法ですね、そういったものができるんではないかなあとは思っ

ております。条例を、詳しくまだ精査しておりませんけれども、条例で定めればできるというふ

うには思っております。 

○議長（原田 重治君）  東村君。 

○議員（８番 東村 和往君）  いずれにしても条例が先だということで、今後のそれは検討課題

としてやっていただければ。 

 町長とか知事ぐらいになると、２人、３名だからもうほとんどの人に行き渡るわけですけども、

町議会となると１０何名ということでなかなか行き渡らない点がありますので、今後検討をして

いただきたいと思います。 

 次に移ります。議会のあり方についてですけれども、これはまあ先ほど壇上から申し上げまし

たように、これは議会自身の問題であります。町長も言われましたけれども、議会が自分の、自

分たちの意思として決議してということがまず前提になろうかと思いますけれども、今こういっ

た問題が全国的に出てるというのは、あのう、地方議会、県議会等も含めて議会のあり方、ある

いは議員の質等もいろいろ議論がなされ、なかなか住民とちょっと乖離した点があるんじゃない

かということで批判が、これはもう全国、三股町だけでなくて全国的な問題で、三股町はまだそ

れほど住民運動とかそこまでは起っておりませんけれども、やはり底辺にはそういう住民の不満

ていうのは大分あるんじゃないかというふうに感じております。 

 先ほど申し上げました北海道の栗山町議会が、議会基本条例というのを制定して、議会のあり

方を大きく変えて、今約４年ほど前に制定して議会の改革に取り組んできておるようですけれど

も、今では活発な議会活動が行われ、また本会議等でも活発な討議も行われているようです。 

 そして、まず住民を主体にしたということで、住民と議会との、あるいは行政との距離を縮め

なくちゃいかんということで、議会報告会を年１回は必ず開くということで条例に規定しまして、

各地区を回って議員と住民との討議の場を設けてると。それによって、大分住民にとっては議会
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が身近なものになってきたということで好評を受けているよということでございます。 

 そういったことも、我々もそういったことも自分たちで議論して、何とかそういう議会に三股

町議会ももっていく必要があるんじゃないかなというふうには感じておりますけれども、次の選

挙、いわゆる定数が１８から１２になって少数精鋭ということになってくるんじゃないかと、責

任も、一人一人の肩にのしかかる責任も大きくなるし、そういう意味でまた代表としての数も少

なくなりますんで、そういった形で住民との接点を設けて、議会の活動内容あるいはそういうこ

とを住民に知らしめる機会をやっぱふやしていかなくちゃいけないんじゃないかというふうに感

じております。 

 そういったきっかけになるのは、なったのは、以前、昨年でしたか地方分権一括法癩癩第

２８次の行政、ちょっと待ってくださいね、地方制度調査会で地方の自主性、自主性の拡大及び

地方議会のあり方に関する答申というのが出されておりまして、この中で全国的な現状を踏まえ

議会をそれぞれ改革すべきだと。 

 そして、その中で通年議会、地方自治法の改正で定例議会は今までは年４回以内となってたの

を、これが撤廃されて自由にできるようになったということになれば、毎月毎月議会があっても

別に法律上は構わないと。そして、夜間議会、日曜議会ということをやってくれば、今仕事の関

係で若い世代が議会に挑戦したくても出てこれない状況がいくらかは緩和されて、割と議員とし

てやる、頑張ってみようかという人もその幅が広がってくるんじゃないかと思うわけです。 

 もちろん、町長が先ほど言われましたように議会自身のこれは問題でありますんで、会議規則

とかそういうものを変えていかなくてはなりませんけれども、ただ仮に議会が会議規則でそうい

うふうに決めたとするならば、当然行政もそこに、ね、夜間であろうと日曜であろうと出てこな

くちゃならんわけですけども、そういった点についてちゃあどうでしょうか町長。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  言われるとおり、今、全国的に市町村の、地方自治体の議会の改革、見

直し等が叫ばれているわけでございます。 

 議会の運営につきましては、あくまでも議会の会議規則、これにのっとって運営がなされてい

るわけでございますが、そういうことで言われましたように、会議規則でそのように、議会の会

議規則でそのようにうたってもらえばやはり執行部はこれに対応しなけりゃならないということ

で考えているわけでございます。 

 そのようなことで、議会内部のこの問題で会議規則は問題でございますが、いろいろと今後そ

のような検討をなされるということであればですね、我々執行部としてもこれに対応をしていき

たいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（原田 重治君）  東村君。 

○議員（８番 東村 和往君）  いろいろ申し上げましたけれども、今こういった全国的な流れを

受けて、議会の改革あるいは開かれた議会というものを実現するために、今申しましたことは正

しい方向であろうということは間違いないだろうと思います。そういうふうに向けて、そう議会

が決めれば執行部も対応するということですので、議会としても今後そのような方向に頑張って

いきたいというふうに考えます。 

 また、私の今、回っておりますマニフェストにもこの第１番に掲げておりますので、再びこの、

４月いっぱいで、今回議会で、今議会でもう終わりますけれども、再びこの議場に戻ってこられ

たならば、私自身のマニフェストとして実現に向けて努力をしていきたいと思っております。 

 この任期中の最後の質問ということになりましたけれども、二度とここで一般質問に立つこと

はなかったということがないように頑張りますことを表明して（笑声）私の質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（原田 重治君）  発言順位２番、上西さん。 

〔３番 上西 祐子君 登壇〕 

○議員（３番 上西 祐子君）  上西です。通告に従いまして質問していきます。 

 最初に、入札制度についてです。宮崎県知事の官製談合事件によって、出直し選挙で県民の怒

りが東国原知事の誕生に結びつきました。新知事は、２月に入札契約制度改革の基本的な考えを

示しました。 

 それによると、公共工事の指名競争入札の廃止を段階的に進め、２００７年中に一般競争入札

へ全面移行する、設計など業務委託についても廃止の方向、指名競争入札の廃止を実施すると打

ち出しました。 

 国でも、総務省、国土交通省が地方自治体発注の公共工事に関する談合防止策の素案がまとま

り、すべての自治体で一般競争入札を導入することを柱とした報告書を発表しました。本町でも、

さきの１２月議会で入札制度の改革を検討すると答弁されました。その検討の結果と、本町でも

一日も早く一般競争入札を導入すべきだと考えますがいかがですか。お伺いいたします。 

 次に、全国各地で談合が発覚し逮捕者が出ております。談合は犯罪なんだという強い意識を持

つ必要があると考えます。談合防止に向けた町長の決意と、具体的な施策を伺います。 

 本町では、指名競争入札がほとんどですが、１７年度の落札率が平均９５.８９％、１８年度

が９６.３５％となっており、この数字は高いと感じますが町長はどう思われるかお伺いいたし

ます。 

 次に、私たちが行いました町民アンケートに、ある人から封書が届きました。町の仕事をして

いましたが、８月末ごろから指名から外されるようになった。どうしてなのか調べてほしいと書
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いてありました。 

 そこで、１８年４月から８月までと９月からことしの２月までの町の工事業務委託にかかわる

入札、落札表で、業者ごとに指名を受けた数、落札件数、落札額を調べたところ、８月まで指名

に入っていた業者で９月以降は指名に全然入っていない業者が１０社以上あることがわかりまし

た。どういう基準で９月以降指名に入れなくなったのかお伺いいたします。 

 ２番目に、町長の政治姿勢についてお尋ねいたします。町長は、施政方針の中で対話と協調を

基本に町政を担う決意をしたと言われました。また、町政は町民あってのもの、町民みんなのも

のであり、町民中心のものでなければならないという政治信条を述べられました。そして、常に

町民全体の清潔で公正な政治を行うと言われましたが、本当に全町民を念頭に置いた言葉なのか

お聞かせください。 

 以上で壇上からの質問を終わり、後は自席でお伺いいたします。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

〔町長 桑畑 和男君 登壇〕 

○町長（桑畑 和男君）  それでは、ただいまの質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、入札制度について、①の入札制度改革の検討はなされたのかということでございます。 

 この問題につきましては、昨年の県における官製談合を受けて、本町におきましても談合しに

くい入札制度として入札参加者指名の事後の公表、それから入札参加者が一堂に会する現場説明

会、これらの廃止、この２点についてはことしの１月から見直しを実施したところでございます。

そのほか、民間による入札制度改善研究会の準備、あるいは一般競争入札の導入、官製談合に対

する職員の意識改革など検討に入ったところでございます。 

 この入札制度改革につきましては、国における地方自治法施行令の３月の改正、また中央建設

業審議会の検討結果、宮崎県の見直し等を参考に検討をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 それから、２番目の談合防止に向けた町長の決意と具体的な施策を問うということでございま

す。 

 私は、全国規模で問題化している談合等につきましては、法改正、国県の動向等を踏まえ、抜

本的な改革が必要ではないかというふうに考えております。談合防止策といたしましては、その

最も有効策といたしまして一般競争入札の導入であろうかというふうに考えております。 

 しかしながら、一般競争入札をどういう形で実施していくのかとなりますと大変難しい一面も

あるわけでございますが、これについては慎重に検討をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 それから、３番目の本町は落札率が高いがどうかということでございます。 
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 本町の工事等入札落札額は、過去３年間の平均を見てみますと９６.７％と高い落札率という

ふうになっております。そういうことで、今後入札方法等改善の必要があるかというふうに考え

ております。 

 それから、④の指名に入れない業者がいると聞くが、どういう基準で指名に入れる入れないを

決めるのかということでございます。 

 本町の工事等入札につきましては、町が発注する建設工事等の契約にかかわる指名競争入札参

加者の資格、指名基準等に関する要綱に基づき、また２年ごとの指名競争入札参加資格審査を受

けたものの中から指名をしているところでございます。 

 指名の基準といたしましては、まず指名業者のうち発注の標準となる建設工事等の金額に対応

する等級に属するものの中から指名、２番目に、指名業者数が少ない場合は直近上位、また直近

下位の等級に属するものから指名をすると。３番目に、指名業者数は原則として３社以上とし、

当該建設工事等の規模内容等を勘案して適正に定めていくと。 

 そのほか、経営信用の状況、技術的適正、地理的な条件、受給状況、それから技術者の状況、

工事成績、５番目に地域の特性、その他町長が特に必要と認めるものにつきましては、清潔で公

正公平な癩癩失礼しました。必要と認めるものにつきましては、資格業者の中から指名すること

はできるというふうになっているところでございます。このようなことを加味しながら指名をい

たしているところでございます。 

 なお、この指名につきましては、あくまでもこの法令、規則等に基づきまして指名をいたして

いるところでございます。しかしながら、全体的に見て公平公正になじまない点も見受けられま

したので、今後この点につきましてはその内容等を含め検証をしてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

 それから、次の町長の政治姿勢について、清潔で公平公正な政治とはということでございます。 

 私は、私の政治信条としております対話と協調とあわせ、心の政治、心の通う町政の推進に取

り組みまして、常に町民主体の施策を展開すべく清潔で公正な執行管理を行い、強い信念と情熱

を持って粉骨砕身、全力を傾注をいたしているところでございます。あくまでも、町民の立場に

立った町政、町民を目線で見た町政、常に心がけているところでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  今、県も国も、一般競争入札に向けていろいろ検討されていると

報道されております。２５０万円以上の工事への一般競争入札、そういうふうなことが言われて

おりますが、町でもそういうふうな国、県の方針に沿ってされるおつもりなのかお伺いいたしま

す。 
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○議長（原田 重治君）  助役。 

○助役（原田 一彦君）  入札制度の改革につきましては、今大きな社会問題となっているところ

でございます。今、一般に言われていることは、一般競争入札を導入すれば談合もなくなるし、

落札価格も低くなるんじゃないかというような意見が出ておるわけでございますけれども、本町

といたしましても、さきの議会に町長が述べましたように入札制度のあり方を見直す検討委員会、

やはり委員会なるものを立ち上げて検討するようにということでございましたので、その件につ

いて今段取りを行ってるところでございます。 

 それから、私たち今既存にあります指名競争、指名審査委員会の方でも、逐次機会あるごとに

その入札制度の見直しについては調査研究を行っているところでありますが、まだ発表の段階ま

で至っておりませんけれども、今後その委員会とあわせて、審査委員会の方とも合同でも協議を

することもあるかと思いますが、いずれにせよ三股町に適した入札制度のあり方を今後十分検討

協議していきたいというふうに考えてるとこでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  とにかく、一日も早くそういうふうな方向性に向けてしていって

もらいたいと思います。 

 それで、本町では私が調べたところ、落札率がすごく高いんですね。１７年度と１８年度の落

札、この工事のこれを全部調べたところちょっとおかしなことがあります。町外業者が落札した

ときは７７％とか、９０％台でも９１％とかそれぐらい低いんですけど、町内業者の場合は

９６％とか９７％、そして先ほど言われました１月からの事後ですか、その事後になってから、

１月からの方が９９.９９％の落札なんですね、これちょっとおかしいんじゃないんですか。 

 これ、私素人が考えても談合があったと思われるような数字で、都城は９９％のこの、あれは

中郷中の工事入札が高かったもんだから、９７.９９％で、したのをやり直しをさせたと。三股

は、余りにもその１月からの入札、落札が４回あってますかね、中原建設、前村建設、稗田公園

の、それからふるさと農道緊急整備事業、これなんかほとんどが９９.９％、９９％、９６％、

９６.８％、こういうふうに高くなっております。 

 これは、ちょっと私が思うに談合の疑いがあるんじゃないか、それとその、知事もこの前のニ

ュースでは宮崎県の入札は高いと、９６％以上は談合の恐れもあるというふうなことを知事も言

われておりましたが、町長これこういうふうなことに関してどう思われるかお伺いいたします。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  本町は、三、四年前から予定価格を事前公表いたしております。そうい

うことで、予定価格につきましてはこの要綱等で８０％から６６％の間定めるように、この最低
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価格でね、予定価格を定めるようになっております。 

 そういうことで、事前に公表しているわけですから業者の方にはね。そういうことで、後の、

この指名をした後につきましてはもう業者の内部の問題でございますのでね、その辺については

御理解をしていただきたいというふうに考えているところでございます。 

 この予定価格を事前に公表してなければそういうことも言われると思いますが、予定価格は事

前に公表しているわけでございますのでね。後につきましては、これは業者の内部のことじゃな

いかというふうに私は考えているとこでございます。 

 以上です。（「最低価格じゃなくて予定価格ですから」と呼ぶ者あり）うん。（「８０％から

６０％は最低価格です。あれは公表してません」と呼ぶ者あり）ああ。 

○議長（原田 重治君）  助役。 

○助役（原田 一彦君）  町長が申し上げました８０％から６６％ていうのは最低価格でございま

して、これについては公表いたしておりません。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  ちまたのうわさによると、特定業者がいろいろと指導しているよ

うなふうなことも聞きます。やっぱり、そういうふうな業者談合がないように、町としてもやっ

ぱり厳しく指導する必要があるんじゃないかと考えます。 

 １８年の４月から２月までの工事高を調べたところ、落札価格、総額で２０億あります。もし、

これが仮に３％落札額が下がれば６,０００万円の予算が浮くんですよ。６,０００万と言えば本

当に大きなお金だし、そして今度道路維持予算が２年前の半分ぐらいになりましたけど、本当に

町内の人たちは道路ががたがただとか側溝にふたがないとかいろいろ言われて、私たちももう聞

くたびに早くしてもらいたいというふうな思いもあります。だから、そういうところにでも回す

ことはできるわけですがね。そういうふうな観点で、もっと本当にこう談合が行われてないのか

どうか、やっぱりきちっと指導すべきだと考えますがいかがですか。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  先ほどの発言の訂正をさせていただきます。先ほど８０から６６％いう

のは最低価格でございますんで、訂正をさせていただきたいと思います。 

 それから、先ほども答弁の中で申し上げましたが、談合しないためにもう既に本町はこの１月

から入札参加者指名の事後公表、それから現場説明、現場説明はみんなもう指名された業者一堂

に会してそして説明を受けていたわけですが、これらをこの１月からもう既に実施いたしており

ますんで、そういうことで段階的にこの問題につきましては談合しない方法で行政指導をして、

また考えていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  それと、その先ほど指名業者の指名に入ってない人の基準とかお

っしゃいましたけど、現にこの９月から、昨年の９月から１０社以上の業者が指名に入っていな

いこういう事実がありますが、これは何かその１０社の指名に入れなくなったそういう業者に何

か不都合があったのかどうか、それを一つ一つ検証してもらいたいと思うんですがいかがですか。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  先ほども答弁を申し上げましたが、公平公正になじまない点ですね、こ

れらについては今後十分、内容等を含めまして検証をしてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  ではお伺いいたします。この１０社以上の業者は、何か私はだれ

がどう選挙に応援したかどうかは知らなかったんですが、いろいろ調べていくうちに町長に応援

しなかった業者であるというふうなことがわかりました。 

 それで、１月４日の１時、８人の人が町長に新年のあいさつと、町長選の前後から指名に入れ

ないから死活問題なので考えてほしいと町長にあいさつに行ったと。そのときに町長は、報復は

当たり前だと言われたそうですが、どういう意味で言ったのかお伺いいたします。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  報復とかそういうことは言っておりません。年頭あいさつに見えただけ

ですからね、丁寧に受けたところでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  私は、その８人のうちの４人から同じ言葉を聞きました。そして

また、１月３１日の１１時に３業者が訪問して、そのときに私の選挙は応援せんかったですがね

と言われたそうですが、町長は選挙で応援しない人を指名に入れないとかいうのは差別、いじめ

ではないかなていうふうに私は思いました。いかがですか。（発言する者あり） 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  いろいろとお互いに反省するとこは反省しながら、公正公平な立場で指

名を今後していきたいというふうに考えているとこでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  昔いろいろと業者選挙と言われておりました。そして、８年半前
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に町長が当選されて、そのときに町長は自分たちを一生懸命応援してくださった人に対して平等

にすると言われたと聞きました。 

 だから、やっぱり選挙に応援しなかった人もした人も平等にする、これが当たり前だと思うん

ですよね。だから、８年間平等にしてきたから３期目も町長は当選したわけだと私は考えます。

やはり、なぜ今度の指名に９月から入れなくなったのか、そこが私不思議でならないんです。 

 １８年４月から８月までの間この業者調べたら、ほとんどの業者が指名に入ってるんですよね。

９月からばったりとその指名には入れなくなった、さっき企業努力とかおっしゃいましたけど、

だれかがおっしゃいましたけどそれはちょっと違うと思うんですよね。指名に入る入らないは、

落札するのとはまた違うわけだから、やはり平等にですよそういうふうな機会は与えるべきだと

思いますがいかがですか。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  あくまでも入札のこの指名につきましては、法令また規則等に基づきま

して指名をいたしているわけでございますが、やはり公平公正な立場に立って地方自治法施行令

１６７条の１２項によりまして、指名権を今後行使していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  じゃあこの今まで、８月まで指名に入っていた人たち、別に規則

違反とかそういうふうなことがあってされたのかどうか、そのあたりをお聞かせください。じゃ

あ、この人たち指名に９月からに入れなくなった人たち、何か不都合があったのかどうか、その

あたりもう１回お聞かせください。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  不都合とかそういう問題じゃございません。先ほど申し上げましたとお

り、法令、規則等に基づきまして、その基準に基づきまして指名をいたしているところでござい

ます。 

 それと、やはり指名権、町長には指名権というものがあり、法的に認められておりますので、

この指名権に基づいてこの指名を行使しているということでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  じゃあ、その町長の指名権があれば、自分の選挙に応援しなかっ

た人は指名しないということなんですか。 

○議長（原田 重治君）  町長。 
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○町長（桑畑 和男君）  先ほども申し上げましたように、反省することは反省して公正公平な立

場で今後はやっていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議員（３番 上西 祐子君）  東国原知事も、選挙の遺恨禍根を引きずる体質を変えないとこの

県は変わらないというふうに言われました。やはり、町長が今反省するとおっしゃいましたので

それを信用しますが、やはり思想及び良心の自由はこれを侵してはならないという憲法１９条が

あります。 

 そして、憲法１４条にはすべての国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的

身分、または門地により政治的経済的または社会的関係において差別されない、こういう憲法

１４条があります。 

 そして、すべての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、こういう、これは

１５条ですが、やはり行政には基準があるしそして町民の暮らしを守る、そして明るいまちづく

りをしていく、これが町長に課せられた、そしてみんな町民がそういうふうなことを協力、協働

協力していくのはやはりそういう業者間の争いとかそういうふうなことをなくすように町長がし

ていかないと、私は明るいまちづくりはできないのではないかというふうに考えております。 

 だから、ぜひ町長、これからこういう選挙で報復するとか、応援せんかった人を指名から外す

とかそういうふうなことだけはやめてほしいし、そしてまた、ぜひそういう談合もなくなるよう

に一般競争入札、電子入札を一日も早く取り入れて、明るいまちづくりをしてほしいと願います。 

 以上で終わります。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  今、上西議員の町長、助役が答えられましたけれども、１点だ

けちょっと補足説明をさせていただきたいと思います。 

 入札の落札率において、９９.９９％があるんではないかというようなことでございました。

確かに高いところでございます。そして、またその案件だけじゃなくて全体で９６.幾つという

のは非常に高いという認識を持っております。 

 ただ、今の指名状況の入札をしてるわけでございますけれども、今の入札の方法では今後も

９９.９９％、１００％ちゅうのが出てくるというふうに思っております。と申しますのは、予

定価格を公表しております。そして、場所によっては業者の方は受けたくないと、この工事は非

常に難しい、あるいは非常に割が合わないということで、受けたくないていう方がいらっしゃい

ます。 

 しかし、指名でございますので業者の方は非常に断りにくいというのもございまして、なぜこ

んなに高いんでしょうかねえって私も聞いたことあります。入札後にですね。その結果、これは
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非常に割が合わないということで、割が合わないのは１００％入れないと儲けがないというよう

なことでございましたので、今の制度下では１００％もあり得るというふうに思っております。 

 ただし、御指摘のように、全体的に９６％とかていうのは確かに高いていうものは当然あるわ

けでございますけれども、そこを必ずしも談合で行われたということではない、９９.９９％が

ですね。今後もそういうことが出てくるということで、ひとつお考えしていただきたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（原田 重治君）  ここで本会議を１１時２０分まで休憩といたします。 

午前11時08分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時20分再開 

○議長（原田 重治君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 発言順位３番、斉藤さん。 

〔１番 斉藤ちづ子君 登壇〕 

○議員（１番 斉藤ちづ子君）  質問に先立ち、私も４年間女性の声を町政へということで頑張っ

てまいりましたが、この質問が最後にならないように頑張っていきたいと思います。 

 それでは、通告に従いまして、第１問、高齢者対策について質問いたします。 

 第１点、認知症予防対策として脳の健康教室を開設することについて提言し、町長の所信をお

伺いいたします。少子高齢化が叫ばれて久しくなりますが、特に高齢者に伴う減少は深刻なもの

があります。健康面では問題がないのに、認知症で悩むといった問題も少なくありません。 

 鹿児島県薩摩町では、６５歳以上の高齢者を対象に読み書きや計算を通じて脳の活性化を図る

健康教室を開き、認知症の未然防止を図っているそうです。現在、６０歳から８０歳の高齢者

２８名が登録され、毎週１回指導を受けながら読み書きや計算など行っているようです。 

 こうした教室を開設しても、大きな財源を必要とはしませんし広い施設も要りませんので、高

齢者の健康維持のためにも、早急に開設することについて町長はいかがお考えかお伺いいたしま

す。 

 第２点、待ちに待った町のコミュニティバスが４月１日より運行するわけでありますが、これ

はふれあい中央広場をターミナルとして５つの路線でよく考えられてあると思います。必ずや高

齢者の足になるものと信じます。よく見てみると、高齢者の多い地域を通らないところもあるよ

うであります。再検討のお考えはないのかお尋ねいたします。 

 第３点、温泉利用の対策についてお聞きいたします。現在の利用状況はどうなっているのかお



- 51 - 

知らせください。また、土、日、祭日の一般向けの利用は考えられないのか、三股町の温泉水は

非常につるつるしていていいお湯であり、町民にとても喜ばれています。 

 特に、高齢者にとっては温泉というと最高の喜びとするところであります。が、現在は一部の

町民だけしか利用できないのです。あいている時間をぜひ一般向けに利用できるようにしてほし

いという町民の声がありますが、町長はいかがお考えでしょうか。 

 生きがいデイサービスでの利用ということで、一般向けにするには別にしないとだめだという

ことも聞いてはいるのですが、そこのところを何とか知恵を出していただきたいと思うのですが、

また温泉水の宅配サービスのシステムづくりはできないものかお尋ねいたします。 

 次に、第２問目に入ります。障害者の雇用対策についてであります。 

 第１点、本町の障害者の実数をお知らせください。そのうち、就業している方、就業を希望し

ていながら職に就けない方が何人いるのか、実態についてお知らせください。 

 第２点、役場は障害者を何人採用しているのか、障害者の雇用の促進等に関する法律では、国

及び地方公共団体の義務として法定雇用率が１.８％と定められていますが、この率に達してい

るかどうかお聞きいたします。 

 第３点、本町の企業に対する雇用の指導はなされているのか、障害者の法定雇用率は地方公共

団体ばかりでなく一般事業主に対しても雇用義務がありますが、町からの指導はなされているの

か。 

 以上質問いたします。後は自席にて質問いたします。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

〔町長 桑畑 和男君 登壇〕 

○町長（桑畑 和男君）  それではただいまの質問にお答えしたいと思います。 

 まず、高齢者対策についてでございます。この中の、①の認知症予防対策についてということ

でございます。 

 この認知症の問題は、昨今大きな社会問題としても取り上げられている状況でございます。本

町におきましても、広報みまた昨年の１１月号で特集で町民の皆さん方に広報をいたしていると

ころでございます。 

 また、地域包括支援センターが現在実施しております虚弱な高齢者を対象とした事業の中では、

筋力の機能向上プログラムに加え、パソコンを使った脳の活性化を図るゲーム等にも取り組んで

いるところでございます。 

 今後は、認知症対策を本町の高齢者福祉施策の重要課題の１つとして位置づけて、住民の皆様

が認知症に対する正しい知識を身につけるための学習の機会をふやしながら、認知症を地域で支

える基盤づくりを住民の皆様と一体となって今後推進していきたいというふうに考えております。 
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 それから、コミュニティバス設定についてということでございます。今回のコミュニティバス

の路線設定につきましては、９地区の地区分館でそれぞれ地区説明会を開催し、要望等を参考に

しながら検討し設定したところであります。 

 しかしながら、高齢者の多い地域を通らないところも一部あることから、今後路線の見直しも

検討しながら、よりベストなコミュニティバスの運営に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 なお、路線や便数の変更につきましては、地区公民館の総意による要望とともに、地域公共交

通会議の検討が法的に必要なことから、これらの検討を踏まえた上で見直してまいりたいという

ふうに考えております。 

 それから、③の温泉利用の対策についてということでございます。現在のこの利用状況につい

てお答えを申し上げたいと思います。 

 本町の温泉は、総合福祉センターで実施しております生きがいデイサービスとして活用してい

るところでございます。この事業は、介護サービスを受けていない高齢者を対象に、引きこもり

対策や生活機能訓練による自立支援を目的とする福祉施策の中に、入浴サービスを盛り込んだも

のでございます。 

 昨年１０月の地域包括支援センター開設以後は、センターに配置された保健師や看護師、そし

て理学療法士等の専門職員が、その専門的見地から生きがいデイサービスの利用目的に適合する

利用者の把握に当たり、迅速かつ適切な対応が可能となったところであります。利用者の数も、

延べ約５,７００人が見込まれ、平成１７年度と比較いたしますと約１,０００名程度利用者がふ

えている状況でございます。 

 次に、土、日、祭日の一般向けの利用についてでございます。本町の一般向けの温泉づくり計

画は、議会におきましても御審議をいただきまして、その結果温泉館につきましては温泉は断念

し、福祉目的の元気の杜のみを建設したところでございます。そのため、浴槽も小さくいわゆる

温泉施設の形態をなしていないわけでございます。 

 また、営業許可につきましても、福祉目的に限定した許可でございます。今後、当施設を不特

定多数の人が利用する施設として活用するためには、それ相応の管理費等の捻出も必要となって

くるわけでございます。 

 このようなことから、現在のこの生きがいデイに介護予防を盛り込み、福祉施策の充実を図る

ことが現施設での最も望ましい温泉活用ではないかと現在のところ考えているところでございま

す。 

 それから、②でございますが癩癩２番目の障害者雇用対策についてでございます。本町の障害

者の実数等につきましては担当課長の方から答弁をいたしますが、本町における今後の障害者に
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対する支援につきまして申し上げますと、本町におきましては今年度障害者基本計画を作成して

おり、その中において雇用だけにとどまらず、障害者の日常生活のあらゆる面におけるハード面、

ソフト面を含めた障害者施策について、具体的に示しているところでございます。 

 また、来年度は町内のさまざまな分野の代表者、例えば自治公民館、商工会、障害者団体、学

校関係者、職業安定所などによる自立支援協議会を結成して、障害者にかかわる諸問題について

の情報交換とその対策の検討、障害者基本計画の評価、検証などを行うよう計画をいたしている

ところでございます。 

 中でも、雇用につきましては企業における法定雇用率の達成とともに、障害者の採用について

も関係機関と連携を密にしながら、啓発活動を積極的に推進をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

 次は、役場は障害者を何人採用しているかと、法定雇用率に達しているかというなことでござ

います。 

 障害者の法定雇用率は、一般の民間企業等で１.８％、国及び地方公共団体で２.１％というふ

うになっております。これに対して、本町の役場の法定雇用率に基づく実際の雇用率は２.４７％

でありますが、これは法定換算数では４名というふうになっているところでございます。 

 それから、本町の企業に対する雇用指導はなされているかということでございます。 

 雇用の、障害者の雇用につきましては、障害者雇用促進法により１人以上の障害者を雇用すべ

き事業所とされている企業が県内では５４６企業ありまして、うち３１０企業が達成しており、

達成率は５６.８％というふうになっております。全国平均が４３.４％であることから、

１３.４％上回っているという状況でございます。 

 なお、都城管内におきましては１０５企業がございまして、そのうち５８企業が達成をしてお

り、達成率が５５.２％というふうになっております。一般民間企業の場合、障害者の法定雇用

率は１.８％で５６人に１人雇用することが求められております。 

 県では、毎年９月を障害者雇用促進月間として集中的に企業への啓発活動を実施しております。

本町では、平成１６年度の企業立地促進条例の改正と同時に、雇用奨励金交付要綱を制定し、障

害者の雇用については雇用奨励金の額を通常の３割増しといたしておりまして、雇用の促進を図

っているところでございます。 

 なお、町商工会では全体研修会や各部課の研修会等で、この制度の趣旨、障害者雇用納付金、

障害者雇用調整金制度について説明会等を実施して、啓発普及に努めているところでございます。 

 以上、回答といたします。 

○議長（原田 重治君）  福祉課長。 

○福祉課長（下石 年成君）  本町の障害者の実数でございますが、平成１８年１０月１日現在で
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ございます。手帳を所持している方でございます。身体障害者が１,１９７名、そして知的障害

者が１６６名、それから精神障害者４０名、計の１,４０３名でございます。 

 そのうち、就業している方でございますが、これについては統計上情報がないということで把

握いたしておりません。ただし、この先ほど１,４０３名と申しましたんですが、この中で稼動

できる、仕事ができる年齢層２０歳から６０歳において、その障害の重度あるいは軽度に関係な

く申し上げますと４２９人でございます。身障が２９４名、そして知的１０２名、それから精神

３３名ということで３０.６％でございます。 

 それから、就業を希望していながら職に就けない方が何人おるのかということでございますが、

これについても統計上の情報がございません。把握しておりません。ただ、今現在都城、北諸、

そして西諸においてもう圏域内において２カ月に１回程度、そのペースで行政、あるいは学校、

そしてまた施設等の担当者によりまして障害者の就労情報交換会というのを設定されております。 

 これは、職業安定所、ハローワークですね、それが主催でございまして協議を行っているとこ

ろでございます。これについては、今年度から協議会ですかね交換会ですかね、が協議の場が実

施されたところでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  斉藤さん。 

○議員（１番 斉藤ちづ子君）  さすが福祉の町三股町ていうのを、返事を聞いて感じましたが、

第１点の認知症予防策のことである新聞に載ってたんですけども、７７歳の母親と４５歳の次男

の二人暮らしの家庭で、夕食時に母親が近所を尋ね、息子に締め出された、息子がなぐるから怖

いと訴えたそうです。 

 しかし、玄関のかぎを持っていたしなぐられた跡もなかった。でも、そのまましてたもんです

から息子の暴力が始まり、順次エスカレートして母親は骨折や脳挫傷の重傷を負い死を迎えたて

いう実例があるんですね。 

 だから、先ほどパソコンのその、何かゲームをしたりとかいうのもありましたけども、テレビ

でも出てたんですが計算ドリルとかそういう漢字を書いたりとかそういう教室で、その年寄りの

人たちが生き生きされてるんですよね。 

 私も５７歳ですけども、小学校のそういう計算ドリルをしたりていうのすごく楽しいなあとい

うのがあるんですけども、何て言うんですかね楽しみながら脳の活性化図っていくていう点で、

パソコンもいいでしょうけどもそういうものを立ち上げてもらいたいなていうのがすごくあるん

ですが、もう一度町長どんなもんでしょうか、金はかからないし場所もそんなにとらないし、そ

ういう中でいろんな健康教室みたいなものも取り入れていけば、ある町では健康保険料がすごく

安くなったていう町があるんですよね。 
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 だから、そういう中で私たち団塊の世代は元気で長生きしないことには三股町の健康保険料も、

もう今みたいにちょっとどうかあるちゅっては病院に行くじゃなくって、自分たちでそういう教

室を設けたりとか、これ一例ですけどもそういうものをやっていきながら元気で長生きしていく

ていうことで、健康保険料も下がるような努力をしてもらいたいと思うんですけども、その教室

についていかがでしょうか。もう一度お願いします。 

○議長（原田 重治君）  福祉課長。 

○福祉課長（下石 年成君）  今言われましたその６５歳以上の方について、読み書きとかそうい

う計算とかそういう部分についての楽しみながらということでございますが、大変この部分につ

いて福祉課としても想定して実施したいということを考えてるんですね。 

 今、町長も申されましたが包括支援センターを軸にいろんな事業を展開するということでござ

います。現在実施してるのが、地域支援事業が導入されまして、それによっていわゆる虚弱な高

齢者を対象、いわゆる特定高齢者と申しますが、そういう方々に対して三股町骨骨貯筋教室とい

うタイトルをつけまして、これ字が「こつこつ」というのは骨ですよね。そして、貯筋というの

が貯金の貯に筋は筋力の筋なんですけどね。 

 いわゆる骨と筋力を意識したタイトルなんですが、それを昨年の１０月からもう既に９回程度

実施をいたしております。これは、認知症予防でございますよね。体を動かすとか手を使うとか

頭を動かすとか働かすとか、心の元気を出すとかそういう部分についてが大事ということで、福

祉課には今現在保健師とか理学療法士を配置しておりますので、それを中心にして取り組んでい

るところでございます。 

 今後においても、これを実施しながらこれに加えて、今斉藤議員が申されました部分も含めて、

それと頭を働かすということも大事、大変大事なんですね。そういうことで、用具を使った部分、

用具を使った部分のやはり認知症の対策を考えていきたいということで福祉課としては考えてお

ります。 

 それともう１つは、今大悟病院の方に三山先生という立派な、認知症に対する第一人者と言わ

れる先生がいらっしゃるんですね。その方に、元気の杜に来ていただいてその講話、あるいは個

別検診等を実施していきたいということも考えているんですね。 

 先生には一応話はしてるんですよね、協力したいと、ある程度の了解はとってるんですが、高

齢者を抱えている家族においては、自分の親は認知症じゃないかなていう方もたくさん相談に来

られるんですね。 

 しかし、検診に行くとすれば大悟病院に行くとしても、そういう権威ある先生がいらっしゃる

んですがなかなか、何と言いますかね敷居が高いという部分、大悟病院ということで敷居が高い

ていう部分はあるようですので、先生に元気の杜に来ていただければ気楽にできるんじゃないか
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な、相談される方も多いんじゃないかなていうふうに考えているんですね。そういうことで、そ

ういう部分を地域支援事業の中でやりたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  斉藤さん。 

○議員（１番 斉藤ちづ子君）  ありがとうございます。ぜひその地域支援事業の中で取り入れて

いただいて、骨骨貯筋事業ですか、すばらしいなと思います。期待しておりますのでどうかよろ

しくお願いいたします。 

 次に、コミュニティバスの設定についてですが、本当によく考えられて、朝は中学生向き、昼

間は高齢者向きていうコースを考えられてあるんですが、もうちょっとこう、昼間はもうちょっ

と高齢者のいる方向に入り込んでいってほしいなあていう点もありますので、そういう声を聞く

ような、何か皆さんの声を聞くようなそういうあれはできないんですかね。お願いします。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  このバスにつきましては、前から全協等でも説明してますよう

にまずはスタートして、そして悪いところは見直しながらよりベストなものを求めていくんだと

いうことでございますので、町としましても行政改革の中で取り組みまして、いろんなバスの検

討委員会を立ち上げまして、そして地区をそれぞれ回りまして要望も聞こうではないかというこ

とで各地区を回ったわけでございますけども、はっきり言って参加は少なかったところでござい

ます。 

 その中で、こうこうだからここも通っていただきたいという要望も聞きたかったわけでござい

ますけども、長田地区を除いてはほとんど参加がなかったという状況でございました。そういう

ことで、その中でも要望が出たところは一応組み入れたと、組み入れられております。当初の計

画から外してですね、そこを回るようにしたところでございます。 

 しかし、そういったとこは、地区を回ってなかったとこについては一部今回入ってないとこも

ございます。しかしながら、これを走らせるのはやはり乗っていただくことが最大の目的でござ

いますので、見直しを必ずしていきたいというふうに考えております。 

 ただ、見直しするには個人個人のその要望をされるわけですけれども、その一個人が、２人や

３人が要望したから、はい変えますていうことではなかなかいかない面がありますので、やはり

地区公民館長さんが地区の中でいろいろ話をされて、よしこの地域もみんなで乗ろうという意識

のもとの要望、あるいは地域公共交通会議ちゅうのをつくりましたので、これは法的にその中で

検討しなければ路線を変えたり何たりはできないというふうになっております。 

 これは、地域交通会議は条例をつくっていただいて今回もやったわけですが、タクシー会社の

代表、あるいはバス会社の代表とか陸運局の代表とか、そういったことがみんな合わさって路線
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を変える変えないちゅうことになります。 

 したがって、会議はいつでも開けるわけですけれども、やはりそう段取りを踏まなきゃいけま

せんので、ちょっと悪いなあと思っても、はい来月からちゅうわけにはなかなかいきませんで、

ただ要望は今のところやはり公民館の中でかなあというふうに思っております。 

 いろんな要望を入れて、見直しは随時やりながら、よりもう、求めていきたいと思いますので、

今議員が指摘のところを、また詳しくは後でもまた教えていただければ１つの検討事項に入ると

思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（原田 重治君）  斉藤さん。 

○議員（１番 斉藤ちづ子君）  今聞いて、私は実は公民館長に要望してたんですけども、参加さ

れなかったんでしょうね、反映されてないということですので。それで、その件はよくわかりま

した。今後よろしくお願いいたします。 

 次、温泉の対策についてですが、本当にデイサービスのあれでやってるから一般向けにはつく

ってないていうのもよくわかってるんですけども、町民の中に本当にあいてる時間に、土日祭日

に、利用する人たちの中で管理をしながら地区別にでもできないのかと。 

 というのは、私も今温泉の水を、１８リッターですか２０リッターのタンクでくんで帰って家

で入ってるんですけど、本当にいろんな温泉に私も行きましたけど三股のこの温泉水はすばらし

い、本当にすばらしいですね。 

 だから、元気な人たちがそんなにこう、何て言うんですか動けない人たちじゃなくってある程

度元気な人たちがデイサービスに行かれるんですよね。ですがね。だから、もうその本当に一部

の人たちしかできないていうので、町民の中で何とかならないのかなあていう声がありますので、

そこら辺を何かみんなで知恵を絞って町民の皆さんが喜ばれるような、せっかくあるんですから

利用できる方法はないのかって考えていただきたいなあと思うんですけど、それとその皆さんタ

ンクでくんで帰っていらっしゃるんですけど、もちろん町内だけじゃなくて、無料ですので町外

の方たちもくんでいって、もう本当に喜んで、ただですから喜んでくんでいってくださってるん

ですよね。 

 それもその、まあ男性がいて元気な人がいるところはくめるんですが、だけど自分の家でもく

んでいけばできるから宅配サービスていうのは考えられないのか、そこら辺も検討課題として考

えてもらってもいいんですけども、そこら辺の返答もお願いします。済いません。 

○議長（原田 重治君）  福祉課長。 

○福祉課長（下石 年成君）  あいてる時間、そしてまた地区別にとかいろいろございますが、こ

ういう部分について福祉課の方にも問い合わせが来てるんですね。有効的に利用してほしいとい
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う部分も聞いております。 

 ただし、この一般向けに開放するということにおいて、多くの問題をクリアしなけりゃいけな

いというふうに思うんですね。元気の杜での温泉浴槽は、もう町長が申されましたが福祉目的な

んですね。で、公衆浴場として位置づけていない、公衆浴場としてはですね。 

 温泉施設の形態をなしていないということでございます。医療許可においても、福祉目的の限

定でございます。土日祭日の一般向けでございますが、不特定多数の利用となればこの公衆浴場

としての許可が必要なんですね、保健所の。現状からしても、やはり多くのその方々の受け入れ

が可能であるかという問題でございます。それには、部屋とか休憩場所とかそしてふろの大きさ

でございます。そういう部分が現状では無理かなというふうに思っております。 

 一緒にそのふろに入るとすれば、五、六人じゃないかなあと思うんですね。洗い場の部分を交

替で入るとすれば１０人程度、交替で入ると。多数来られた場合、待ち時間が多くなるんですね、

待ち時間が多くなるということ。それと、相応の管理費が必要だということです。概略ではござ

いますが、土日祭日を開放した場合は人件費、あるいは貯湯タンクですね、それをやはり法定清

掃しなければいけない。週に１回はですね。光熱水費とかそういうのを含めて大体７４０万、

８００万近く程度必要と考えてるんですね。 

 そのようなことで、多数来られた場合は採算はとれんだろうと思うんですが、最初は多く来ら

れてもその時間が、待ち時間が長いという状況の中で、やはりだんだん人気がなくなる、で少な

くなるという部分も想定されるんですね。多くても困る少なくても困るということではないのか

なというふうに思っております。 

 したがいまして、現時点ではやはり福祉課としては、元気の杜に限ってですが、元気の杜に限

って温泉利用については今の生きがいデイ、に介護予防を盛り込んだ部分について、福祉施策の

充実を図った方がいいんじゃないかというふうに考えております。 

 今後、生きがいデイにおいても１,０００人ほどふえておりますから、今後もそういう部分を

ふやすように福祉施策ということで、頑張っていきたいというふうに考えているんですね。 

 後の部分のお湯の部分について、宅配とかそういう部分について、福祉課から離れますので総

務サイドの方でお願いしたい。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長、宅配について。総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  総務課の関係で、その利用をほかにできないのかちゅう問題が、

宅配の問題とかいろいろ今まで、いろいろ本格的な検討ではございませんけれども、例えば粉に

して（オンタン）ちゅんですかね、ああいうものにできないかとか、足湯はどうだろうかとかい

ろんな検討が、検討ていうか話が浮上したところでございます。 
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 しかしながら、本格的な検討がなかなかなされてないという現状にあります。それは、いろん

な要素を含んでおりまして、何かにやはり活用しなきゃいかんちゅうことはあるんでございます

けれども、今浮上しておりますのが、今ちょうど調査とかしておりますけれども、温泉の湯が確

固たるものであるのかどうかていうのが今ちょっと浮上しております。 

 毎分何リットルていうことで出るということでなりましたけども、その後の調査が、維持管理

と申しますかその辺がちょっと完璧でなかった関係もございまして、湯が持続的にずっと出て行

くのかちゅうところをまず調査して、それが持続的にできるということであれば次の、例えば足

湯か宅配かちゅうものを考えていかないかんだろうて思います。 

 全体的に、施設をつくってやるちゅうことはもう余りないのかなと、考えられないのかなあて

いうふうに思っております。今ある中を、例えば宅配とかほかの利用方法ですね、その辺は検討

になっていくだろうと思うんですけども、施設をつくる、新たにつくって云々ちゅうことはもう

まず、今の時点では考えられないと思います。 

 いずれにしましても、何かをしていかないかんちゅうことは庁の内部でも出るんですけども、

なかなかその検討が進んでおりません。したがって、来年度についてはやっぱ再度その検討にの

せなきゃいかんだろうなあていうことで、調査をするということで本年度の予算でひとつ調査を

しようということで今取りかかっております。また、その辺の結果もお知らせをしまして、来年

度の中でまたどういった方向かというのは取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（原田 重治君）  斉藤さん。 

○議員（１番 斉藤ちづ子君）  私も、別に施設をつくってくださいていうことは思っていません

が、その温泉ももう福祉関係でだか、だめだということですよね。 

 そしたら、その調査をされるてことですので、ぜひその検討委員会を立ち上げていただいて女

性の人たちの声を入れながら、高齢者の人たちももちろん入れてその検討委員会を立ち上げてい

ただいて、そして実現に向けての前向きな話し合いの場を持っていただければと思います。高齢

者対策について終わります。 

 障害者雇用対策についてですが、詳しく説明がありまして私もよくわかりました。それで、き

のうの新聞でしたかね、障害者自立を支援て、県も１０４施策の福祉指針ていう中で、計画案で

は地域の中で安全安心に暮らす社会づくりを基本目標に、生活支援、保健、医療、雇用、就業、

ここですよね私が質問してるのは。生活環境など、８項目で１０４の施策を示していると。雇用、

就業の項目では、一般就労が困難な障害者への支援策として就労の場の確保やサービスの充実を

図る必要性を指摘しているって、県の方でも載ってるんですね。 

 それで、町の中に１,４０３名て言われましたかね障害者がいらっしゃるていうことで、私の

友だちもそうなんですが子供さんが肝臓が悪くて、自分のをこうとって子供さんにあげたていう
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人たちもいらしゃいます。 

 やっぱり、仕事のことで悩んでいる人が町内にもたくさんいると思うんですね。だから、もう

この雇用率なんかも見ますと宮崎県でも多いと、全国よりも多いということですので非常にうれ

しいことですが、福祉のまちづくりの三股町としてもっともっと努力していただきたいなあと思

います。その点につきまして、町長もう１回お願いいたします。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  今の障害者の問題は、全国的にも非常に社会問題というふうになってお

りまして、法制化もいろいろなされております。今後、この障害者の雇用等につきましても、い

ろいろ行政としても行政指導しながら推進をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  斉藤さん。 

○議員（１番 斉藤ちづ子君）  ありがとうございました。以上で私の質問を終わりたいと思いま

す。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（原田 重治君）  ここで昼食のため１３時３０分まで本会議を休憩します。 

午後０時06分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時30分再開 

○議長（原田 重治君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 発言順位４番、財部君。 

〔２番 財部 一男君 登壇〕 

○議員（２番 財部 一男君）  私は、質問事項に基づき質問いたしますので、明確な回答をされ

るよう求めるものであります。 

 まず初めに、町長の政治姿勢について伺います。私は、１２月議会において一連の官製談合事

件について質問いたしました。その後、本件においては安藤知事が逮捕され、出直し知事選が挙

行されそのまんま東、東国原氏が予想をはるかに超えて当選されました。 

 東国原知事が就任されて、今までになかった県政の改革がなされようとしております。一番目

につくのが、入札制度の改革であります。県においては、２５０万円以上を一般競争入札で実施

するとの方針であります。このように、国を初め県は談合事件に結びつくような入札制度は一日

も早く改革しようとされておられるのは現実であります。 

 ところが、本町においては改革の意思があるのか何も見えてこないのであります。平成１９年

度の町長施政方針の中においても、国の制度改正や国県等の動向を見きわめながら慎重に対処し
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てまいりますと述べておられるが、制度改正等は具体的に何をどうするとか表明するのが施政方

針ではないでしょうか。そこで伺います。１２月議会において、回答された民間による入札制度

改善研究会、その当時は仮称ということですが、その検討結果はなされたのか伺います。 

 次に、同じく１２月議会において町内業者等の指名は平等取り扱いをすると回答されたが、今

でも指名における不平等取り扱いがあると聞いておりますが、なぜなのか伺います。 

 次に、一般競争入札及び電子入札等の導入は、町長の政治判断で決定することであります。な

ぜ導入の決断をされないのか、ほかに何か理由があるのか伺います。 

 次に、畜産行政について伺います。町の基幹産業である農業、中でも畜産は一番の産業である

ことは統計上でもはっきりしております。その畜産の中でも、和牛子牛生産と肥育牛生産が主流

をなしています。 

 ところが、各農家においては、後継者不足や高齢化等で肉用子牛生産は年々減少傾向にありま

す。そこで、産地の持続と担い手育成とあわせ、地域農業、環境を生かした肉用牛生産基盤の確

立を目指すことが急務であります。 

 本町においては、去る２月に国富町における先進地視察が行われ、畜産団地を見学したところ

であります。そこで伺います。町として、団地育成を考えておられるのか、また今までの取り組

みはどうであったか伺います。 

 次に、団地造成をする方向で検討されておられるのか回答を求めます。 

 以上で壇上からの質問を終わり、以後は自席より質問いたします。終わります。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

〔町長 桑畑 和男君 登壇〕 

○町長（桑畑 和男君）  それでは、ただいまの質問にお答えを申し上げます。 

 まず、町長の政治姿勢についてということでございます。①の民間による入札制度改善研究会、

仮称の検討結果についてということでございます。 

 本町におきましては、三股町入札制度研究検討委員会、仮称でございますが、これにつきまし

てはこれにおける地方自治法施行令の３月改正、中央建設業審議会の検討結果、宮崎県の見通し

等を参考に、よりよい入札、契約制度を確立するために、民間の視点から討議し、町長に提言し

ようとするものでございます。 

 現在、要綱を作成したところであり、およそ１年をかけて町の指名審査委員会の入札、改革等

とは別に検討する機関として設置してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、②の指名入札における平等取り扱いについてということでございます。 

 実は、１２月議会におきまして、財部議員の質問に対しまして精査していくと、精査するとい

うことを申し上げましたが、その結果について申し上げたいと存じます。 
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 これにつきましては、工事件名、規模、施工業者等について精査いたしましたが、法令や規則

等に反するような例はなかったわけでございます。ただ、その指名回数において多少のばらつき

が見受けられましたので、今後はその解消について努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 それから、③の一般競争入札、電子入札の検討結果についてということでございますが、一般

競争入札の導入につきましては、指名審査委員会において検討中でございますが、自治法施行令

改正内容、中央建設業審議会の検討結果、それから宮崎県の見直し等を参考に、導入に向けて慎

重に検討してまいりたいと考えております。 

 また、電子入札につきましては、入札前の参加者が一堂に会する機会をなくすことで一般競争

入札に寄与する一面を有しておりますが、本町の入札業者全員の参加が必要でございまして、参

加者の体制が問題となっているわけでございます。したがいまして、導入は今後の検討課題とい

うことで考えているところでございます。 

 それから、２番目の畜産行政についてということでございます。①の、畜産団地を検討されて

いるが今までの対策についてということでございます。 

 本町の農業は、畜産を中心に、水稲、露地野菜等を組み合わせた複合経営が大半を占めており

ます。畜産は、本町の農業総生産額の７割を占め、そのうち肉用牛生産は飼養戸数、生産額など

から、本町の重要な産業の１つでもございます。しかし、高齢化による飼養農家数の減少、悪性

伝染病蔓延の牽制の増大、今自由化の影響等により、その前途は非常に厳しい状況下にございま

す。 

 宮崎県は、全国第２位の子牛生産地であり、その中にあって都城北諸管内は県内の３０％以上

を生産しており、家畜市場規模といたしましては全国第２位のシェアを占め、全国から高い評価

を受けているところでございます。 

 このような環境の中、本町では国県の新規就農対策事業、増頭対策事業による畜産施設の増築、

町の優良家畜導入事業による市場性の高い系統牛の導入や、ヘルパー制度による経営規模の改善

対策事業等を導入し、生産農家の経営安定、所得向上、環境対策等を実施してきたところでござ

います。しかしながら、経営主の高齢化と担い手不足による肉用繁殖牛の減少は予想以上に加速

しており、市場絶対頭数の維持も大変厳しい状況になっております。 

 それから、②の今後の方向がどうするのかということでございます。畜産行政といたしまして

は、これまでの対策事業とともに産地としての継続と地域産業としての発展を図る観点から、担

い手育成を重点とした肉用繁殖牛の増頭対策を講ずる必要があると考えております。その方策の

１つといたしまして、団地化構想があるわけでございます。 

 この畜産団地構想の実現には、人、土地、資金など、検討すべき課題が多いことから、先進地
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の情報、農家の意向等を踏まえＪＡ等の関係機関を含むプロジェクトチームを立ち上げまして、

鋭意研究してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上で回答といたします。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  それでは、１２月議会で回答されたように、民間の入札制度改善

研究会の検討をしていくということでありましたが、先ほどの町長の答弁では、今のところ要綱

を制定したところということですが、その要綱等についてはまだ発表できないんですか。 

○議長（原田 重治君）  助役。 

○助役（原田 一彦君）  今のところ案でございますが、設置は制度の、いわゆる入札制度の研究

を行い、もって効率的な事務作業の推進を図るというようなことでございます。 

 それから、入札制度の見直し、所掌としては見直し、契約制度の検討、そしてそれを町長に報

告するということで、組織としましては委員９名をもって組織するということで考えております。

それからあと、会長及び副会長については互選ということになっております。 

 会議は、会長が招集すると。それから、事務については総務企画課の方で、行政係の方で庶務

するということで考えておりまして、内容と言いますかその委員の構成につきましては、学識経

験者を２名以内、それからいわゆる一般町民を２名以内、町職員を４名以内程度でどうかという

ことで今、案を作成中でございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  先ほど、町長は制定をしたということでしたけど、制定を今から

されるんですか。もうされたんですかそれ。 

○議長（原田 重治君）  助役。 

○助役（原田 一彦君）  いわゆる指名審査委員会等では研究をしておるわけですけども、正式に

法規審議会等をまだ経ておりません。そういうことでございます。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  少し食い違いはあるようですが、まあそういうものを制定として

と言われますがね、言わば１２月の段階で少なくともその方向で早期検討していくということな

んですよね。 

 それが、いまだにまだ法規審議会等も通ってないというようなことで制定もされてないような

状況ですが、やはり、要はもうこんなにのんきに構えていけるような状況じゃないと私は思いま

す。 

 なぜならば、また御存じのとおり、先ほども申し上げましたように、県も国ももう方向性は決
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まってるんですよね。どういう方向で進むかということについても、県は知事の意向を踏まえて

そのことを具体的に、じゃどういう形で進めていくかということだけなんですよね。 

 だから、私は今三股町で一番肝心なことと言いますか、やはり町長の政治姿勢そのことが大事

だと思うんですよね。ということは、人任せにするような発言じゃなくて町長が入札制度につい

てこうしますよと、こういう方向でいきますよということをはっきりと表明をされたならば、私

は今助役はこういうものを準備していくて言われてましたが、当然助役なり総務課長含めながら

方向づけはすぐに対応はできるというように思うんですが、町長そのあたりについてお答えをお

願いします。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  実は、国の方もこの一般競争入札、電子入札については早急な、また当

面する課題としてとらえておるわけでございますが、国におきましては、これにかかわる法律の

改正、地方自治法施行令の改正、３月、今月のうちに改正をするというようなことでございます。

また、中央建設業審議会、これの検討結果等につきましてもまだはっきり出てないところでござ

います。 

 そういうことを、総合的にこうまとめ検討しながら、そういうものを基礎にしながら今後考え

ていきたいと。その入札、一般競争入札にかかわるその気持ちというものは前に向いて変わらな

いわけでございますんで、そういう、先ほど申し上げたことを総合的に踏まえて考えていきたい

と、そういうことでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  いろんな、国の関係とか県の関係とかそういうものを総合的に勘

案しながらという言い方をされるんですけどね。私が今言っていることは、政治家として町長の

政治姿勢、これが一番大事なんですよ。 

 自分で、仮に三股をどうする、もっていくかとするなら、町長が当然、三股こういう形の絵を

かきたいですよということを町民に示す義務があると私は思います。それが町長の責任じゃない

でしょうかね。 

 だから、当然そうお考えになれば、多分、今、東国原知事においても当選されました。１月の

末にね。でもうすぐ、早速どういう方向で行くかというのはあの人もマニフェストを持っておっ

て、その方向で示しをされてます。 

 ところが、三股の町長はそういう方向性をまだ示されてない、ただ検討する検討するというよ

うな言い方でずるずるずると引っ張られておる、これは事実ですよ。だから、私はそのあたりが、

政治家である以上ははっきりと方向性を示すことが、町民に対する義務じゃないでしょうかね。 
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 だから、ぜひ入札制度の問題はあるということについては、もう町長も助役も担当課長ももう

十分理解はされている、私もそうだと思います。ただ、それがなかなか前に進まないのは、町長

のそういう決断がなかなかされない、ここが一番のネックじゃないでしょうかね。ぜひ、この場

で町長の本当の本音を聞かせてもらって、方向づけを表明していただきたいと思います。 

○議長（原田 重治君）  助役。 

○議員（２番 財部 一男君）  ちょっと待ってよ。私今町長に聞いてるんですから。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  先ほども申し上げましたようにやる気は十分あるわけでございますので、

先ほど助役が申し上げましたように、今要綱を作成して案を練っているわけでございますので、

前に向かって今後進んでいたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  町長ね、勘違いをされてる、私が今言っていることは、町はどう

いう方向に向けていきますよということをあなたに問うてるわけですからね今。 

 そのことで、三股をこういうふうに引っ張っていきますよということを、町長、示されたら、

当然助役やら担当課長を含めて十分こう、さっき聞いた要綱等もふくめながらすぐに対応ができ

るんですよ。 

 要は、町長のそういう姿勢が見えてこないんですよ。今言われるように、前向きに一生懸命や

りますという言葉は使われてるんですが、じゃいつになるんかと、先ほどはちょっと返答聞いた

ら１年をめどにとかいうのがありましたよね、そんな悠長なことで果たして三股はいいのかどう

か。 

 先ほど、３番議員も言われておりましたが、やはり町の税金で投資もされるんですよ。税金を

有効に使う、これが町長の責務ですよ。そのためには、入札制度の問題今一番、官製談合であろ

うとどういう談合であろうと今一番言われてるのは、全国的に言われてるのもそこなんですよ。 

 いかに税金のむだを省くか、そのことが一番大事じゃないかなと思ってんですけど、ただ、今

町長の言われたようなことを聞いておるといつになるのかなと私も危惧しますので、ぜひ、ここ

でせめて方向づけぐらいですよ、町長自分の言葉でぱんと持っていきますよということは言えな

いんですか。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  方向づけはちゃんと決まっております。一般競争入札やるということで

ね、それでやる手順といたしましてですよ、先ほど言ったように国の法の改正とか中央建設業協

会の、この審議会の検討結果とかそういうものを総合的に踏まえてやるということで、余り早ま
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ってつくってまた後でこう訂正するということもあるやに考えるわけでございますので、その辺

も十分検討しながら前に向かってやっていくということでございます。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  私と町長の間の意見も、堀がなかなか埋まらないようですが、私

が言っていることと町長が、それはね事務屋がすることなんです。はっきり言ってですね。 

 町長が今言っているようなこと、検討して検討をするのは事務屋がすりゃいいんですよそりゃ。

町長は方向づけを、こういたしますよということをはっきりされたらその方向に進んでいくんで

すよ。 

 だから、今一番問題になっておるのは一般競争入札を導入するかせんかの問題だろうと思うん

ですよね、一番の問題は。その一般競争入札をいつごろから、三股町においても１８年度なら

１８年度から導入しますよという町長の方向づけをされたら、後は事務的な問題を含めたら当然

優秀な職員がいますから、当然その方向でどんどん一生懸命勉強されますよ。 

 ただ、１８年度の中ごろからはもうこういう方向に行きますよとかね、そういうことを示すの

が町長の姿勢やないんですか。うん。（発言する者あり）ああ１９年、ごめん、１９年、ちょっ

と私間違いましたけどね。 

 この今１９年の中ごろからこうやりますよとかね、示すのは町長の私は姿勢だと思う。後はね、

事務的なこととかどんなことを、町長にそんなことやれと私は言ってないんですよ、あなたが示

せるのは、そういう方向性だけなんですよ。違いますか、町長。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  方向性と言われるのは、時期の問題であるというなことを言われますが、

１９年度中にスタートしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  ようやく１つの方向性が出たような気がいたしますが、県の方向

から比べたら三股は１年ぐらいおくれるような感じもしますが、ただどういう方向であるにしろ、

今言ってるように１９年度中にはやるということですんで、ぜひ期待をしていきたいと思います。 

 ところで、１９年度中にやるということになれば、先ほど３番議員の方でも言われておったん

ですが、私も先ほど言ったように１２月議会でも申し上げましたが、平等取り扱いですね、この

平等取り扱いという言葉と町長が指名されることは、あのあたりに矛盾が出ておる。だから、私

も一般質問で出したわけだし３番議員も出したんだろうと思いますが、ちまたでもちゃんと言わ

れてますよ、本当にそういうことをですね。 

 私も、本当かどうかちゅうのはあれなんですが、多分にうわさの中では本当だなというように
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聞いてますが、先ほど町長は１月４日の業者が来て新年のあいさつの中でね、報復は当たり前だ

というな発言をされたというようなことは質問出ましたが、町長は言ってないということを言わ

れました。 

 私も、まさか町長たるものがそういう発言をされるとは思いたくないんだけど、僕らがあちこ

ちで話を聞いてる範囲では、ちゃんと、８社ぐらいで行かれたそうですから多分その人たちが聞

けば本当だろうなと私も思いますが、町長それでも否定されますか、再度聞いておきたいと思い

ます。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  年始めのあいさつに見えたわけでございます。それで、年頭に合ったあ

いさつをしてその場は終わったというふうに考えております。 

 なお、いろいろ今回言われているというなことでございますが、先ほども申し上げましたよう

にこの指名の解消等についてはばらつきが、多少ばらつきがあるということは考えております。

今後は、その解消に十分努めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  そういうことで、はっきりした答えは出ませんでしたが、ただ町

長にひとこと言えることは、もしそういうことを本当に言いふらしてるのか、それとも町長は言

ってないのか、私たちはこういうとこで話してもなかなか本当のことは出てこないと思いますが、

町長という立場で本当に発言をしてなかったら町長、反対に名誉毀損で訴えたらどうですか。私

は、そのぐらいちゃんと毅然たるものがあれば、町長名誉毀損で訴えてもいいんじゃないでしょ

うか。そうしないと、町長の名誉は、ね、冒されますよ。いかがですか。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  そういうことは考えておりません。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  考えてないということですから、そういう相談もしたくないとい

うことかもしれませんが、ただ問題は、そういうことがちまたの方で起きるような行政をされて

おる、このことに問題は、元は、基礎があるなんじゃないでしょうかね。 

 だから、私はやっぱそういう元を正していかないと、町政の本当の平等性はあり得ないという

ふうに思いますので、ここでいろいろやってもあれでしょうがぜひですね、先ほどばらつき等も

あったというようなことを町長もはっきり言われてますので、もう１点だけこれは助役に聞いて

いいんですが、今指名をされておることは町長の専権事項なんですが、ちまたの話では助役とだ

れかが話し合って決めてるというふうな話も聞こえてきてます。 
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 そういう、やっぱり聞こえるということは必ずしも私はうそじゃないと。なぜなら、やっぱり

そういうところに、煙のないとこには絶対出てこない、何かがやっぱあるから出てきてるという

ことだけは申し上げておきたいと思います。 

 それで、ばらつき等はあったいうことはぜひ町長も認められたので、今後の、いえばあと１年

間は指名入札制度は残るわけですからね、１年間めどに先ほど言われたように一般競争入札をさ

れるということですから、ぜひそういう問題が起らないような平等取り扱いをしていただきたい

ということをお願いしときます。 

 それじゃ、電子入札等もそうなんですが、もう一般入札と変わらないと思いますので、これも

含めてねもうぴしゃっとしためどをつけさせていただいて、そしていい形の三股町の入札制度に

なるようにお願いをしときたいと思います。 

 それから、入札制度について以上で終わりますが、畜産行政ですが、町長の方でも言われてる

ように、本当三股町の本当基幹産業である農業だと私も思います。今、今も子牛のせり市がある

そうですが、きょう同僚から聞きましたけどね、本当に、今回の子牛せりでも高値が出てるとい

うことで、一方では子牛生産をされる農家の方々はそれなりにいい顔されております。 

 だけど、今度肥育をされる方々は大変やっぱ厳しいものがある、このあたりも含めて考えれば、

果たして今のような高い子牛生産だけでいいのかな、危惧もしておりますが、ただ、今質問でも

出しましたように、後継者不足それから高齢者対策、そして環境対策ですね、いろんなものがあ

ります。 

 これについても、そら、もちろん担当課を含めて一生懸命取り組みをされてるということにつ

いては私も敬意を払いますが、せっかく国富の方に出かけていい団地を見せてもらいました。ぜ

ひ、やはり三股も実際の畜産の現況を見ていけば、私も、ああいう団地をやっぱつくっていきな

がら指導していく、そうするとまた後継者問題も解決するだろうし環境面の問題も解決していく

ということになるだろうと思います。 

 そういうふうに考えれば、ぜひ町としてももう少し本腰を入れた形でのそういう方向づけ、

１年や２年でぱっとできる問題じゃないかもしれん。だけど、そういう方向をしていく姿勢、さ

きほども町長に言ったんですが、そういう政治的な姿勢を出されたならば、私はやっぱり、農業

でもそうですが、いい方向に職員も含めて一生懸命取り組みができると思います。そういうふう

に考えれば、これも町長の決断、１つのですね、方向だろうと思いますので、ぜひそのあたりに

ついて町長の考え方があればお聞かせください。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  先ほども答弁申し上げましたが、本町の畜産は農業のこの主軸を形成し

ているわけでございます。農業総生産額の７割を占めるということで、非常な畜産のウエートち
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ゅうものは大きいわけでございます。 

 また現在、非常に子牛が高値で推移しているということからも、やはりこの畜産団地非常に、

この前国富町の現地を見させていただきましたが、あそこが平成１２年にこう団地化してやって

いるというようなことでございます。 

 この農業の、畜産農家の後継者、担い手不足ということから考えると、やはり団地化を形成し

てやはり畜産を進めるべきじゃないかというふうに考えております。そういうことで、先進地の

状況、また農家の意向等十分踏まえながら、またＪＡ等と連携をとりながらそういうプロジェク

トチーム等を形成して、設置して今後前に向かって検討させていただきたいというふうに考えま

す。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  今、前向きな方向づけをしていきたいというような答えがありま

したので、ぜひ、今言われたことを担当課の方でも十分精査していただきながら、やはり今後具

体的な方向づけもやっぱりどうするのか。 

 確かに、土地の問題もあるし資金的な問題もあると思います。だけど、やはりそのあたりをど

うしてもクリアしていかないと、今の畜産農家の現状を打開する道はないと私も思います。 

 そういう意味では、ぜひそういうものをつくることによって担い手育成とか後継者の問題、い

ろんな問題、環境問題ですね、多分そのあたりが解決していくだろうと私も思いますんで、その

方向でぜひ頑張っていただきたいということを申し上げて質問を終わります。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  今町長が答弁した中で、説明不足がちょっとあったかと思いま

すので、事務局であります総務企画課の方からちょっと、説明をちょっと補足させていただきた

いと思います。 

 入札、仮称でございますけど入札制度研究検討委員会ですよね、これが１年ていう長期にかけ

るていうことは、結局この中で一般競争入札を論じますと１年後、要するに２０年度になってし

まうちゅう可能性がありますので、この入札制度検討研究委員会はなぜつくるのかていう目的で

すけども、先ほどもちょっと目的も出たと思いますが、まず一般競争入札等を含めて改革につい

ては指名審査委員会の中でやります。 

 そうしないと、１年も待ってられないていうものがありますので、一般競争入札を含めてその

ほかのいろんな改善は指名審査委員会の中でやるということになっております。 

 この研究会は、指名審査委員会は行政だけでありますので、行政だけでやった入札の改革が果

たして住民を引っくるめた、外から見たときに適正なものであるのかどうかていうのを検討する
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のがこの研究会でありまして、ですから研究会は三股町が一般競争含めたとこの改革をしたもの

に対して提言をもらうというふうに考えております。 

 したがって、こっちの方はだから長期になってしまう、こっちが改革したものに対していやそ

れはやっぱここはあれにしようと提言をしていただくちゅう制度ですので、この入札制度研究検

討委員会が改革するんではないていうことをひとつ御理解いただきたいと思います。 

 改革は、すべて指名審査委員会の中で、丸１年もすると２年もかかってしまうわけですから、

それは１つの提言、三股町の入札制度を改革したものが妥当か、どうあるべきかていうことを提

言していただく機関でございますので、そこをひとつ御理解をいただきたいというふうに思いま

す。よろしくお願いします。（「議長、１点だけ。済いません、今説明を受けたのをうけて」と

呼ぶ者あり） 

○議長（原田 重治君）  財部君。 

○議員（２番 財部 一男君）  確かにね、指名審査委員会の中で改革等が行われると、そういう

勉強会もされると思いますが、やはり今指名審査委員会の中で公表できないとかなってる部分が

ありますよね。私は、そういうものもはっきりと公表することがやはり改革の１つのあれなんで

すよ。 

 ということは、町長が指名をされることとやはり指名審査員会が行ったことが、そこにものす

ごくかけ離れたことが現実に起ってる、これもはっきり、５年前の問題があったときに指摘され

てますので、当然起っておるというのも事実だと思います。 

 そういう意味では、やはり改革をするためにそういうものを公開、情報公開というのが一番、

三股本当情報公開されてるんかなちゅうと、本当私はまだまだ少ないというふうに思いますので、

ぜひそのあたりを含めて指名審査委員会の中でもどんどんやっていただきながら、それと先ほど

仮称の問題ですが、あのあたりについてもですね、随時やはり議会の方にもオープンに論議させ

ていただきたいということを申し上げて終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（原田 重治君）  発言順位５番、的場君。 

〔１６番 的場  茂君 登壇〕 

○議員（１６番 的場  茂君）  私は、先般当局に通告しておきました政治姿勢について御質問

と御意見を申し上げます。御質問に入る前に、一言質問の趣旨を申し上げまして質問に入らして

いただきます。 

 申すまでもなく、私が議員になりましてから初めて一般質問をいたしましたのが、今から

２０年前の６月定例議会でありました。その後、歴代町長３名のほかに現桑畑町長を加えますと

４名の町長に質問をしてまいったところであります。 
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 議事録を調べてみますと、昨年の１２月定例議会までに１３４問の一般質問を行ってまいりま

した。私たち議員は、町民の代弁者として負託にこたえるため質問をいたしております。その結

果を報告する責任があり、またその後の経緯を町民に知らしめることが重要であります。 

 そこで、私は議員活動の最後の一般質問に当たり、あえて追跡調査と位置づけて質問をさせて

いただきます。 

 それでは、まず地区公民館活動についてであります。伝統的三股町公民館制度を、平成４年町

が二分するかの論議の中で公民館制度が改正されました。ところが、１２年９月の質問に対して

の答弁は、当初の計画どおり順調に推移していると言いながらも、地区公民館は社会教育及び生

涯学習の推進が主な仕事となり、自治活動とのかかわりが少なくなり、公民館を利用して学習を

行っている町民しか活動内容がよく理解されていない状況にあると答弁がなされたのであります。 

 その後、関係課は必至に努力されたと理解していますが、またも１７年６月に質問いたしまし

たように機構改革による地区公民館の変更となり、主管課におかれましては大変苦労をされたと

思います。そういう意味から、そこでその後の運営状況はどんな状態になっているかお聞かせく

ださい。 

 次に、１３年９月に早急に取りかかれ町営住宅と質問を行ないましたが、現在中原住宅の大規

模建設が進行中であることは十分に承知しているところであります。しかし、今後当局として老

朽化したほかの地区の住宅整備をどのように取り組んでいくお考えがあるかお聞きをいたします。 

 次は、移動図書館の計画についてであります。１３年１２月と１８年３月に質問をしておりま

したが、財政状況の厳しいことは私も承知しております。十分に内部検討をしていくと答弁がな

されておりますので、その後の検討結果をお聞かせください。 

 次は、１４年３月に質問いたしました町民の生活確保に関する行政の取り組みについてであり

ます。雇用対策として、窓口相談や実態調査などしてはと提案しましたが、現実的にいまだに国

内全体を見ましても完全失業率は増大するばかり、庶民の苦しみは増すばかりであります。三股

町は、この雇用状態対策についてどのような取り組みをなされているのかお聞かせください。 

 次は、１５年９月と１２月に質問いたしました自然を生かしたまちづくり、花いっぱいの取り

組みを提案しておりましたが、これは多くの町民の声でもあったと思います。それに、現代社会

が混沌とした状況にあり、国と地方との格差が開き地方自治体は危機的状況にあり、財政難は極

限に達しています。 

 このような時代こそ、自然を生かしたまちづくりなど取り組むべきであると思いますが、振り

返ってみますと昔をひも解いてみてもわかりますように、先人たちはあらゆる苦難の中でいろん

な努力をなされてまいりました。 

 今、三股町の花の名所である椎八重公園のツツジ、上米公園の桜、旭ケ丘公園の樹木など、自
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然にできて上がったものではありません。先人たちは、そのときに苦労はあったとしても、子供

たちや孫やひ孫たちの時代に花が咲き名所になるということを夢見ながら植樹されたことでしょ

う。いつの時代でも、だれかが決断、計画し取り組まない限り何も実現いたしません。町長、何

かひとつ、花いっぱい運動として取り組まれる考えはありませんか。それと、今の現状をお聞き

しておきます。 

 それから、三股町の男女共同参画の取り組みでございますが、その後どのような啓発行動や取

り組みをなされておるかお聞きしておきます。 

 次の、１６年１２月質問いたしました交番増員に向けての取り組みであります。早速、警察関

係箇所にお願いに行かれたと聞きましたが、現在の交番の状況をお聞きいたします。 

 次に、昨年１２月質問の高齢者の生きがいづくりの温泉有効利用と足場についてであります。

足湯についてであります。多くの町民の希望であるので、再度検討結果をお聞かせください。 

 それでは、最後の質問になりますが、この厳しい時代、特に合併せず自立の中で必至に執務に

取り組んでいる行政は、まず執行部、管理者と職員との総合理解と連携体制が重要であると思い

ます。常に、何事においても協議の上取り組むことが必要であると思いますが、町長の考えをお

聞きいたします。 

 以上で壇上での質問は終わり、後は自席にて質問をいたします。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

〔町長 桑畑 和男君 登壇〕 

○町長（桑畑 和男君）  それでは、ただいまの質問にお答えを申し上げたいと存じます。 

 政治姿勢について、①の地区公民館活動が余り理解されていないとあったが、その後の取り組

みはということでございますが、これにつきましては、所管の教育長の方から答弁をお願いした

いと思います。 

 それから③移動図書の計画、それから９番の公民館制度変更が社会教育、生涯学習に及ぼす影

響はないか、それから１０番の移動図書は、この４つの事項につきましては所管の教育長の方か

ら答弁をお願いしたいと思います。 

 それでは、②の早急に取りかかれ町営住宅ということでございます。町営住宅に関する質問で

ございますが、平成１３年９月に環境整備対策についてという事項で、町営住宅の建設について

は早急な対応が必要じゃないかというような質問であったわけでございます。 

 この当時におきましては、いわゆる簡易耐火住宅は１９団地に６４２戸を管理していたところ

でございますが、このうち１７団地４６８戸、７２.９％が国土交通省で示されております耐用

年数を超えていた状況でございました。現在、平成１９年３月１日現在では、全部の簡易耐火住

宅、１９団地で５８８戸が耐用年数である３０年を経過している状況でございます。 
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 したがいまして、その後御承知のとおり町営住宅の環境整備ということで中原第３団地を公共

下水道整備事業に合わせまして、また周辺地域外周路生活道路等の環境整備事業、まちづくり事

業を通しまして中原団地の整備に至っているところでございます。さらには、今市団地の住戸改

善事業を施工いたしまして、住宅団地の環境対策事業を推進しているところでございます。 

 今後も、さきの定例会の中でも申し上げましたように、中小、失礼しました。人口減少の住宅

問題とあわせまして公営住宅事業の取り組みについて実施してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 なお、塚原住宅の建てかえにつきましては、中原住宅建てかえが平成１９年度で完了予定でご

ざいますので、したがいまして現在のところ次の町営住宅の建てかえにつきましては、さらには

国の補助事業採択要件の問題がありますので、今後十分検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 それから、３番の、失礼しました４番、雇用対策相談窓口をということでございます。雇用対

策相談窓口については、当時緊急地域雇用創出特別交付金事業に取り組み、社会福祉協議会が主

体となりまして生活、仕事、家族の問題、隣人関係など、もろもろの相談事業を実施したところ

であります。交付金事業終了後は、行政相談を中心に相談業務を継続しているところでございま

す。 

 雇用対策につきましては、景気の回復基調を踏まえ、企業誘致、地場産業の育成を積極的に図

るため、平成１７年４月から企業立地対策監を配置して、雇用の場の創出に取り組んでいるとこ

ろであります。 

 それから、⑤の自然を生かしたまちづくり、それから６番の花いっぱいの取り組み、これにつ

きましては関連がございますので一括して回答をさせていただきます。 

 昨年の３月議会の的場議員の質問に、転作作物としてナノハナ、レンゲ、コスモス等の景観作

物を植栽することは、転作奨励金の関係で地権者の理解を得ることは困難というふうに回答した

ところでございますが、新馬場から今市にわたる水田地帯は平成１８年度農地、水、環境保全向

上対策事業のモデル事業を実施しております。 

 この事業は、農家の減少や高齢化により水路、農道、ため池等が十分な管理がなされないため、

水路施設等の機能低下、水質等の環境が悪化してきております。このようなことから、国、県、

町の交付金をもとに、農業者だけでなく地域住民、自治会、関係団体などで幅広く参加する活動

組織を設立して、施設の維持や環境対策に取り組もうという事業でございます。 

 新馬場地区では、この事業の一環といたしまして、昨年１２月自治公民館やボランティア

５０名の参加で、今市から新馬場に至る農道４００メートルにヒガンバナ約５００本を植栽をい

たしました。また、消防団では、犬のふん害防止の看板設置を行ったところでございます。この
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事業は、平成１９年度から５年間の継続事業の予定であることから、新馬場地区ではこの事業の

一環として今後も花の植栽を継続する計画でございます。 

 それから、７番の男女共同参画ということでございます。男女共同参画推進の条例制定の考え

はないかということでございましたが、早急に条例を制定することは今のところ考えてないとこ

ろでございます。今後の課題として考え、さらには女性の各種委員会等の登用につきましても、

今後推進をしてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、８番の交番増員はということでございます。本町にある三股交番、職員数６名で人

口に対して少ない人数となっております。これは、本町の治安維持に不安が残ることから、平成

１３年と平成１７年に、これは平成１６年１２月で的場議員の要望に対応したものでございます

が、都城警察署長及び宮崎県警察本部長に対しまして三股交番職員の増員を要望をいたしたとこ

ろでございます。 

 要望につきましては、町を初め町議会議長、そして教育委員会の委員長、自治公民館の連協長、

消防団長、それから交番連絡協議会の会長、ほか１６団体の代表者名で要望をいたしているとこ

ろでございます。 

 その結果、平成１９年度から１名の増員の内示があったというふうに聞いております。１名で

は十分とは言えませんが、今後さらに増員の要望に向けて県警等に対して取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 それから、高齢者の生きがいづくりはということでございます。高齢者の生きがいづくりには、

まず健康と安心が欠かせないものであるというふうに考えております。本町では、地域包括支援

センターや健康管理センターの保健師や看護師、ケアマネージャー等の専門職員が常に町内の高

齢者の自宅を訪問し、健康状態、生活環境及び精神的なケアの必要性を調査し、適切な指導や

サービスの提供に努めているところでございます。 

 また、総合福祉センターでは生きがいデイサービスを実施しておりまして、町内各地域の高齢

者をバスで送迎し、日ごろ外にでる機会が少なくなった高齢者に対しふれあい交流と憩の場を提

供しているところでございます。 

 さらに、元気の杜広場につきましては、子供から高齢者まで利用できる広場といたしまして位

置づけて、今後は植栽やベンチを置くなどしてお年寄りの語らいの場として整備をしてまいりた

いというふうに考えております。 

 それから、足湯の問題が出ているわけでございますが、これらにつきましては今後十分検討を

させていただきたいというふうに考えております。 

 それから、最後に地方自治体における取り組みはと。まず、執行部と職員との相互理解と連携

体系が重要であると、常に協議の上取り組むことが必要であると思うが町長の考えはということ
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でございます。 

 地方自治体の取り組みにおきましては、執行部と職員との相互理解と連携体系が重要なことは

言うまでもないわけでございます。行財政改革ほか行政の取り組みについては極力理解を求め、

連携に努めてきたところでありますが、事案によっては職員への説明不足もあることから今後も

十分努力してまいりたいと考えております。 

 しかしながら、軽易なもの、また急を要するもの、トップダウン的に取り組む必要のあるもの

など、事案によっては十分な事前協議ができない場合もありますが、今後もさらに職員との相互

理解と連携に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上で回答といたします。 

○議長（原田 重治君）  教育長。 

○教育長（田中 久光君）  それでは、ただいま町長の方からありましたが、１番、９番、地区公

民館活動、そして公民館制度についての質問ですが、それにかかわってお答えいたします。 

 御承知のとおり、本町の公民館制度は昭和３９年に区長制度から地区公民館制度に移行してお

りますが、地区公民館が社会教育機関でありながら自治組織と一体となった組織であったことか

ら行政監察等の指摘を受けまして、平成４年に地区公民館から自治公民館活動を分離したところ

であります。 

 そしてさらに、平成１７年４月には地区公民館制度を廃止いたしまして、これまでの地区公民

館の館を中央公民館の分館として位置づけ、中央公民館を拠点とした生涯活動の場として運営し

ているところであります。 

 生涯学習の場としての住民の理解、周知の方法については、毎年４月に生涯学習三股を各戸に

配付いたしまして、中央公民館及び地区分館で開催される各種の教室を紹介し募集しておるとこ

ろであります。 

 公民館制度の変更は、社会教育、生涯学習に及ぼす影響はどうかということでありますが、本

年度に地区分館で開催されている教室が３１教室あります。制度変更前の１６年度は２０教室で

ありましたから、それなりにふえております。離れたことで影響は起こっていないと、かなり前

向きに進んでいるというふうにとらえていいと思います。むしろ、高齢化の進展はあって活動が

活発になってきている状況にあると言ってもよいのではないでしょうか。 

 去る２月１１日、１２日の２日間にわたりまして文化の祭典を文化会館で開催いたしましたが、

１２日の元気祭りには中央公民館と地区分館で活動している３２の教室が参加いたしました。広

報みまたでも紹介されておりましたように、ことしは２日間で延べ２,５００人の観客が来場さ

れまして、年々祭りも盛大になってきているところであります。 

 次に、３番、１０番の図書館にかかわる移動図書のことでありますが、移動図書館の関係につ
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いては昨年３月議会でも答弁いたしましたように、先ほど的場議員からも言われましたが財政面

の問題もありまして、またこの４月からコミュニティバスが運行され、交通弱者も図書館へ自由

に行き来することができるようになることから、これまでの方針を転換いたしまして団体貸し出

しを重視する方向で取り組んでいるところであります。このコミュニティバスを今後多いに利用

していきたいというふうに思っているとこであります。 

 団体貸し出しについては、小学校や幼稚園、保育園等に、１団体当たり２００冊を２カ月間貸

し出しておりますが、この制度を貸し出す冊数をふやすことも、この制度の貸し出し冊数をふや

すことも含めまして、移動図書館と同様の効果が上がるように今後努力していきたいというふう

に考えております。 

 以上であります。 

○議長（原田 重治君）  ここで本会議を１４時５０分まで休憩いたします。 

午後２時38分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時50分再開 

○議長（原田 重治君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 執行部の回答癩癩的場君。 

○議員（１６番 的場  茂君）  答弁をいただきましてありがとうございます。私の質問につき

ましては、演壇で言いましたように追跡調査ていうのは、自分が引退する立場に立ったときに町

民の皆さんに約束したいろんな発言についての報告のためでございますから、今の経過を聞いた

だけのようになりますけど、主な点だけちょっと聞いておきたいと思います。 

 この公民館制度については、本当に簡単な問題じゃなくして、最初自治公民館をつくった時点

から大変な状態になるだろうていうのは予測はしていたわけです。特に、生涯学習につきまして

は、１人１学級に参加しようという意気込みの中でできたわけですから、そのような状況を、そ

ういうことは常識で考えても無理だと思います。仕事の関係とかいろんな家庭の事情とかていう

のがありますからそれは無理だと思いますけど、その後のやはり分館になったときの担当課の職

員の苦労ていうのを考えましたときに、先ほど報告で３１に学級もふえたということでございま

すから大変だと思います。 

 本来なら、分館じゃなくてその地区公民館の館長がいろんな教宣活動をしてやられたはずのも

のがそれだけ進んだちゅうことは評価しますけれども、先ほど言った１人１つの学級に入ろうや

と、そして生涯の学習として頑張ろうという方向は今後も続けていってもらいたいと思います。 

 広報などで、各家庭に配ったていうのも大事なことですけれども、意識のある人は読みますけ

ど参加しない人に限って読まないわけですから、その辺をやっぱり盛り上げをつくって頑張って
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いってもらいたいと思います。 

 住宅問題については言うことないんですけれども、今取り組んでるわけですが、ただ、今やっ

ぱり荒廃したその場の環境整備だけは続けていかないと、せっかく中原なんかがきれいになって

るのにあそこに行ったらもう、三股の住宅ってこんなんかて言われる、批判を受けないように、

やっぱり周辺の環境整備はぜひ続けてやっていってもらいたいと思います。 

 要望ばっかりになりますけど、次に、移動図書館については変更するていうことでいいわけで

すね。だから、変更するていうのはそらやむを得ないと思うんですよ、公民館制度が変わりまし

てやっぱり受け入れ態勢ちゅうのが充実してないとできるはずがないですから。 

 それを、今度のバスを利用して団体貸し付けとかそういう計画を持たれとるとすれば、やっぱ

りある程度隅々まで広げるような、移動図書館と同じようなやり方をこれからも進めていただき

たいと思います。 

 それから、雇用対策等相談窓口ですが、これが、これも演壇で言いましたようにこんな厳しい

状況、リストラ、失業、そんな状況の中に三股町の中でも大変苦しんでる人がいらっしゃいます。

だから、企業誘致をして雇用を広げていくとかそういうことはわかってるわけですよ。 

 ただ、困ってどこに相談に行ったらいいかていうのがあるわけですから、町民の立場を考えて

やるとするならやはり相談相手になってる窓口が必要だと思うんですよ。その辺も今後取り組ん

でいってもらいたいと思います。 

 それから、花いっぱいの問題です。これは、私はもう何回も言ってきておるんですが、演壇で

僕は言いましたように、いろんな観光地とか何とかちゅうのは自然にできるものではないんです

よね。だから、町長も何期もされるわけですから、あああの時代にこういうものを残してくれた

というものを、やっぱりアイデアを考えて取り組まれた方がいいんじゃないでしょうか。 

 町民も、やはり町を思いながら、花と緑と水の町と言いますけれども、本当に私は今市のあの

土手のことを発言したときに何人もの人から電話が来るわけですから、そして１つの例ですが、

岩下橋を渡りまして左に真っ直ぐ行く用水路がありますね、あそこを突き当たって都城に入った

ら花がきれいに四隅に、十字路に花が１年じゅう咲いています。 

 あそこの土手、用水路の両側の草を、これ土地改良の管轄かどうかわかりませんけれども、い

つも草を切ったりそれから焼いたりその管理をせんにゃならんわけですね。あそこの１間ぐらい

のところに、両端に１年じゅう花が咲くような花壇をつくったらどうか、これも町民の声、実現

するせんは別ですけど花ロードちゅうような形ですれば、そしたらもう行政は必ず言うだろうて、

金が要る。今何もしやならんて言うかもしれんけど、それはボランティアでしたらどうですか。 

 旭ケ丘運動場に、あの国体の時期にあそこに公民館単位で植樹したことがありますね。そうい

う状況に呼びかけて、町民がうんにゃ、よだきいでせんていうようなことは今の時代にはないと



- 78 - 

思います。 

 だから、そういう意味も込めてこれは１つのアイデアですが、実現できないとしてもあそこの

岩下橋を渡って車で真っ直ぐ行きますと高千穂が真正面に見えます。やっぱり、町民もそういう

ことをアイデア考えるんだなあと思いますので、ぜひそういう面についても町長何かを残すとい

う意味で、花と緑と水の町、水と緑は自然にあります。だけど花は自分でやらんとできません。

そういう意味で、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 男女共同参画については、言われたとおりで取り組まれるということですから、私は本当に今

評価したのは交番の増員について１名増員になった。たった１人て言うけど１００人おるとこで

１名は大したことないけど、６人とか７人のところの１名の増員ちゅうのは相当三股には防犯の

意味からでも大した評価ができると思います。ぜひ、今後も少しでも多く増員になるようにして

もらいたいと思います。 

 それでは、１つだけは力を入れて質問したいと思います。総務課長にお聞きします。温泉の利

用ですね、私は前言いました。億単位の発掘調査、いろんな経過を経て温泉をつくるということ

で掘り上げたわけですね。 

 そして、町民は温泉が欲しいということは入りたいから欲しいわけですね。ところが、今元気

の館で取り組んでることはもう大したものだと思ってるんです私も。６５歳以上の１人暮らしの

人が、本当にあそこに行ってケアをする、これは立派なことです。 

 しかし、お湯が半分は残ってるわけですから、その温泉を、温泉湯をどう利用するかというの

を行政が考えなくては前に進まんわけですね。だから、本当に総務課はその残ったお湯を利用し

て何かしようという考えありますか、聞いておきたいと思います。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  これにつきましては、いろいろ考えております。そういう中で、

昔からすると若干変わってきたのが有効利用、要するに活用するに当たっても費用の要る方向じ

ゃなくて、そっから費用を生む、費用と言うか収入を生む方向でできないかというところに、ち

ょっとここんところの難しさがあるのかなちゅうに思っております。 

 提供することは簡単であります。しかし、やはりその一般に配付するとしても、やはそこに町

が収入を生む方向はできないのかちゅうところがありまして、これは活用は必ずしていかなきゃ

ならないというふうに思っております。したがって、確かに御指摘のように何かやろうやろうと

言いながら伸び伸びになってるのも事実でございます。しかしながら、このまま放っとくわけに

はいかないちゅうのもまた事実でございますので、必ず検討していきたいというふうに思います。 

○議長（原田 重治君）  的場君。 

○議員（１６番 的場  茂君）  私は１番議員の答弁のときにがっくりきたんですよ。というの
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は、ずっと検討するていう話は聞いてるわけですから、この半分のお湯をどう活用していこうか

て言われるなら、また質問しますけど、足湯についても検討するというのは何回も聞いてるわけ

ですが、視察に行かれて見たことがありますか、ほかのところ。 

○議長（原田 重治君）  総務企画課長。 

○総務企画課長（原田 順一君）  私がじかに視察に行ったことはございません。しかし、いろん

なところでの情報は、足湯は非常にいいと、特に報道、新聞とか、それで出るのは、いいから出

るわけでございますけれども、非常にいいという情報は得ております。 

 ただ、足湯はなにも、町民の利用はできますけれども、収入を生まないというふうに思ってお

ります。ただ提供するのは簡単であります。しかし、何かそこに、例えば泉源を維持するのにつ

いても相当な費用がかかります。今回の今、調査をするのでも１００万ぐらいかかるかな癩癩か

かります。（「２００万」と呼ぶ者あり）２００万、維持に今回かかるわけでございます。 

 したがって、やはりその利用については、少しでもそういう活用ができないかというのを考え

ておりまして、足湯も一つの方法であるということで、消えたわけではありませんけれども、も

っと活用のいい方法はないか、そうする……、足湯も使える、販売もできる等の湯量が確定的な

ものがあるのかというのが今疑問に上がっておりまして、それを調査する意味もありまして、今

回２００万ほどかけて、それを調査もしくは維持管理するためのものをやるということでござい

ます。 

○議長（原田 重治君）  的場君。 

○議員（１６番 的場  茂君）  やっぱり根本的に考えが違うわけですよね。温泉を掘って、な

ぜ多世代交流を計画しようとしたんですか。そして、元気の館に変更されていったんですか。も

うけるためにするんだったら、営業的なものをつくりますよね。しかし、今の情勢で５町を含め

て、鹿児島の辺まで含めて、各町にあるわけですから、そんなむだなことはしないでおこうと、

営利目的で町民の福祉とか、いろんな交流とかちゅうのができるはずがないんですよ。そこには、

犠牲として金が要るのは当たり前のことですよ。 

 だから、足湯についても、私たちは議会の研修で北九州に行ったときに、本当に当局も行って

もらいたいと思いますが、文化会館、福祉会館含めた中で、みんなが集まる状況の足湯ができと

ったんですよ。これは交流の場ですね。そして、お年寄りも若い人も足をつけて、それをお金を

払ってもうければいいという考えだったら絶対にできません。健康管理の増進のためには、子供

たちも来て、そして子供から、大人からいろんな世間話をして、町民が集まる場としてつくらん

と、足湯は必要ないと思うんですよ。そして、健康のもとは足て言われているわけですから、宮

崎のソフトバンクのあんた、会場まで足湯なんか持っていくような時代ですよ。みんなが集まる

わけですよ。だから、そういうなのは、やっぱり取り組む姿勢がないと、前には進まんと思いま
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すね。 

 だから、福祉課の課長が説明する範囲のやはりお湯の考え方ちゅうのは、もう仕方ないと思い

ます。それは事業として、ひとり暮らしの人を健康にするための目的なんだから、それをしてる

んだ。しかし、１番議員が言った、やはりそのあいている土曜、日曜を活用してふろに入れる方

法はないでしょうかという質問ですね。これに対しては、スペースが小さい、管理がどうだと言

うでしょう。私なんかも考えているわけですよ。管理、管理人がいれば人件費も要るだろうな。

その辺はボランティアで、地域の高齢者クラブの人だけでもお願いをして、入るようにして、地

区割にして入っていけばいいなあ。スペースが小さかったら、その近くの部屋に囲碁、将棋なん

かをする場で、その間で交流を深めたりする方法もあるわけですよ。だから、頭からもうスペー

スが小さい、保健所の許可をもらわんにゃならんて、最初からあきらめムードでやっとったって、

一つの事業ちゅうのは僕は進まんと思います。 

 私は素人だから偉そうに言うけど、これはもう最後しか、きょうしか発言する機会がないもん

だから申し上げるんですが、ぜひですね、町長に今度はお聞きしますが、足湯の問題は、経費を

使って施設をするんじゃないんですよ。箱づくりじゃないんですよ。だから、今みたいに厳しい

地方財政の中でやっていくとすれば、そういう小さい部分から、健康を守るために足湯をつくっ

てみたり、それから、１番議員の言う、使ってないときにそこを使うような方法を検討していく。

そういうのを、やっぱり言われたように、検討委員会ちゅうのをつくって、総務がいろんな、や

っぱり執務が多忙ですから、そういう集まって検討するあれが少ないんだったら、ぜひ町民の声

を聞くような検討会をつくって、金のかからん、もうけのためには無理ですよ、絶対に、町民の

ためを思うなら、少しぐらいは金は使わんにゃいかんですよ。そうだから、そういうことをぜひ

当局も考えて取り組んでいってもらいたいと思います。 

 最後に、職員との関係です。 

 私も２０年、議員生活をしてまいりました。時代の流れでいろいろあります。町立病院もなく

なりましたし、いろんなことがあります。課設置条例によって、本当に各課の職員は苦しんでお

ります。それから医療業務については、職員がパソコンを覚えるためにノイローゼになるぐらい

努力されました。 

 そういう中で、今頑張っているわけですが、議会は人事権も執行権も何もないわけですから、

この議会の一般質問の中で意見が出たのを反映するためには、やはり「町民の理解を」というこ

とをよく言われますけど、まず、町民を受け入れる窓口、そこで頑張っているのは職員です。そ

の職員がどんなにして取り組むかといいますと、やはり苦情がある、いろんなお世話をすること

がある、いろんな相談事から解決していかなくてはならんのは職員です。その接する側の意見を

取り入れてやっていくことこそ、執行体制が物すごくよくなるということを考えていただきたい
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と思います。 

 再度、町長にその気持ちを癩癩今言いました気持ちをもう１回言っていただきたいと思います。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  まず、温泉の問題でございますが、温泉も掘削いたしまして、平成９年

ですから丸１０年になります。そのようなことから、先ほど総務課長が申し上げましたように、

平成１９年度の当初予算に調査費、その後どのような状態か、果たして１００トン現在出ている

のかどうか、その辺のことやら、今の状態で大丈夫かというようなこと等を今年度、１９年度調

査費を組んだわけでございます。 

 よく足湯の問題は、新聞またはテレビ等でもよく報道されるわけですが、道の駅に足湯をつく

っているというようなことも聞いておりますが、やはり今年度、この４月から、バスを運行いた

しますと、元気の杜がバスターミナルという拠点にもなるわけでございますので、より以上に町

民が子供から大人まで、子供が集まる拠点になるということはもう確実でございます。そのよう

なことを考えあわせますと、残っているお湯を有効に使わなくちゃあ、これは本当温泉掘削にも

３億から癩癩泉源からここまでお湯を引っ張っているわけですが、それを入れますと３億です。

３億を温泉に財源を投入しているわけでございますので、これをむだにしない、結局有効活用を

今後どうしても考えなくてはいけないということで考えております。 

 そういうことで、この足湯の問題、残っているお湯の活用、宅配の問題もあります。また、温

泉の薬をつくるというようなこと等もいろいろ言われているわけですが、そういうこと等も十分

検討委員会なるものをつくって、設置いたしまして、前向きに今後検討をさせていただく。時間

もかかるかとも思いますが、とにかく有効利用ということを考えさせていただきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  的場君。 

○議員（１６番 的場  茂君）  職員との関係ということは、私の演壇の質問の後に言われたか

ら、もう二重になるから聞きませんけど、その連携を密にしながら、本当に町民のためのやっぱ

りサービスというのが後退しないように、スムーズな状態で執行していってもらいたいと思いま

す。 

 最後ですが、２０年間、私も議員をしてまいりましたが、執行部に対しましても、自分が素人

でありながら、やっぱりプロの方に質問するわけですから、本当に失礼なことも申し上げたと思

います。その辺はおわび申し上げますけれども、今度誕生します同僚議員１２名の方が本当に議

会として、チェック機関として、今後頑張っていただいてもらって、そして特に、広報委員会の

研修でありますように、ただ一般質問を回答をいただくのではなくして、それがどう実現されて
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いくのかということを力いっぱい頑張っていただきたいという願いを込めまして、本当に取りと

めのつかない質問になりましたが、最後の一般質問といたします。どうもありがとうございまし

た。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（原田 重治君）  発言順位６番、池田さん。 

〔９番 池田 克子君 登壇〕 

○議員（９番 池田 克子君）  通告いたしました、１、障害者福祉について、２、少子化対策に

ついて、それぞれお尋ねいたします。 

 まず、１の質問要旨である発達障害者支援法に関する取り組みについては、平成１７年６月議

会でも質問いたしましたので重複する部分もあるかと思いますが、経過を含めてお尋ねいたしま

す。 

 発達障害者支援法が施行されて２年が経過しようとしております。発達障害支援が制度設計さ

れ、予算化されることで、支援の体制が整ってまいりました。この法は、国が発達障害を障害と

して認めたことに大きな意義があると言われております。今までは発達障害も知的障害と同等の

扱いを受けてきましたが、全く違う障害であることが医学の進歩により裏づけられるようになり

ました。 

 発達障害は、ＩＱが高く、記憶力など大変にすぐれた能力を持っている反面、想像力、予測能

力がとても弱く、想定どおりにいかないとパニック状態になり、社会生活が上手にできない等の

障害があります。しかし、発達障害児は大きな可能性を秘めていると言われます。偉大な仕事を

なした人物では、エジソンや坂本竜馬がＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）であったと言われてお

ります。 

 発達障害は、低年齢であらわれると言われておりますので、乳幼児健診の充実が早期発見につ

ながると思います。１歳半健診、３歳児健診はされているようですが、それで十分とは思われま

せん。というのも、３歳児健診の後、就学前までの期間が長く、発見のおくれが指摘されている

のであります。ですから、５歳の健診も必要かと思われますが、発達障害の早期発見についての

必要な措置とは何なのか、町長にお尋ねいたします。 

 次に、発達障害者支援法の中に、国及び地方公共団体の責務として、「就学前の発達支援、学

校における発達支援の必要な措置を講じるものとする」とあります。前回答弁いただいたときに

は、施行されて間もなくのことでありましたので、従来実施されてきた内容であったように思い

ます。２年を経過する今、新たな取り組みもされていることと思いますので、その内容について

お尋ねいたします。 

 次に、③の特別支援教育については、学校教育法に含まれますが、発達障害児を新たに対象と
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することから、関連がありますので、実施についてお尋ねいたします。 

 昨年６月、学校教育法等の一部を改正する法律が公布され、来月一日から開始されると聞いて

おります。これまでの特殊教育から、子供一人一人の違いを大切にして、個々に応じた対応で柔

軟な教育支援を行おうとするのが「特別支援教育」と位置づけられました。従来の特殊学級では

なく、個別指導計画を個々に作成し、それに基づき、個に応じた指導を行っていくことがポイン

トになります。医療、言語、心理等の専門家と連携し、子供本人、親の意見・希望を聞きながら、

指導目標の設定、実施、評価がされるようになるとあります。この特別支援教育の実施に当たっ

ての当町の取り組みについて、教育長にお尋ねいたします。 

 ④の発達障害児の保護者への対応についてであります。 

 発達障害者支援法の中には、「保護者の意思ができる限り尊重されなければならない」とあり

ます。あらゆる場合が想定されますが、どのように対応されておられるのか、町長にお尋ねいた

します。 

 次に、少子化対策の中の妊産婦無料健診の実態についてであります。 

 母子保健法第１３条において、「市町村は、必要に応じ妊産婦または乳児もしくは幼児に対し

て健康診査を行い、または健康診査を受けることを勧奨しなければならない」とあります。受診

することが望ましい健診回数は１４回程度と言われておりますが、公費負担における受診回数は

全国平均２.１４回となっております。２００７年度の予算編成において、妊産婦健診への助成

を含む少子化対策に充てる地方交付税の配分額が７００億円に倍増されております。 

 そこで、次の２点についてお尋ねいたします。 

 ①、現在の回数と来年度以降の回数予定について、②、受診率と勧奨についてであります。 

 以上、壇上からの質問を終わり、あとは自席にて行います。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

〔町長 桑畑 和男君 登壇〕 

○町長（桑畑 和男君）  それでは、ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１の障害者福祉について。 

 ①の発達障害の早期発見のための必要な措置についてということでございます。 

 御案内のように、健康管理センターにおきましては、１歳６カ月児健康診査及び３歳児健康診

査において、言語や行動、特性などの診査項目を設けて、発達障害児の早期発見のために努めて

いるところでございます。言葉のおくれとか行動面に特性がある場合や保護者から相談があった

場合は、言語治療士や心理士による個別相談も実施をいたしております。健診後の支援といたし

まして、フォロー教室を年に１０回実施し、集団遊びや個別相談も行っております。また、診断

が必要とされる場合は、乳幼児精密健康診査受診票を発行して、早期治療へつないでいるところ
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でございます。 

 それから、②の発達障害児の就学前と学校における発達支援の内容について、③の特別支援教

育の実施について、これについては、所管の教育長の方から答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、④の発達障害児の保護者への対応についてということでございます。 

 この対応につきましては、保育園や幼稚園は、発達障害の児童が早期に見つけられる場所でも

ございます。その関係者が正しい理解と支援技術を習得していくことが大前提であります。疑わ

れる児童がおられる場合は、保護者がまだそのことを受け入れられない状態にあるので、温かく

受け入れていく必要があるわけであります。その上で、児童の特性の把握、保護者への支援を通

じて、必要な診断が受けられるよう、専門機関である児童相談所、児童福祉施設、健康管理セン

ターにつないでいるところであります。 

 また、発達障害と診断された児童の支援、保護者の支援についても、養育支援はもとより、精

神面や日常生活に至るさまざまな支援が必要であり、今後も、医療・福祉、保健など各関係機関

と連携をとりながら、支援策の充実に努めてまいりたいと考えます。 

 それから、２の少子化対策についてでございます。 

 これの①の現在の回数と来年度以降の回数予定についてということでございます。 

 妊産婦の無料健診につきましては、母子健康手帳交付時に妊婦一般健康診査受診票を交付いた

しております。内容といたしましては、１回目が妊娠１９週未満、２回目が妊娠２０週から出産

まで、２回受診するよう指導を行っております。１９年度の回数につきましては、本年度と同様、

年２回を計画をいたしております。 

 厚生労働省から、平成１９年１月付で妊婦の健康診査の時期及び内容につきましては、より充

実強化を図り、あわせて公費負担を検討するよう要請がなされているところであります。しかし

ながら、１９年度につきましては、時期的な関係上、予算措置ができなかったため、早期実現に

向けて努力をしていきたいというふうに考えているところであります。 

 それから、②の受診率と勧奨についてということでございます。 

 平成１７年度の受診率につきましては、１回目が２３５名で９２％、２回目が２１５名で

８４％となっております。勧奨につきましては、母子健康手帳交付時と母親学級、両親学級時な

どにこの周知を図っているところでございます。 

 以上で回答といたします。 

○議長（原田 重治君）  教育長。 

○教育長（田中 久光君）  それでは、私の方で発達障害児の就学前と学校における発達支援につ

いて、そして、３番目の特別支援教育の実施についてお答えをいたします。 

 発達障害、すなわち知的障害や自閉症、アスペルガー症候群などの障害のある児童への対応で
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すが、就学前は、医師や各校の特殊学級の担任、養護学校の教諭、児童相談所の心理判定員など

で構成します就学児童委員会を毎年設置いたしまして、幼稚園や保育園を訪問しまして発達障害

児に関する実態調査を行い、保護者との面談を重ねながら、普通学級、いわゆる通常学級にする

のか、特殊学級にするのか、あるいは養護学校にするのか等の就学指導を行っております。また、

在学児童生徒の進級の際も、就学指導委員会の所管ということで、それぞれに対応しているとこ

ろであります。 

 学校における発達支援についてでありますが、特殊学級のうち特に癩癩特殊学級といいますと、

知的障害、情緒的障害、２つの学級があるわけですが、その中の情緒学級については、他の市町

村に先駆けまして、本町は単独事業といたしまして補助教員を雇用しまして、県費教員の２人体

制で発達支援に取り組んでおるところであります。 

 また、文部科学省の調査によりますと、特別な教育支援を要する子供たちが通常学級に６％ほ

どおりまして、町内学校にもそれなりの子供たちが通常学級に在籍しているということでありま

す。このことはどういうことかといいますと、特殊学級には入らないが、普通の学級で普通の教

育についていけない、いわゆるそういうボーダーラインといいますかね、そういう子供たちがい

るということであります。そういう子供たちが本町にもかなり数おります。 

 こうした子供たちの支援については、各学校に特別支援コーディネーターが配置されておりま

す。また、全校に校内就学指導委員会が設置されておりまして、障害のある子供一人一人の特性、

個性に適切に対応できる体制を整えております。また、三股西小においては、特別支援教育専門

の非常勤講師が配置されておりまして、通常学級に在籍している発達障害児を対象に、障害の特

性、適性に応じた適切な教育指導を行っているところであります。 

 それから、通級による指導について、いわゆる特別にその子が持っている言葉とか、耳が聞こ

えないとか、そういう子供、特別な指導を行っておりますが、これが都城地区、北諸を含めて、

市内の明道小学校に設置されております。そこに現在、町内から、４校の学校から５人が週１回、

通級指導で明道小学校の方に通っております。 

 そういうことで、先ほどもありましたが、いよいよ特別支援教育にかかわる新しい制度が、こ

の４月１日からスタートいたします。特殊学級の充実はもちろんのことでありますが、普通の学

級に在籍している比較的軽い発達障害のある子供たちについてもその実態把握に努め、一人一人

の教育的ニーズに適切な支援をしていきたいと思っております。 

 そのためには、養護学校や関係機関等との連携による相談・指導体制の充実を図るとともに、

全教職員の共通理解のもとに学校挙げての協力体制で、今後、重点的に取り組まなくてはいけな

いと思っているところであります。また、特別支援教育専門の非常勤講師についても、現在、県

へ強く要望しているところであります。 
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 以上であります。 

○議長（原田 重治君）  池田さん。 

○議員（９番 池田 克子君）  ありがとうございます。それでは、２番目の質問をいたします。 

 まず、１の①でございますが、先ほど壇上から申し上げた中にも入っているんですけれども、

早期発見については、やはりまだまだ発見がおくれているということもございまして、やはり

５歳児の健診もした方がより早期発見の可能性が高くなってくるということで、国も今回、発達

障害者支援施策の拡充に９億６,０００万の予算措置を考えているわけでありますね。ですから、

保護者の方々の苦悩を考えれば、早目に対応してあげることが必要でないかと考えるわけです。 

 ですから、この５歳児健診について、いかがお考えになられるでしょうか。国は施策の中で予

算措置をしますけれども、やはり手を挙げたところに予算措置してあげるということを聞いてお

りますので、そのようなところをもう一度お尋ねしたいと思います。再度。 

○議長（原田 重治君）  町民保健課長。 

○町民保健課長（重信 和人君）  ただいま池田議員が申し上げられましたように、１歳半健診か

ら３歳半健診があって、就学前健診までがちょっと長過ぎるんですよね。５歳児健診は実際どこ

も行ってないんですよ。そういうことで、５歳児健診につきましては、集団での行動面の特性を

確認する必要があるため、専門スタッフの確保が必要だということで、今後検討していきたいな

と思っております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  池田さん。 

○議員（９番 池田 克子君）  先ほどから申し上げるように、本当早く発見してあげる確率を高

めるためにも、ぜひ前向きにその分は検討していただきたいと思います。 

 また、この早期発見について、健診時のときに親に対する問診票ですか、これが項目を見直す

ことで、かなり早期発見につながるというデータが出ているみたいなんですね。親はどちらかと

いうと、自分の子供がそういう発達障害児であるということを確かに認めたくないという思いは

あるわけなんですけどね。だけど、問診票の要するに問い方によって、誘導尋問じゃないんです

けれども、親が問診票に答えることによって、結果として子供さんはこうじゃないですかという

指導をしてあげられるということで、問診票のその内容については、私も詳細についてわからな

いんですけれども、そういう方法も一つの方法であるということでございますので、その辺も含

めて御検討をいただけたらと思っておりますので、この件もよろしくお願いしておきます。 

 次に、さっき教育長さんがいろいろ答弁いただきましたですね。②について、これはもう確か

にいろいろと前回のときも詳しく御答弁いただきましたように、三股としては、本当に先見の明

を持って対応をしていただいたということは十分わかります。ですが、もうそれから２年たつわ
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けですので、この２名で果たして対応が十分であるのかどうかということに対して、もう１名、

何か県に要請したいというようなことをおっしゃってくださったんですけども、その２名で今の

障害児の方に対する対応が十分であると思われるのか、もしないとするならば、今後何名ぐらい

は必要だと思われるのか、教育長さんに再度お尋ねいたします。 

○議長（原田 重治君）  教育長。 

○教育長（田中 久光君）  十分でないと思います。それで各学校、いわゆる特殊学級というのは、

長田小学校を除いて全学校あります。そして、そこに通う子供たちは２人、３人とおって、学級

違っていますけども、それぞれ今、補助教員を採用しておりまして、補助教員、今、西小に入っ

ております。そして、長田に複式学級で２人入って、そのうちの１人は三股小の特殊学級に半分

は行かせております。要するに加勢ですね、先生たちが２人じゃ対応できませんから。そういう

ことをしておりまして、そして、ことし１９年度はもっと考えようと思うんですね。１９年度は

もっと、西小に入っている先生を、今度は勝岡もちょっとふえてきましたので、そういうあたり

にも足を運んでいただくというようなことを今考えているところです。それで、どっちかいうと、

西小はかなりの数ですから、生徒数が、それでそれにかかわる、特殊学級に入れない癩癩は学級

におるという軽度の障害児もおるわけですね。そのあたりも考えながら、今後、１９年度の配置

を考えながらいきたいと思います。 

 それで、増員するということはちょっと無理だと思いますから、中は、あとはもう先生たち、

特殊学級を持っている先生がどう対応しながら、ほかの先生たちにどう働きかけていくかという

ことが一番大事だと思うんですけど。全員で学校の教職員が特殊学級、いわゆる特殊なそういう

障害を持つ子供たちへの対応をしっかりみんなが持つと、意識を持つと、人権感覚を強くすると

いうことですね。そういうことが一番大事だろうと思いますから、それは今後研修もやっていき

ます。用意があります。 

○議長（原田 重治君）  池田さん。 

○議員（９番 池田 克子君）  補助職員という形ですると、なかなか人件費的なものもありまし

て、すんなりいけない面もあるかと思うんですが、やはり他市町村では、サポーターていうか、

要するに職員じゃなくて補助員というような形ですかね、そういうサポーターの人を募って、そ

して、その対応をしているというようなところもあるようでございまして、そういう方向で今後、

ボランティアという方でも構わないわけですけれども、そういう一つの方法として、そういうも

のとしては考えられないでしょうか。もう一度お尋ねいたします。 

○議長（原田 重治君）  教育課長。 

○教育課長（野元 祥一君）  ４月から新しく始まるということで、文部科学省の方でも２５０億

ですね、地方財政措置を予定されているということで、これが今、池田議員が言われたサポート
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役の職員、そのための予算措置をされていますので、その辺について、今後県等と協議しながら、

それが確保できるような形で取り組んでいきたいということで思っております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  池田さん。 

○議員（９番 池田 克子君）  私たちの家族の中でそういう障害者の子供さんがいらっしゃると

いう方のことを考えると、本当にみんなで助け合いの気持ちで何とかしてあげなきゃいけないと

いうのは、もう本当基本になるんじゃないかと思っております。 

 それで、実はある御父兄の方からちょっと御相談があったんですけども、従来の特殊学級がそ

のまんま特別支援教室に、名前の変更だけであるということを聞かれて、ちょっとがっくりした

ということで、じゃあ特別支援教室というのは何なんだというような問いかけも含めてございま

したんです。 

 私も先ほど申し上げたように、特別支援教室というのは、特殊学級とはまた違った観点で個々

のそういう特性を生かしながら、一人一人の個性を生かしていく。そのためには、医療とか言語、

心理ですね、さっき教育長もおっしゃったんですが、その専門家の方々と一人一人に対するサ

ポートをどうしていくかという話し合いをされなければいけないんじゃないかなと思うわけです

けども、やはりその御父兄の御心配は、ただ何のための国がこういう特別支援教室というのをつ

くったのか、どうもその辺が腑に落ちないということでございましたんですが、その御父兄に御

理解していただくって意味合いから、もう一度教育長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（原田 重治君）  教育長。 

○教育長（田中 久光君）  ただいま「特殊学級」といっていますが、これが今度の４月１日から

新制度がスタートとして、「特別支援学級」になります。だから、看板を変えただけで中身が変

わらなきゃ何もならんわけで、そして、特別支援学級と特別支援教室は違います。特殊学級が

「特別支援学級」というふうに名前変わりまして、特別支援教室というのは、新しく出てきたこ

となんですね。 

 これは、いわゆる特別支援学級に通わない、普通の学級に通っていて軽度の障害を持つ子供、

この子たちを専門家のひとところに集めて、あるいは個別に集めて、例えば学校の何時間目とか

に集めて、それだけをやるというのが特別支援教室なんですよ。ですから、おっしゃるように、

それにかかわる指導者がいないといけませんね。その指導者が、今課長が申したサポーターとか、

そういうものを入れながらそこをやろうというのが特別支援教室です。ですから、学級と教室は

違いますから、一つは、それぞれの学校でそういう特別支援の免許を持っている先生もおります

から、そういう人たちを充てながら、当分はいかんにゃいかんと思うんですね。すぐにぱっとい

けませんから、徐々にやっていかにゃいかん。しかし、そういう子供たちだけを集めながら、今
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後教育をする、指導していくことはやらにゃいかんと思うんです。そういうことは思っておりま

すので。 

 以上でございます。 

○議長（原田 重治君）  池田さん。 

○議員（９番 池田 克子君）  私もそこが、子供さんが特殊学級に入っていらっしゃるのかどう

かは、ちょっとそこまで確認はしてないんですけれども、ただ単なる名前の変更だけであるとい

う役場の職員のお話の中で、そういうことでがっくりしたということでございましたので、特殊

学級に入っていらっしゃるとすれば、その辺が特別支援学級ですか癩癩という名称だけの変更に

なるということになるわけですかね。（「名称はですね」と呼ぶ者あり）名称だけが。（「はい、

名称はそうですけど、中身は……」と呼ぶ者あり）中身は当然……、はい。じゃあ、やっぱり変

わっていくということでございますね。（発言する者あり）それでも変わっていくということで

すね。わかりました。ありがとうございます。済みません。あと質問があっております。大丈夫

ですね。 

 発達障害者の、先ほど申したように保護者の方への対応でございますけれども、いろいろ私も

保育園の先生からお聞きしたりはしてて、保育園の先生方が本当に親御さんと話する中で、親御

さんも余り認めたくないというような親御さんもいらっしゃる。だけど、それでもやはり説得し

て、子供さんのために何とか納得していただきたいという、本当に苦労なさっているというのを

園長先生からお聞きしたことはございます。 

 しかし、また反面、保育園とかに行かれない親御さんもいらっしゃるかなと思います。私もさ

っきちょっとその方、御相談の分も癩癩方のことも含めてなんですけれども、やはりこれは行政

として、一つの発達障害児に対する専門相談窓口というようなものを、例えば保育園で御相談さ

れても、役場の相談窓口に行ってください、あそこですべてを対応してくれますよというような、

そういう特設相談窓口というようなものをつくっていただけないかなと。そして、その中では、

その子供の対応に対して、ああしなさい、こうしなさいだけの指導じゃなくて、やはりもう既に

子供さんが学校なりに行ってらっしゃってて、しかし、その子供への対応に対して、親はもうち

ょっとこうしてほしいとか、あるいはもうちょっとＬＤ教室をもう１つ教室をふやしてほしいと

か、そういう要望も含めた受付というか、特設窓口というものを今後検討いただけないのかなと

いうことでお尋ねいたします。 

○議長（原田 重治君）  福祉課長。 

○福祉課長（下石 年成君）  直接の相談窓口ということでございますが、今回、障害者に対する

部分については、法改正がございました。自立支援法の改正等でございますが、三障害において、

障害、知的、精神、これが一元化されたんですね。その中で、福祉課の方に精神も入ってきたと。
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そしてまた、その事業の中で地域生活事業というのが入ってきたんですね。その中に相談事業と

いう部分が入りました。したがいまして、その相談については、やはり福祉課ということになろ

うかと思うんですね。しかし、今現状の福祉課の職員体制からしまして、事務屋が対応している

状況です。今後、やはり専門的な知識の方の配置も今後必要になってくるだろうと、障害保健福

祉士的な部分がですね。そういうことを今後考えていかなくてはならんだろうというふうに思っ

ているんですね。 

 先ほど保育園の現状的なものを申されましたが、やはり今現在、保育園サイドにおいて大変苦

慮をいたしております。と申しますのは、やはり保育園サイドが、この子は発達障害児・者じゃ

ないだろうかということに気づいて、今その保護者に対してサポート的に癩癩高千穂学園にサ

ポートセンターがございますが、そのサポートセンターにコーディネーターがいらっしゃいます

ね、その方に来ていただいて指導をお願いしているんですが、なかなか保護者の方が認めてくれ

ない。いわゆる私の子に限って、という部分があるわけですね。そのことによって、保育園を疑

問視する、この保育園ではだめだ、ほかの保育園にしてほしいという部分が出てきているんです

ね。そういう部分がございましで、保育園が大変苦慮をいたしている状況なんですね。そういう

部分について、保護者に対する説得という部分について、大変苦慮をいたしております。 

 それと、児童と保護者への心理的なサポート、これはやはり専門的な機関の設置が必要という

ふうに思うんですね。現在、発達障害について、宮崎の方に宮崎市の総合発達支援センターがご

ざいますが、宮崎県に１カ所しかないんですね。したがいまして、都城・北諸圏域に１カ所必要

だという部分を今、検討しております。そこで、やはり総合的な支援センターができれば、相談

もできるし、そういう部分も考えているんですが、今、児童相談所を中心にして検討をいたして

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  池田さん。 

○議員（９番 池田 克子君）  国としても、やはりそういう総合支援センターみたいなのを特設

しなさいというのは指示があってるようでございますので、ぜひ都城の方面にも持っていけるよ

うに努力をお願いしたいと思います。 

 次、妊産婦の健診でございます。 

 これも本当に妊産婦の方は、非常に大事な、大事な子供さんを、今後産み育てていかなきゃな

んないという大きな使命のある方であるわけですが、その方々に対して、やっぱり国も当然健診

の費用を無償でやっていこうという方向で予算措置をしてくださっているわけですけれども、こ

れが全国的に平均として２回ほどの措置だと。実際には１４回ぐらいは健診は必要なんだという

ことで、それ以外はやはり自己負担というのが大きくのしかかってきているわけなんですね。そ



- 91 - 

してまた、それが癩癩これはもう保険関係を含めた金額と思うんですが、約１１万ぐらいかかる

ということでございますね。 

 ですから、今回も、国としては５回程度は何とか公費で負担してあげたいということで、今回

の予算措置をしているようでございますけれども、いかがでしょうか、交付金として来るわけで

すけれども、やはりせめてこの倍ぐらいの健診を無料にするというようなお考えはいかがでござ

いましょうか、町長さんにお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  平成１９年度の当初予算で不妊治療費の方は、町の方で予算を、今回初

めて予算に計上いたしているわけですが、この妊産婦の健診につきましては、非常に大事なこと

であろうと、少子化対策の面からも非常に大事であると、現在、年に２回ということでございま

すが、これを回数を倍にふやしたりね、そしてまた、言われるように無料で健診するかというよ

うなこと等も、いろいろ今後検討しなくてはならない問題であろうかと。 

 実際は、国の大きな施策として、少子化対策としてやるべきだというふうに僕は考えます。し

かし、そこまで国が考えているかどうかわかりませんけども、やはりその辺は、この少子化対策

は非常に重要な問題でございますので、やはり町としても、今後十分検討をしていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  池田さん。 

○議員（９番 池田 克子君）  ある自治体では、今回、厚生労働省が５回ぐらいは無償の方向で

やっていきたいという、そういう通達されたときに、じゃあ、うちはもう今まで３回だったけれ

ども、もう１５回に、無料にしますということで、今回、予算を計上したという癩癩これはもう

全国の中でございますけれども、そういう自治体もあったようでございます。やはりそこ辺の行

政として取り組む姿勢、それをどこに持っていくかというのが、やはり町民の方の安心・安全を

担っていけるんじゃないかなあという思いもいたします。 

 やはり赤ちゃんという、本当に今後私たちの癩癩高齢化になっていく私たちの世代に大きく子

供たちが背負っていってくれる大事な子供たちであります。ですから、そういう妊産婦の方へ対

しても、やはり最大の私たちは心遣いしていかないといけないし、安心して産めるように、行政

も努力していただきたいものだと思います。 

 さっきお聞きした受診率でございますが、やはりこれが１００％いってないということがちょ

っと残念であるわけですけれども、そういう受診率についても、しっかりと１００％本当に受診

していただけるように勧奨していただきたいということを添えまして、私の質問を終わります。 

○議長（原田 重治君）  一般質問はこれにて終了します。 
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 ここでお諮りします。今定例会の一般質問は本日すべて終了しましたので、１５日は休会とす

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、１５日は休会とすることに決しました。 

 ここで本会議を休憩し、全員協議会とします。 

午後３時55分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時57分再開 

○議長（原田 重治君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原田 重治君）  それでは、以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日

の会議を散会します。 

午後３時57分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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                         平成19年３月19日 午前10時00分開議 
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 日程第２ 質疑・討論・採決（議案第１号から議案第３７号まで３７議案及び陳情第１号） 
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 日程第３ 議案第３８号、議案第３９号、議案第４０号一括上程 

 日程第４ 質疑・討論・採決（議案第３８号から議案第４０号の３議案） 

 日程第５ 議会広報編集特別委員会の視察研修報告 

 日程第６ 議会広報編集特別委員会の報告 

 日程第７ 議会広報編集特別委員会の閉会中の審査事項について 

 日程第８ 議会運営委員会の閉会中の審査事項について 

 追加日程第２ 桑畑浩三君の議員辞職の件 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 常任委員長報告 

 日程第２ 質疑・討論・採決（議案第１号から議案第３７号まで３７議案及び陳情第１号） 

 追加日程第１ 意見書（案）第２号上程 

 日程第３ 議案第３８号、議案第３９号、議案第４０号一括上程 

 日程第４ 質疑・討論・採決（議案第３８号から議案第４０号の３議案） 

 日程第５ 議会広報編集特別委員会の視察研修報告 

 日程第６ 議会広報編集特別委員会の報告 

 日程第７ 議会広報編集特別委員会の閉会中の審査事項について 

 日程第８ 議会運営委員会の閉会中の審査事項について 

 追加日程第２ 桑畑浩三君の議員辞職の件 

────────────────────────────── 

出席議員（18名） 

１番 斉藤ちづ子君        ２番 財部 一男君 

３番 上西 祐子君        ４番 福留 久光君 
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５番 長尾 鈴子君        ６番 大久保義直君 

７番 重久 邦仁君        ８番 東村 和往君 

９番 池田 克子君        10番 別府 久光君 

11番 原田 重治君        12番 中石 高男君 

13番 小牧 利美君        14番 宮田 強雄君 

15番 黒木 孝光君        16番 的場  茂君 

17番 桑畑 浩三君        18番 山領 征男君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 岩松 健一君        書記 出水 健一君 

                 書記 榎木たみ子君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  桑畑 和男君   助役  原田 一彦君 

教育長  田中 久光君   総務企画課長  原田 順一君 

税務財政課長  渡邊 知昌君   町民保健課長  重信 和人君 

福祉課長  下石 年成君   産業振興課長  木佐貫辰生君 

都市整備課長  中原 昭一君   環境水道課長  福重  守君 

教育課長  野元 祥一君   会計課長  上村 陽一君 

 

午前10時04分開議 

○議長（原田 重治君）  これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．常任委員長報告 

○議長（原田 重治君）  日程第１、常任委員長報告を行います。 

 まず、総務文教委員長よりお願いします。総務文教委員長。 

〔総務文教常任委員長 大久保義直君 登壇〕 
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○総務文教常任委員長（大久保義直君）  おはようございます。それでは、総務文教常任委員会の

審査の結果について、会議規則第７６条の規定に基づき報告をいたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第２号、第４号、第５号、第９号、第１１号、第１４号、

第１５号、第１６号、第２４号、第３５号の計１０件でございます。以下、案件ごとに説明を申

し上げます。 

 議案第２号「三股町副町長の定数を定める条例」について説明申し上げます。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の第１６１条第２項の規定に基づき、三股町助役を三

股町副町長に定数を１名と定めるものであります。 

 当委員会では、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第４号「三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」について説明いたしま

す。 

 本案の条例改正は、第２条別表第１の表中、三股町国民健康保険病院手数料の項を削り、また

別表第２の表中、三股町国民健康保険病院の項を削り、新たにコミュニティバスの項を挿入し、

フリーパス券の関係があり、附則として、この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の

規定は平成１９年４月１日から施行する。 

 審査の結果、当委員会では、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第５号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について説明いたしま

す。 

 本案の条例改正は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するもので、改正点につい

ては別表新旧対照表に明記されてありますので、説明は省略いたします。 

 審査の結果、当委員会では、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第９号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例」について説明いたします。 

 本案の条例改正は、別表に定めてあります表中で、研究指導員を教育研究所に改め、新たに研

究員年額１万２,０００円を加えるものであります。 

 審査の結果、当委員会では、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１１号「三股町社会福祉基金条例を廃止する条例」について説明いたします。 

 本案の条例廃止条例は、社会福祉基金として必要がなくなり廃止するものであり、基金残高も

ないそうであります。 

 審査の結果、当委員会では、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１４号「宮崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更

について」説明いたします。 
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 本案の規約の変更の主なものは、一部は地方自治法に基づく改正案も含まれており、組合に会

計管理者を置き、吏員その他の職員を職員に、知識経験者を識見に改め、一部事務組合の次に広

域連合を加える。また、合併に伴う改正で北川町を削り、延岡市北川町に変更するものでありま

す。 

 審査の結果、当委員会では、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１５号「宮崎県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更に

ついて」説明いたします。 

 本案の規約の変更は、議案第１４号と同じく一部が地方自治法に基づく改正案が含まれており、

組合に会計管理者を置き、吏員その他の職員を職員に、知識経験者を識見を有する者に改めるも

のであります。 

 審査の結果、当委員会では、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１６号「平成１８年度三股町一般会計補正予算（第５号）」について説明をいたします。 

 本案は、歳入歳出の総額８５億２,５５３万４,０００円に歳入歳出それぞれ２,９３４万円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８４億９,６１９万４,０００円とするものであります。 

 主なものだけを申し上げます。歳入については、地方交付税１,０４９万４,０００円の増に対

し、県支出金２,９２２万７,０００円と繰入金１,８５１万２,０００円の減額になっており、差

し引き歳入合計２,９３４万円の減額になっております。その他の金額は決定及び実績見込みに

よる増減補正であります。歳出については、予備費が１,９４４万６,０００円が主なもので、こ

の予備費については収支の調整を図ったものであり、それ以外は実績見込み執行残による増減補

正であります。 

 審査の結果、当委員会では、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第２４号「平成１９年度三股町一般会計予算」について説明申し上げます。 

 本案の予算は、歳入歳出それぞれ８３億３,０００万円で、対前年度比１億４,０００万円、率

にして１.７％の減になっております。 

 歳入については、主なものだけ説明を申し上げます。町税が１８億１,２８３万円で、前年度

比２億１,８１９万３,０００円の増になっております。地方交付税は２４億２,９２７万

８,０００円で、１億８,９０６万６,０００円の減、国庫支出金が９億７,５６２万３,０００円

で、前年度比１億５９０万７,０００円の増、県支出金は５億８,８４２万９,０００円で、前年

度比２,８７０万３,０００円の減、繰入金が７億９２８万円で前年度比１,１６１万３,０００円

の減、町債費８億５,２４０万円で前年度比１億４,０００……（発言する者あり）訂正をいたし

ます。町債については８億５,２４０万円で、前年度比１億６５０万円の減になっております。 

 詳細は、事項別明細書及び予算説明資料に記載されてあります。 
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 歳出について主なものを説明いたします。議会費は７,５０６万３,０００円で、前年度比

１,９０４万４,０００円の減、総務管理費７億２４８万２,０００円で、前年度比１億

７,１０２万円の減。次に、消防費で２億２,０６７万円で、前年度比１,８０９万１,０００円の

増、このうち常備消防費１億７,１９０万４,０００円で、前年度比１,７７３万８,０００円の増

になっております。 

 次に、中学校費で学校整備費が６億８,５１３万５,０００円で、前年度比５,６２０万

６,０００円の増になっており、主なものは１３の委託料で２,０５７万７,０００円、１４使用

料及び賃借料５,７０９万２,０００円、１５の工事請負費が５億８,６６１万１,０００円、

１８備品購入費１,８８６万円になっております。社会教育費の文化振興費１億６,６８８万

７,０００円で、前年度比６,０３１万７,０００円の減になっております。本年度新たに１５工

事請負費５,３００万円と１８備品購入費１,３２９万２,０００円が予算計上されております。 

 次に、保健体育費の体育施設費の工事請負費１,８２０万円、３の学校教育費１億２,６１１万

１,０００円で、前年度比１,４０６万円の増で、１５工事請負費の給食費１億２,６１１万

１,０００円で、前年度比１,４０６万円の増で、１５工事請負費１,４４８万６,０００円が主な

ものであります。 

 次に、公債費が９億７２７万４,０００円で、前年度比７,３２８万６,０００円の減になって

おります。予備費は１,０００万円であります。 

 附帯意見として、第７地区分館外壁診断調査委託料１１４万９,０００円が予算計上されてお

ります。この分館は、平成５年１０月に新築されているが、外壁に鉄筋のさびが出ており、コン

クリート流しの時点のミスか設計上のミスではないかとの問題がありまして、診断の結果は見ら

ないとわかりませんが、補修には多額の経費が必要と考えられますので、今後は管理監督を十分

にしてほしいとの意見がありました。 

 審査の結果、当委員会では、慎重審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第３５号「工事請負契約の変更について」説明申し上げます。 

 本案は、平成１８年度三股中学校整備事業第１期管理棟建築主体工事が平成１８年６月２２日

議決分の工事請負契約の契約金額を変更するものであります。変更理由については、別紙のとお

りで元請金額３億８,３２５万円でありましたが、今回の変更追加金額は２,８１５万２,０００円

で、変更請負金額は４億１,１４０万２,０００円となったものであります。 

 当委員会では、慎重審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 以上で総務文教常任委員会の審査の報告を終わります。以上です。 

○議長（原田 重治君）  次に、福祉保健委員長よりお願いします。福祉保健委員長。 

〔福祉保健常任委員長 重久 邦仁君 登壇〕 
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○福祉保健常任委員長（重久 邦仁君）  それでは、福祉保健常任委員会の報告をいたします。 

 福祉保健常任委員会の審査結果について、会議規則第７６条の規定に基づき報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第３号、１０、１２、１３、１６、１７、１８、１９、

２４、２５、２６、２７、２８、３３号と陳情第１号の計１５件でございます。 

 議案第３号「三股町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を次のように定め

るについて御説明申し上げます。 

 本案の改正は、第４条、第７条、第８条と第１１条を第１４条とし、新たに第１１条、第

１２条、第１３条の３条を加えるものであります。利用料金の使用料、手数料金額は変更ないが、

指定管理者が収受できるものであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１０号「三股町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を次のように定

める。 

 この条例は、就学前乳幼児期における疾病等の治療を容易にし、乳幼児の福祉の向上と健全な

発育の促進を図ることを目的としたものであります。すなわち、これまでは入院、ゼロ歳から

６歳就学前と外来、ゼロ歳から５歳未満までの助成とし、そして自己負担は３５０円としていた

ものを、入院・外来ともに６歳就学前の助成とし、自己負担も全額助成するものであり、所得制

限はなく、この事業に影響額は１,４８７万円程度の見込みであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１２号「三股町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」に

ついてであります。 

 審査の経過、三股町在宅介護支援センターは包括支援センターに再編されたため、廃止するも

のであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１３号「三股町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」に

ついてであります。 

 訪問看護ステーションは、総合福祉センター（名称）元気の杜に移転したことにより廃止する

ものであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１６号「平成１８年度三股町一般会計補正予算（第５号）」についてであります。 

 福祉課において、歳入では、款１３国庫支出金、節の３老人福祉費補助金３,０００万円は、

養護老人ホーム２３部屋のバリアフリー化補助金であります。これは、国は１８年度に限り、老

朽化した施設についてバリアフリー化に向けた施設整備についての交付金を活用できるものの追
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加協議を平成１８年１２月３１日付で通知して示したところであり、国の通知もおくれたことも

あって、第２表繰越明許としたものであります。なお、補助率は１０分の１０であり、有利な補

助金であります。 

 町民保健課において、歳入では、款の１７繰入金、特別会計繰入金４９万７,０００円減額補

正し、歳出では、款の４衛生費、１３委託料減額３０万円は、乳児健診受診者見込み減によるも

のであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１７号「平成１８年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」についてであ

ります。 

 歳入歳出予算の総額２７億２,０７４万８,０００円に歳入歳出それぞれ６７１万５,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額、歳入歳出それぞれ２７億２,７４６万３,０００円とするもので

あります。医療給付費の不足により一般会計から補てんするものであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１８号「平成１８年度三股町老人保健特別会計補正予算（第２号）」についてでありま

す。 

 歳入歳出予算の総額２１億２,６６８万８,０００円に歳入歳出それぞれ４,１４８万

３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億６,８１７万１,０００円

とするものです。歳入においては、医療費負担金を減額し、一般会計繰入金を増額し、歳出にお

いては、医療給付費を増額補正するものであります。以下、説明欄のとおりであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第１９号「平成１８年度三股町介護保険特別会計補正予算（第５号）」についてでありま

す。 

 歳入歳出予算の総額１５億９,８３９万１,０００円に歳入歳出それぞれ５,０１５万

６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億４,８２３万５,０００円

とするものであります。以下、説明欄のとおりであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第２４号「平成１９年度三股町一般会計予算」についてであります。 

 民生費の総予算としましては、２５億３５７万５,０００円、前年比４.９％、１億１,７６２万

８,０００円の増となっております。 

 福祉課において、民生費、歳入については、款の１１分担金及び負担金、民生費負担金が１億

７,７４０万７,０００円となっております。これは、老人福祉費負担金２,０３９万６,０００円

と児童福祉費負担金１億５,７０１万１,０００円であります。このうち常設保育所保育料は
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９,６５０人掛ける１万５,９００円の１億５,３４３万５,０００円、常設保育所保育料滞納繰越

分過年度分３００万円であります。 

 款の１９諸収入、雑入２６万４,０００円は、元気の杜太陽光発電余剰電力売上代金でありま

す。 

 次に、民生費、歳出の主なものといたしましては、社会福祉費の扶助費において２億６,４８１万

７,０００円は、対前年度に対し２,０７５万９,０００円の増であります。社会福祉施設費、

１３委託料７３２万２,０００円については、温泉設備保守点検業務委託料２１１万５,２５０円

が主なものであります。老人福祉費においては、６億５,５２９万円は、対前年度に対し

２,４１１万６,０００円の増であります。１３委託料１億５,０１２万８,０００円は、養護老人

ホーム措置費であります。児童福祉費総務費３億２,９２７万円は、対前年度比４,１３０万

２,０００円の増であります。これは、乳幼児医療費の全面無料化と児童手当の第１子、第２子

５,０００円が１万円にアップしたため、増になったものであります。児童運営費８億１,３３０万

円は、乳幼児健康一時預かり事業委託料の４２０万円ほか保育所運営費負担金の７億９,０５５万

円であります。 

 町民保健課において、歳入は、款の１７繰入金、疾病予防事業繰入金として町スポーツ祭、さ

わやかスポーツ祭、チャレンジラン１９万１,０５０円であります。歳出の新規事業は、特定不

妊治療費助成、限度額５万円掛けるの１０人分の５０万円であります。 

 審査の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第２５号「平成１９年度三股町国民健康保険特別会計予算」についてであります。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０億４,２９６万５,０００円とするもので、対前

年度比１８.４％の増であります。 

 歳入では、国民健康保険税６億４,１８６万円、内訳は一般医療費分現年度課税分４億

２,４７８万１,０００円と退職医療給付費分現年課税分１億４,２５５万５,０００円であります。

国庫支出金７億８,３６０万９,０００円、療養給付費等交付金７億５９万５,０００円でありま

す。 

 歳出では、保険給付費、項の１療養諸費本年度合計は１７億８,２６２万３,０００円であり、

項の２高額療養費本年度合計は２億７０３万円であります。款の３老人保健拠出金本年度合計は

４億１,４６０万６,０００円であり、款の４介護納付金本年度合計は１億３,４８３万

２,０００円であります。 

 審査の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第２６号「平成１９年度三股町老人保健特別会計予算」。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０億７,３９４万円とするものであります。歳入
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では、款の１支払基金交付金、目の１医療費交付金１０億５,５９９万１,０００円は、医療費基

金負担分であります。歳出では、目の１医療給付費、２０の扶助費２０億５００万円は、国保連

合会支払い基金であります。 

 審査の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第２７号「平成１９年度三股町介護保険特別会計予算」についてであります。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億７,１２５万１,０００円とするものです。歳

入内訳は、款の１保険料が２億１,９２０万５,０００円のうち、現年度特別徴収金１億

８,１１１万円、現年度普通徴収分３,７０９万５,０００円等であります。歳出では、款の２保

険給付費１４億３,７０８万３,０００円、目の５施設介護サービス等給付費７億１,３７４万

８,０００円、款の４地域支援事業費、１３委託料４９２万８,０００円は、包括的支援事業雇用

契約職員２名分であります。 

 審査の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第２８号「平成１９年度三股町介護保険サービス事業特別会計予算」についてであります。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１,４９８万１,０００円とするものであります。歳

入では、介護予防サービス計画費収入１,４４０万５,０００円が主であります。歳出では、款の

１総務費、一般管理費、１３委託料８２１万１,０００円は、雇用契約委託料３名分ほかであり

ます。以下、説明欄のとおりであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 議案第３３号「平成１９年度三股町国民健康保険病院事業会計予算」についてであります。 

 収益的収入及び支出は、第１款病院事業収益８０５万９,０００円、支出は病院事業費用

２,８２５万１,０００円であり、資本的収入及び支出について収入１,７１９万円、支出

１,７１８万９,０００円とするものであります。以下、説明欄のとおりであります。 

 審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 陳情第１号「「最低保障年金制度」の創設を求める陳情」についてであります。 

 年金制度に最低額の保障制度創設を求めるものであり癩癩本案は創設を求めるものであります。 

 審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（原田 重治君）  次に、産業建設委員長よりお願いします。産業建設委員長。 

〔産業建設常任委員長 財部 一男君 登壇〕 

○産業建設常任委員長（財部 一男君）  それでは、御報告申し上げます。 

 産業建設常任委員会の審査結果について、会議規則第７６条の規定に基づき御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第６号、７号、８号、１６号、２０号、２１号、２２号、
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２３号、２４号、２９号、３０号、３１号、３２号、３４号、３６号、３７号の計１６件でござ

います。以下、案件ごとに御報告申し上げます。 

 議案第６号「三股町営住宅設置条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 

 本案は、塚原第２団地の４戸を解体し、また中原第３団地５２戸を解体したものを減にし、今

回新築した中原団地の２７戸を増にしたものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７号「三股町公共下水道条例の一部を改正する条例」。 

 本案は、公共下水道処理場内に電話柱５本と電柱３本が立っております。この使用料を三股町

道路占用料徴収条例で徴収していたものを、三股町使用料及び手数料徴収条例で徴収しようと改

めるものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第８号「三股町墓地公園条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 

 本案は、字句の訂正と墓碑建設猶予の期間を９年を限度とする改正案であります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１６号「平成１８年度三股町一般会計補正予算（第５号）」について説明申し上

げます。 

 本案は、歳入歳出予算の補正額については総務文教常任委員長の報告がありましたので、省略

いたします。 

 当委員会関係における補正の主なものは、欠損を見込む増減補正並びに事業実績による増減補

正でありますが、土木費の住宅費中原第３団地建てかえ事業費６,７３１万７,０００円を繰越明

許とするものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２０号「平成１８年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）」について説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額４,７３９万６,０００円から歳入歳出それぞれ２７７万

６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を４,４６２万円とするものであります。これは、事

業実績と決算を見込み増減補正する補正予算案であります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２１号「平成１８年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）」について説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額４,００７万２,０００円から歳入歳出それぞれ１０７万

３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を３,８９９万９,０００円とするものであります。



- 103 - 

これは、事業実績と決算を見込み増減補正する補正予算案であります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２２号「平成１８年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」につ

いて説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額４億６,１６１万３,０００円から歳入歳出それぞれ７３２万

２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を４億５,４２９万１,０００円とするものでありま

す。これは、事業実績による執行残と決算を見込み増減補正する補正予算案であります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２３号「平成１８年度三股町水道事業会計補正予算（第２号）」について説明申

し上げます。 

 本案は、長田地区簡易水道事業の年割額を増減補正するものであります。すなわち、１８年度、

２億２,９００万円を２億３,２７３万６,０００円に、１９年度を３億６,３００万円を３億

５４６万３,０００円に、２０年度を１億８,５００万円を２億３,８８０万１,０００円に変更す

る補正予算案であります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２４号「平成１９年度三股町一般会計予算」について説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額については総務文教常任委員長の報告がありましたので、省略い

たします。 

 当委員会関係における主要な投資的事業は、浄化槽設置整備事業に４,３９５万６,０００円と

中原第３団地建てかえ事業Ｄ棟、Ｅ棟で３６戸分、５億６,０３５万円が主なものであります。

また、一般的経費等については各課とも前年度よりマイナス予算となったところであります。 

 審査の経過の中で附帯意見がありましたので申し上げます。本町の町営住宅地における遊休地

が各団地において非常に目立っております。そこで、当局においては遊休地の活用及び処分等を

図ってもらうよう十分な検討されるように望むものであります。以上、附帯意見といたします。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２９号「平成１９年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計予算」について

説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４,６５４万８,０００円と定めるものであります。歳

入については、農業集落排水施設使用料１,０７８万９,０００円と一般会計繰入金３,５７５万

１,０００円が主なものであります。歳出は、農業費が９７４万１,０００円、施設管理費

１,０６９万４,０００円、公債費２,６１１万３,０００円となったものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 
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 次に、議案第３０号「平成１９年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計予算」につ

いて説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３,８６４万２,０００円と定めるものであります。歳

入については、農業集落排水施設使用料９２７万５,０００円と一般会計繰入金２,９３５万

９,０００円が主なものであります。歳出は、農業費１２６万２,０００円、施設管理費８４１万

５,０００円と公債費２,８９６万５,０００円となったものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３１号「平成１９年度三股町公共下水道事業特別会計予算」について説明申し上

げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億３,６６９万５,０００円と定めるものであります。

歳入については、公共下水道受益者負担金９８７万３,０００円、公共下水道施設使用料

１,２３１万４,０００円、国庫補助金１億４,０００万円、一般会計繰入金７,１９５万

２,０００円、町債１億８,２３０万円が主なものであります。歳出は、総務管理費１,５５７万

円、公共下水道事業費３億５,６９８万５,０００円、それと公債費５,８５３万９,０００円とな

ったものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３２号「平成１９年度三股町墓地公園事業特別会計予算」について説明申し上げ

ます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３,００２万７,０００円と定めるものであります。歳

入については、墓地使用料を５基分２００万円と管理手数料を７０万５,０００円、一般会計繰

入金を２,４３１万７,０００円と基金繰入金を３００万円とするものであります。歳出は、墓地

公園管理費に２４２万２,０００円と公債費に２,７６０万４,０００円を計上したものでありま

す。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３４号「平成１９年度三股町水道事業会計予算」について説明申し上げます。 

 本案は、長田地区の簡易水道を含むところの予算案であります。主要な建設改良事業は、施設

費に８,４３２万５,０００円、簡易水道建設改良費に３億５４６万３,０００円であります。 

 次に、収益的収入は、第１款水道事業収益４億２５万６,０００円であります。（発言する者

あり）訂正します。４億２５６万円であります。支出は、第１款水道事業費用３億６,６３１万

６,０００円となっております。 

 次に、資本的収入は、３億７９６万３,０００円であります。資本的支出は、４億８,１２４万

１,０００円であります。収入が支出に対して不足する額１億７,３２７万８,０００円は、当年
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度損益勘定留保資金及び減債積立金、建設改良積立金並びに当年度分消費税資本的収支調整額で

補てんするものであります。また、長田地区簡易水道整備事業は、３カ年間事業の２年度目を迎

えることになったとこであります。１９年度の年割額は３億５４６万３,０００円と２０年度が

２億３,８８０万１,０００円と定めたものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３６号「町道路線の廃止について」。 

 本案は、今市下新１号線ほか５線を廃止するものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３７号「町道路線の認定について」ですが、本案は、今市８６号線ほか９路線を

認定するものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（原田 重治君）  ここで、本会議を１１時１０分まで休憩します。 

午前10時57分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時10分再開 

○議長（原田 重治君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．質疑・討論・採決（議案第１号から議案第３７号まで３７議案及び陳情第１号）   

○議長（原田 重治君）  日程第２、議案第１号から議案第３７号までの３７議案並びに陳情第

１号の質疑、討論、採決を行います。 

 議案第１号「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」を

議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第２号「三股町副町長の定数を定める条例」を議題として質疑を行います。質疑ありませ
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んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２号は総務文教委員長の報告のように原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第３号「三股町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を議題として質疑

を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第４号「三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」を議題として質疑を行

います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４号は総務文教委員長の報告のように原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第５号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題として質疑を行

います。質疑ありませんか。癩癩質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第５号は総務文教委員長の報告のように原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第６号「三股町営住宅設置条例の一部を改正する条例」を議題として質疑を行います。質

疑ありませんか。癩癩質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第６号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第７号「三股町公共下水道条例の一部を改正する条例」を議題として質疑を行います。質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第８号「三股町墓地公園条例の一部を改正する条例」を議題として質疑を行います。質疑

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第８号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第８号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第９号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例」を議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第９号は総務文教委員長の報告のように原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第９号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第１０号「三股町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を議題として質

疑を行います。質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１０号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１０号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１１号「三股町社会福祉基金条例を廃止する条例」を議題として質疑を行います。質疑

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論

を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１１号は総務文教委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１１号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１２号「三股町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」を

議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１２号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する
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ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１２号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１３号「三股町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」を

議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１３号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１３号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１４号「宮崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更

について」を議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１４号は総務文教委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１４号は原案のとおり可決されま

した。 
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 議案第１５号「宮崎県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更に

ついて」を議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１５号は総務文教委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１５号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１６号「平成１８年度三股町一般会計補正予算（第５号）」を議題として質疑を行いま

す。質疑ありませんか。癩癩質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１６号は各委員長の報告のように原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１６号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１７号「平成１８年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」を議題として

質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１７号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１７号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１８号「平成１８年度三股町老人保健特別会計補正予算（第２号）」を議題として質疑

を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１８号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１８号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１９号「平成１８年度三股町介護保険特別会計補正予算（第５号）」を議題として質疑

を行います。質疑ありませんか。癩癩質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１９号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第１９号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２０号「平成１８年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」

を議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２０号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第２０号は原案のとおり可決されま
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した。 

 議案第２１号「平成１８年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）」を議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２１号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第２１号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２２号「平成１８年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」を議題とし

て質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論

を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２２号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第２２号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２３号「平成１８年度三股町水道事業会計補正予算（第２号）」を議題として質疑を行

います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 
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 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２３号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第２３号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２４号「平成１９年度三股町一般会計予算」を議題として質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  ３番、上西です。１９年度予算案に対して反対の立場から討論い

たします。 

 町の１９年度予算案は、独自の施策である乳幼児医療費を小学校入学前までとすることや不妊

治療の件、巡回バスの実施などを柱とする数々の町独自の施策を盛り込んでいて評価すべき点が

多々ありますが、国の予算は史上空前の利益を上げている大企業に減税をばらまくなど、大企業、

大資産家を応援するものとなっております。 

 その一方で、定率減税の廃止や生活保護の削減に示されるように国民への負担増と給付切り下

げは無慈悲に継続推進する内容となっており、これは社会的格差と貧困をさらに拡大するもので

す。今年度は所得税から住民税への税源移譲が実施されます。６月には住民税の定率減税廃止と

住民税率の引き上げが同時に実施されるため、住民税が大幅に増税されることによって、国保や

介護保険にも影響し、雪だるま式に負担増になるおそれがあります。 

 町の予算案でも町税は約２億１,８００万円の増額ですが、国からの地方交付税、地方譲与税、

特例交付税合わせても３億６,５００万円の減額となっております。差し引き去年より１億

４,０００万円の減額予算となっていて、町民生活に関係する費目で減額となっております。 

 以上、反対討論を終わります。 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。御異議があるようですから、起立により採決します。議案第２４号

は各委員長の報告のように原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原田 重治君）  起立多数であります。よって、議案第２４号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２５号「平成１９年度三股町国民健康保険特別会計予算」を議題として質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２５号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  御異議があるようですから、起立により採決します。議案第２５号は福

祉保健委員長の報告のように原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原田 重治君）  起立多数であります。よって、議案第２５号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２６号「平成１９年度三股町老人保健特別会計予算」を議題として質疑を行います。質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２６号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 
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〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  御異議があるようですから、起立により採決します。議案第２６号は福

祉保健委員長の報告のように原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原田 重治君）  起立多数であります。よって、議案第２６号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２７号「平成１９年度三股町介護保険特別会計予算」を議題として質疑を行います。質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２７号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  御異議があるようですから、起立により採決します。議案第２７号は福

祉保健委員長の報告のように原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原田 重治君）  起立多数であります。よって、議案第２７号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２８号「平成１９年度三股町介護保険サービス事業特別会計予算」を議題として質疑を

行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２８号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する
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ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第２８号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２９号「平成１９年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計予算」を議題として質

疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２９号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第２９号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第３０号「平成１９年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計予算」を議題とし

て質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３０号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第３０号は原案のとおり可決されま

した。 
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 議案第３１号「平成１９年度三股町公共下水道事業特別会計予算」を議題として質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３１号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第３１号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第３２号「平成１９年度三股町墓地公園事業特別会計予算」を議題として質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３２号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第３２号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第３３号「平成１９年度三股町国民健康保険病院事業会計予算」を議題として質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３３号は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第３３号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第３４号「平成１９年度三股町水道事業会計予算」を議題として質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３４号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第３４号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第３５号「工事請負契約の変更について」を議題として質疑を行います。質疑ありません

か。上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  途中からの変更に対する工事なんですが、この金額は元請会社が

言った額をそのまま認めるのか、適正な金額かどうか、そのあたりをどういうふうに審査される

のか、お伺いいたします。 

○議長（原田 重治君）  総務文教委員長。 

○総務文教常任委員長（大久保義直君）  それでは、お答えをしたいと思いますが、この問題につ

いては以前から教育課長からもお話がありましたように、以前に建設されたもので、取り壊すち

ゅうか、改修の部分を検査してみなければわからないということは再三申し上げられております。 

 そういうことで、今回もこのような予算が癩癩工事契約の変更が出てきましたが、我々総務文

教でも現地調査をいたしましたところ、やはりいろいろと問題はあると思っておりましたが、こ

ういう現状から癩癩現場を見た現状から見れば、今後の施設整備にはこれだけの変更金額が要る
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だろうということで、全会一致で採決したわけでございます。 

 また、２期工事、３期工事についても、こういうような傾向は出てくるということで説明も受

けておりますので、この変更だけでは済まないかもしれないということだけは予告をしておきた

いと思っております。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  上西さん。 

○議員（３番 上西 祐子君）  この変更に当たって、元請会社の、じゃない第三者の公平な工事

であるのか、金額であるのか、そういうふうな点はどうなっているんでしょうか、御審議。 

○議長（原田 重治君）  総務文教委員長。 

○総務文教常任委員長（大久保義直君）  お答えになるかどうかわかりませんけれども、そこまで

我々は審議はしておりません。とにかくこの２,８１５万２,０００円、この部分だけを審査して

おりますが、先ほど申し上げましたようにこれだけの費用が要るということで、元請会社からも

予算が来ておりますので、その線だけは審議いたしまして現地調査をしたところでございます。

それ以降の問題については我々素人では絶対わかりませんので、御了承いただきたいと思います。 

○議長（原田 重治君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３５号は総務文教委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第３５号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第３６号「町道路線の廃止について」を議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３６号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第３６号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第３７号「町道路線の認定について」を議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３７号は産業建設委員長の報告のように原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第３７号は原案のとおり可決されま

した。 

 陳情第１号「「最低保障年金制度」の創設を求める陳情」を議題として質疑を行います。質疑

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。本案に対する福祉保健委員長の報告は採択であります。陳情第１号

は福祉保健委員長の報告のように原案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、陳情第１号は原案のとおり採択されまし

た。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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追加日程第１．意見書（案）第２号上程 

○議長（原田 重治君）  ただいまの陳情第１号の採択に伴う意見書（案）第２号の取り扱いにつ

いてお諮りします。意見書（案）第２号「最低保障年金制度の創設を求める意見書」を日程に追

加し、全体審議で措置することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。それでは、議事日程表の日程第２の次に追加日程

第１、意見書（案）第２号上程を御記入願います。 

 これより意見書（案）を配付いたします。しばらくお待ちください。 

〔意見書（案）配付〕 

○議長（原田 重治君）  それでは、追加日程第１、意見書（案）第２号を議題とします。 

 意見書（案）第２号について提出者の説明を求めます。重久君。 

〔７番 重久 邦仁君 登壇〕 

○議員（７番 重久 邦仁君）  意見書（案）第２号について、「最低保障年金制度の創設を求め

る意見書」についての提案の趣旨を御説明いたします。 

 高齢化社会を迎え、その充実は全国民の切実な要望となっています。しかし、今の年金制度が

抱える最大の問題は何といってもこのままでは無年金者、低年金者がふえ続けるということです。 

 また、保険料を納める人の率は下がり続けており、平成１７年度の納付率は６７.１％にしか

なりませんでした。 

 こうした年金制度の空洞化の状態は厚生年金でも進行しており、加入者数は平成１０年以来、

毎年減少しています。 

 年金制度の空洞化は、放置すればますます深刻な状態になるのは明らかであり、国に対して一

刻も早い「全額国庫負担の最低保障年金制度」の実現を強く要望するものであります。 

 よろしく御審議の上、御承認下さるようお願いいたします。 

○議長（原田 重治君）  それでは、これより質疑、討論、採決を行います。 

 意見書（案）第２号「最低保障年金制度の創設を求める意見書」を議題として質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。意見書（案）第２号は原案のとおり決することに御異議ありません

か。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、意見書（案）第２号は原案のとおり可決

されました。 

 ただいま可決された意見書については、速やかに関係機関に善処方を求めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議案第３８号、議案第３９号、議案第４０号一括上程 

○議長（原田 重治君）  日程第３、議案第３８号、第３９号、第４０号を議題とします。 

 ここで、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 桑畑 和男君 登壇〕 

○町長（桑畑 和男君）  それでは、追加上程いたしました３議案につきまして、その提案理由の

説明を申し上げます。 

 まず、議案第３８号「副町長の選任について」御説明を申し上げます。 

 本案は、地方自治法第１６２条の規定に基づき、副町長の選任について議会の同意を求めるも

のであります。今や地方分権改革による権限移譲や町民ニーズの多種多様化などにより、町が所

管する行政分野や事務事業は拡大している中で、さらには町の行財政運営につきましても、厳し

い局面を迎え、その状況下にあります。 

 そこで、在任中の助役であります原田一彦氏は、３月３１日付をもって任期満了となりますが、

引き続き本町の副町長として、再度、適任者と判断しましたので、ここに御提案申し上げるとこ

ろであります。 

 次に、議案第３９号「教育委員会委員の任命について」御説明を申し上げます。 

 本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４号の規定に基づき、教育委員の任命に

ついて議会の同意を求めるものであります。 

 現在の教育は、生涯学習の推進、国際化、情報化等の進展と相まって、青少年非行の増大等大

きな社会問題化も危惧されております。また、文明と自然との調和を目指して、香り高い文化を

創造し、豊かな心と国際社会に適応する教育の推進、並びに家庭や地域社会との緊密な連携が求

められるなど、教育委員の機能と役割は大きなものがございます。 

 在職中の田上末雄氏から、事情により平成１９年３月３１日付の辞職の申し出が３月５日に提

出されたところであります。氏の１０年６カ月間の本町の教育振興に対する情熱と御貢献に深甚

なる感謝と敬意を表したいと存じます。 

 そこで、教育委員は人格が高潔で教育、学術及び文化に関して識見を有する者の選任が望まれ

ることから、後任者といたしまして種々検討の結果、坂元克吉氏を最適任者であると考え、ここ

に御提案申し上げるところであります。 
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 次に、議案第４０号「町長等の給与の減額に関する条例の一部を改正する条例」について御説

明申し上げます。 

 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、助役の名称を副町長に改め、また、副町長の選任に伴

い、副町長の給与の減額期間を延長する形で改めるもので、所要の一部を改正しようとするもの

であります。 

 以上、３議案についてその提案理由の説明を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御同意

並びに御承認下さるようお願いいたします。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長（原田 重治君）  ここで、原田助役の退席を求めます。 

〔助役 原田 一彦君 退席〕 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．質疑・討論・採決（議案第３８号から議案第４０号の３議案）   

○議長（原田 重治君）  日程第４、質疑、討論、採決を行います。 

 まず、議案第３８号「副町長の選任について」を議題として質疑、討論、採決を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。この採決は、会議規則第８１条第１項の規定により単記無記名によ

る投票で行います。 

 投票の方法については、第８４条の規定により第２７条から第３４条までの選挙規定を準用し

ます。癩癩ちょっとお待ちください、別府さんが今いませんので。 

 ここで、念のために申し上げておきます。これから投票用紙を配付いたしますが、本案を

「可」とされる方は投票用紙に「賛成」、「否」とされる方は「反対」と記載し、投票をお願い

します。 

 それでは、議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（原田 重治君）  ただいまの出席議員は１７名であります。 

 投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（原田 重治君）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  配付漏れなしと認めます。 

 ここで投票箱を点検させます。 

〔投票箱点検〕 

○議長（原田 重治君）  異状なしと認めます。 

 それでは、１番、斉藤さんより順次投票をお願いします。１番からずっと。 

〔議員投票〕 

○議長（原田 重治君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  投票漏れなしと認めます。投票を終了します。 

 投票箱の閉鎖を命じます。 

〔投票箱閉鎖〕 

○議長（原田 重治君）  開票を行います。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に１番、

斉藤さん、２番、財部君を指名します。 

 なお、開票事務は事務局職員が行います。どうぞ、お願いします。 

〔開票〕 

○議長（原田 重治君）  投票の結果を発表します。 

 投票総数１７票、すべて有効投票であります。結果は、賛成１４、反対３であります。よって、

賛成が多数でありますので、議案第３８号は原案に同意することに決しました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（原田 重治君）  ここで、昼食のため１時半まで休憩といたします。 

午後０時07分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時30分再開 

○議長（原田 重治君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 次に、議案第３９号「教育委員会委員の任命について」を議題として質疑、討論、採決を行い

ます。 

 質疑ありませんか。重久君。 

○議員（７番 重久 邦仁君）  教育委員会ということで氏名が上がっておりまして、初めて私な

んかが目にしたわけですが、７０歳ということの年齢が１つと、町長が目指されている教育の町

づくりの一環として、最適任者だということで名前が上げられているちゅうことは承知しますが、
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私が考えるのにも、もう少し年齢的なものは考慮されてなかったのかということが１つと、今後

目指すものの町長が教育の基本といいますか、それにどこがその人が合っているのか、そういう

ところからも人選の選定があったのか、質問したいと思います。 

○議長（原田 重治君）  町長。 

○町長（桑畑 和男君）  ただいま質問がございましたが、年齢的に７０歳という年でございます。

いろいろ今回の田上先生の後任につきましては、こちらとしてもなかなか人選に困ったわけでご

ざいますが、いろいろと教育委員会の方にもいろいろ御相談を申し上げ、その人選に入ったとこ

ろでございます。なかなか若い人がこの時期に見当たらないということでございます。 

 なお、坂元克吉先生におかれましては、非常に退職された後経験も豊富であるし、そしてまた

本町の教育委員会の社会教育主事も２年半ぐらい経験があるということから、坂元克吉氏をお願

いしたということでございます。なるだけ若い人ということを念頭に置いて考えたんですが、な

かなかこの時期にはなかなかいないということで、やむなく坂元先生に最適任だということでお

願いしているところでございます。 

 今後は言われるとおり、なるだけ若い人等を教育委員の人にお願いを申し上げたいという考え

を持っているわけです。 

 以上です。 

○議長（原田 重治君）  重久君。 

○議員（７番 重久 邦仁君）  今の答弁を聞きまして、福祉の町づくりで町長は非常に先端を走

っておられるのはわかりますが、古く三股町の教育の町という声を聞かなくなったように私は思

うわけです。そこで、この教育委員会のあり方、それからもう一つ、教育長のそしてあり方、こ

れは国からのいろいろ通達なり新聞等にも教育委員会のあり方、それから教育長のあり方という

等にも物事が発展しております。その点も十分考慮され、今後の委員の選定も十分考慮されて生

かしていかれればと思います。 

 以上。 

○議長（原田 重治君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 
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 これより採決を行います。この採決は、会議規則第８１条第１項の規定により単記無記名によ

る投票で行います。投票の方法については、第８４条の規定により第２７条から３４条までの選

挙規定を準用します。 

 ここで、念のために申し上げておきます。これから投票用紙を配付いたしますが、本案を

「可」とされる方は投票用紙に「賛成」、「否」とされる方は「反対」と記載し、投票をお願い

します。 

 それでは、議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（原田 重治君）  ただいまの出席議員は１７名であります。 

 投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（原田 重治君）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  配付漏れなしと認めます。 

 ここで投票箱を点検させます。 

〔投票箱点検〕 

○議長（原田 重治君）  異状なしと認めます。 

 それでは、１番、斉藤さんより順次投票をお願いします。 

〔議員投票〕 

○議長（原田 重治君）  投票漏れはありませんか。癩癩投票漏れなしと認めます。投票を終了し

ます。 

 投票箱の閉鎖、いいですか。 

〔投票箱閉鎖〕 

○議長（原田 重治君）  開票を行います。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に３番、

上西さん、４番、福留君を指名します。 

 なお、開票事務は事務局職員が行います。開票してください。 

〔開票〕 

○議長（原田 重治君）  投票の結果を発表します。 

 投票総数１７票、すべて有効投票であります。結果は、賛成１５、反対２票であります。よっ

て、賛成が多数でありますので、議案第３９号は原案に同意することに決しました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 
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○議長（原田 重治君）  議案第４０号「町長等の給与の減額に関する条例の一部を改正する条

例」を議題として質疑を行います。質疑ありませんか。癩癩質疑もないので、これにて質疑を終

結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。癩癩次に、賛成討

論の発言を許します。癩癩討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４０号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、議案第４０号は原案のとおり可決されま

した。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議会広報編集特別委員会の視察研修報告 

○議長（原田 重治君）  日程第５、議会広報編集特別委員会の視察研修報告を議題といたします。 

 議会広報編集特別委員会よりお願いします。斉藤さん。 

○議会広報編集特別委員（斉藤ちづ子君）  議会広報編集特別委員会の視察研修報告をいたします。 

 去る１月２３日から２４日にかけて、熊本県玉名郡の長洲町に広報委員５名と議会事務局職員

１名で視察研修に行きました。長洲町は、人口約１万８,０００人の町で、熊本県の北西部に位

置しており、南西部を有明海に面し、対岸には島原半島を望み、北部は荒尾市と隣接しています。

この町は、日本有数の金魚の産地としてその名を知られています。 

 さて、議会広報紙についてですが、ＮＡＧＡＳＵ議会だより「潮さい」というもので、昭和

５８年５月に創刊され、途中中断もあり、現在８７号を発刊されています。発行回数は定例会ご

とに年４回、発行時期は定例会開催月の翌々月の中旬というので、三股町より随分遅いと感じま

した。また、配布方法は区長を通じて町内全世帯に配布されています。 

 三股町と違う点を拾い上げますと、一般質問は定例会終了後、会議録作成業者に反訳を依頼す

る。２番目に、１０日程度で一般質問の会議録がメールで届く。３番目に、それから一般質問者

に会議録の写しを同封し、原稿作成を依頼する。４番目に、原稿締め切り日は依頼日から１週間

くらいとするというところであります。私たち三股町の方がはるかに努力していることを認識い

たしました。 

 編集作業では１、１行の文字数を１２文字から１０文字に変更し、文字を大きくしている。２、

難しい意味の語句については説明を加える。難しい読みの場合は振り仮名をつける癩癩小学生で

も読めるようにということであります癩癩など学ぶ点も多くありました。明細については、議会

事務局に資料がありますので、ごらんください。 

 なお、帰りに長洲町の松井議長より金魚のお土産をいただいて帰りました。友好の関係が続く
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ように大事に育てていきたいものであります。副議長の庭の池で元気に泳いでいます。 

 以上で報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議会広報編集特別委員会の報告 

○議長（原田 重治君）  日程第６、議会広報編集特別委員会の報告を議題とします。 

 委員長より報告をお願いします。的場君。 

〔議会広報編集特別委員長 的場  茂君 登壇〕 

○議会広報編集特別委員長（的場  茂君）  それでは、議会広報編集特別委員会の解散に当たり

御報告をいたします。 

 私たち広報編集特別委員は、平成１７年５月２日の臨時議会において選任され、第３９号から

編集広報活動を行い、今議会広報号第４７号に取り組んでおります。議会だよりの編集作業につ

いては、県、全国町村議会の主催による研修会や先進地視察など積極的に参加しながら、前委員

会の研修方針を引き継ぎ、編集活動を重ね、皆様に読みやすく、わかりやすく、理解していただ

くため、また、真実を町民の皆様に伝える目的で取り組んでまいりました。 

 また、委員会は教育関係の学校教育、幼児教育に取り組んでいる現場紹介をシリーズで掲載し

ております。現時点では、学校関係紹介は東高校で終了して、現在は幼児教育現場をシリーズで

紹介しているところでございます。また、少しでも多く傍聴をしていただくため呼びかけや、御

存じですかと題して請願書、陳情書提出紹介なども掲載してきました。 

 次に、現在、取り組んでおります「こんにちは議会です」第４７号の発行について報告します。

現議会広報編集委員会は、本３月定例議会終了後、直ちに編集に入り、４月３０日の任期まで編

集を行い、特別委員会を終了することになっています。 

 ちなみに、今回の議会だより第４７号の発送が５月１５日の予定になっております。しかし、

御承知のとおり、５月１日が改選後の初議会が予想されており、議会の体制が委員会の構成も変

わりますので、その新体制を編集するには特別号を発刊すれば別ですが、６月号と報じることに

なると、８月１日前後の発送となることが予想され、余りにも空白ができてしまいます。よって、

５月１日の初議会の編集は、本来なら新委員会の権限でありますが、速やかに新議会体制を町民

に広報する必要があり、印刷の日程との関係から、現委員会で事前に編集を行い、そのスペース

を確保しておき、今３月定例議会分と一緒に新議会体制についても掲載するのが最良の方法と思

います。 

 以上で報告を終了いたしますが、最後になりますが、皆様方の温かい御理解と御協力により現

広報編集特別委員会は任期の２年間を無事取り組むことができました。委員会委員を代表して、

衷心より厚く感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 



- 130 - 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議会広報編集特別委員会の閉会中の審査事項について 

○議長（原田 重治君）  日程第７、議会広報編集特別委員会の閉会中の審査事項についてを議題

とします。 

 ただいま議会広報編集特別委員会の調査報告が終わりました。調査期限を限定していない特別

委員会は、通常任期中最後の定例会での報告をもって消滅するわけですが、議会広報編集特別委

員会は本定例会終了後も編集のための委員会開催が必要であります。 

 お諮りします。議会広報編集特別委員会については議員の任期満了日の４月３０日まで存続さ

せることにし、閉会中も活動できることにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  御異議なしと認めます。よって、議会広報編集特別委員会は議員の任期

満了日の４月３０日まで存続し、閉会中も活動できることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議会運営委員会の閉会中の審査事項について 

○議長（原田 重治君）  日程第８、議会運営委員会の閉会中の審査事項についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の閉会後に臨時会が招集された場合、その会期、その他議会運営に関

する事項及び議長の諮問に関する事項について、議会運営委員会は閉会中も審査できることにし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  御異議なしと認めます。よって、本定例会の閉会後に臨時会が招集され

た場合、その会期、その他議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について、議会運

営委員会は閉会中も審査できることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２．桑畑浩三君の議員辞職の件 

○議長（原田 重治君）  本日、桑畑君から議員の辞職願が提出されております。 

 ここで、お諮りします。桑畑浩三君の議員辞職の件を日程に追加し、追加日程第２として議題

とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、桑畑浩三君の議員辞職の件を日程に追加

し、追加日程第２とし、議題とすることに決しました。議事日程表の日程第８の次にその旨御記

入願います。 

 追加日程第２、桑畑浩三君の議員辞職の件を議題といたします。 
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 地方自治法第１１７条の規定によって、桑畑君の退席を求めます。 

〔１７番 桑畑 浩三君 退場〕 

○議長（原田 重治君）  局長に辞職願を朗読させます。 

○事務局長（岩松 健一君）  それでは、朗読いたします。 

 平成１９年３月１９日、三股町議会議長原田重治殿、三股町議会議員桑畑浩三。辞職願、この

たび一身上の都合により、平成１９年３月２９日をもって議員を辞職したいので、許可されるよ

う願い出ます。 

 以上であります。 

○議長（原田 重治君）  お諮りします。桑畑浩三君の議員の辞職を許可することに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田 重治君）  異議なしと認めます。よって、桑畑浩三君の議員の辞職を許可すること

に決定しました。 

 桑畑君の入場を許可します。 

〔１７番 桑畑 浩三君 入場〕 

○議長（原田 重治君）  桑畑君にお伝えします。３月２９日をもって議員を辞職されるという願

いは、ただいま本会議で許可されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原田 重治君）  以上ですべての案件を議了しましたが、１２月定例会以後の議長の公務

報告はお手元に配付してあるとおりであります。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会を開きます。 

午後１時57分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時21分再開 

○議長（原田 重治君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原田 重治君）  以上で今会期の全日程を終了しましたが、定例会を閉会するに当たり、

議長の立場から一言お礼を申し述べたいと思います。 

 私たち１８名の議員にとりましては、今定例会が最後の定例会となりました。平成１５年５月

の初議会以来、きょうまでの４年間で定例会が１６回、臨時会が１２回の計２８回議会が開催さ
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れ、審議、採決した議案数は４１５議案、意見書、陳情等は６８件に上っております。 

 この間、私は、平成１７年５月から２年間議長を務めさせていただきましたが、今振り返って

みますと、自己満足かもしれませんが、それなりに円滑に議会運営ができたのじゃないかと自負

しております。これも議会運営委員の方々を初め、議員各位並びに執行部の深い御理解、御協力

のおかげでありまして、ここに心からお礼を申し上げます。 

 なお、今期限りで勇退される方もおられますが、勇退される方々には、長い間本当に御苦労さ

までありました。各位の長年の御尽力、御協力に対し、心から敬意を表します。 

 また、４月の選挙に出られる方には、選挙も間近に迫っております。各位の御健闘、心よりお

祈りをし、簡単ではありますが、お礼の言葉とさしていただきます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原田 重治君）  それでは、以上で平成１９年第１回三股町議会定例会を閉会いたします。 

午後２時23分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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    会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

                                   議  長  原田 重治 

                                   署名議員  財部 一男 

                                   署名議員  的場  茂 
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